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もうひとつの技術革新ターゲットとしては、ロープとネットバッグによって鉱石
のみを引き上げる「機械式揚鉱」が挙げられる。流体ドレッジ方式においては、大
量の海水を鉱石の搬送のみに使用し、固形物や有害溶存物質を除去した後に海洋環
境に放出しなければならないうえに、大きな体積と重量を有するライザーパイプを
揚げ降ろししたり、水平移動させたりするために、多大なエネルギーを消費するこ
とになる。一方、「機械式揚鉱」は、鉱石を引き上げるためのエネルギーのみが消
費され、揚鉱中にネットバッグから放出される固形物や有害溶存物質の量は限定的
であるため、海洋環境への負荷が少ない。このため、図3―2―2に示したような、「海
底選別」プロセスを組み込んだ海底プラントと「機械式揚鉱」を組み合わせた海底
熱水鉱床の採鉱システムを実現することが期待される。

4 コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース泥

コバルトリッチクラスト、マンガン団塊、レアアース泥に対しては、「複合開発」、
「機械式揚鉱」、「パルプリフト（注41）」という技術革新ターゲットが挙げられる。こ
れらも従来の流体ドレッジ方式を大きく変革する生産モデルである。コバルトリッ
チクラストは、厚さ10cm程度の薄層で、微地形変化のある基盤岩に付着して賦存
するため、採掘時の基盤岩混入が避けられず、これが経済性を損なうものになると
考えられてきた。しかし、混入する基盤岩をリン鉱石、あるいは骨材として利用す
ることを前提とする「複合開発」を想定することができる。リン含有率の高い基盤
岩にはリン鉱石相当の1トン当たり120ドル、骨材としては1トン当たり100ドルの
価格想定が可能である。特に、地球温暖化に伴う海面上昇から、島嶼諸国の国土を
守るための防潮堤建設には多量の骨材が必要となるため、採鉱船上で比重の小さい
クラストと比重が大きい基盤岩を選別し、直接島嶼諸国に骨材として提供するとい
うマテリアルフローには十分な可能性がある。また、「機械式揚鉱」もコバルトリッ
チクラストに適用すれば、海底熱水鉱床の場合と同様なエネルギー削減が期待でき
る。これらによって、開発の可能性が生まれると予想される。
レアアース泥とマンガン団塊が共存する南鳥島 EEZ の場合は、パルプリフトを
用いた複合開発の可能性が示唆される。これに近い方法は石炭火力発電所における
石炭の輸送で実現しており、破砕したマンガン団塊をレアアース泥に混入させたパ
ルプリフトについての検証実験を重ねれば、やがて石炭同様に効率的な輸送が実現
できると予想される。レアアース泥には、放射性元素が付随していないという特徴、
マンガン団塊にはコバルト含有率が高いという特徴があるため、開発の可能性追求
の価値は十分あるといえる。

5 海底資源開発の変革に向けて

期待が大きかった分、落胆が大きかったメタンハイドレートと海底鉱物資源の開
発の経済性を確保し、商業化を実現するためには、従来の技術開発概念の枠組みを
大きく打ち破った考え方で、課題の解決策を見出すことが必要となる。ここで取り
上げたメタンハイドレート開発への「CO2圧入法」、「傾斜坑井（水平坑井を含む）」

注41
1980年代にフランスにおい
て、エネルギー効率のよいマ
ンガン団塊の揚鉱方法として
研究開発された手法（Ber-
nard, J., Bath, A., and Gre-
ger, B. （1987）. “Analysis
and Comparison of Nodule
Hydraulic Transport Sys-
tems, ” Proc. 9th OTC,
5476）。深海底堆積物の粒度
組成が、高濃度パルプ状態を
実現するのに適したものであ
ることを利用して、揚鉱管内
の流れを非ニュートン流体化
することによって、流体抵抗
の劇的削減を図り、通常のス
ラリー輸送では体積濃度が
10％程度であるのに対して、
破砕したマンガン団塊を混入
させた状態で、体積濃度を数
倍にしようというもの。
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の適用、海底鉱物資源開発への「海底選別」、「機械式揚鉱」、「複合開発」、「パルプ
リフト」の適用は、過去の技術開発において、まったく、ないしは、十分な検討や
取組みが行われたものではない。しかし、経済性の確保という視点を技術開発課題
の選定に十分に生かすという、このようなアプローチは、国内のエネルギー（化石
燃料）と金属の供給源を確立するために不可欠と考えられる。

（山﨑 哲生）

1 水産政策の改革と漁業法の改正

2018年6月1日、農林水産業・地域の活力創造本部（本部長は安倍晋三内閣総理
大臣（当時））において、農林水産業・地域の活力創造プランを改訂し、その具体
的内容を反映した「水産政策の改革について」を決定し、これが漁業法等の改正へ
とつながった。
2018年に成立し、2020年12月1日に施行された改正漁業法では、農林水産大臣が
資源評価のために必要な調査を行うが、（国研）水産研究・教育機構に資源調査又
は資源評価に関する業務を行わせることができると規定された（第9条）。そして、
水産研究・教育機構が行っている資源評価およびそこから出される管理方策案は漁
獲量管理が主であることも踏まえ、資源管理は漁獲可能量による管理を行うことを
基本としつつ、その他の手法を適宜合わせて行うことが基本原則として定められた
（第8条）。
近年のサンマやスルメイカの不漁にみられるように、従来獲れていた魚が獲れず、
獲れていなかった魚が獲れるといったことが頻発している。こうした変化は、地球
温暖化・水温上昇との関連が強いと考えられる。そのようななか、今後、いつまで、
どれだけ我慢すれば、資源状況が改善するのか、それに伴い漁獲がどれだけ増大す
るのかについて複数の漁獲シナリオや管理手法を示したうえで、長期的な経営展望
が持てるように、実践者となる漁業者をはじめとした関係者間での丁寧な意見交換
を踏まえて目標を立てることになる。
そこで本節では、改正漁業法を踏まえた今後の資源管理に関する国内施策ついて
概観するとともに、国際的な対策の必要性について展望したい。

2 国内漁業における資源管理の改善

漁業を継続的に行ううえで、その基盤となる資源を維持・回復し、適切に管理す
ることが必須である。ここでは、そのために必要となる漁獲可能量（TAC）（注42）の対
象魚種の拡大や自主的資源管理、密漁対策などの国内施策について、改正漁業法の
施行に先立って公表されたロードマップも踏まえつつ概観する。

注42
Total allowable catchの略称。
TAC は、水産資源の保存及
び管理のため、水産資源ごと
に1年間に採捕することがで
きる数量の最高限度として定
められる数量（漁業法第7条
第1項）。
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1 ロードマップ
改正漁業法の施行に先立ち、2020年9月30日には、「新たな資源管理の推進に向
けたロードマップ」が水産庁から公表されている。ロードマップでは、新たな資源
管理システムの推進によって、2018年に331万トンであった漁獲量を2030年までに
2010年と同程度の444万トン（注43）まで回復させることを目標に、①資源評価対象魚
種を200種程度に拡大するとともに、漁獲等情報の収集のために水揚情報を電子的
に収集する体制を整備すること、②漁獲量ベース（注44）で8割を TACによる管理とす
ること、③ TAC魚種を主な漁獲対象とする大臣許可漁業に漁獲割当（IQ）による
管理を原則導入すること、および④現在、漁業者が実行している自主的な資源管理
（資源管理計画）について改正漁業法に基づく資源管理協定に移行することとして
いる。

2 TAC魚種の拡大
TAC 魚種の拡大については、漁獲量が多いものを中心に、その資源評価の進捗
状況を踏まえ、TACによる管理を順次検討・実施する資源を公表する、としてい
る。具体的には、MSY（注45）ベースの資源評価が近年実施されることが見込まれてい
る水産資源について、より利用可能なデータの多い第一陣と、それと比較すると利
用可能なデータの少ない第二陣で、資源評価結果が公表される時期や検討に係る期
間が異なる。第一陣には、カタクチイワシ、ブリ、ウルメイワシ、マダラ、カレイ
類、ホッケ、サワラ、マダイ、ヒラメ、トラフグ、キンメダイ、第二陣には、ムロ
アジ類、イカナゴ、ベニズワイガニ、ニギスが想定されている。
漁獲量が多いもののなかには、沿岸漁業、特に定置網漁業や底びき網漁業で多く
漁獲されるものが含まれており、当該漁業にとっての主対象魚種ではなくむしろ混
獲魚種として扱われている魚種も多い。数量管理の導入に当たっては、想定外の大
量来遊による漁獲の積み上がりなどへの対応や迅速な漁獲量の収集体制の整備等克
服すべき課題が多くある。

注43
藻類および海産哺乳類を除い
た数字

注44
遠洋漁業で漁獲される魚類、
国際的な枠組みで管理される
かつお・まぐろ・かじき類、
さけ・ます類、貝類、藻類、
うに類、海産哺乳類を除く。

注45
Maximum Sustainable Yield、
現在及び合理的に予測される
将来の自然的条件の下で持続
的に採捕することが可能な水
産資源の数量の最大値（漁業
法第12条第1項第1号）

図3―3―1 これからの資源管理の流れ
（出典：令和2年度『水産白書』水産の動向）



海洋白書2022 第1部 海洋をめぐる取組み

第3節 持続可能な水産資源の利用に向けて 77

•
•
•
•

•
•

3 資源管理協定による自主的資源管理
わが国で長い歴史を持つ漁業者の自主的な資源管理の取組みは、資源や漁業の実
態に則した実施可能な管理手法となりやすく、資源を利用する当事者同士の合意に
基づいていることから、相互監視が効果的に行われ、ルールが遵守されやすいとい
う長所があるといわれている。公的機関と漁業者が資源の管理責任を共同で担い、
公的規制と自主的規制の両方を組み合わせて資源管理を実施することを共同管理

図3―3―2 新たな資源管理の推進に向けたロードマップ
（出典：令和2年度『水産白書』水産の動向）
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（Co-management）といい、小規模漁業で重要性が増していると国際連合食糧農
業機関（FAO）で評価されている（注46）。
改正漁業法においては、特に TAC魚種以外の水産資源の管理について、漁業者
による自主的な資源管理措置を定める「資源管理協定」の活用が図られることにな
る。資源管理協定を策定する際には、①資源評価対象魚種については、資源評価結
果に基づき、資源管理目標を設定すること、②資源評価が未実施のものについては、
報告された漁業関連データや都道府県水産試験研究機関等が行う資源調査を含め、
利用可能な最善の科学情報を用い、資源管理目標を設定することとした。資源管理
協定への移行は2023年度までに完了することとしている。多種多様な水産資源を対
象とする沿岸漁業においては、漁獲量においても生産額においても TAC管理対象
種以外の占める割合が高いことから、その資源管理の効果の検証を定期的に行い、
取組内容を改良するとともに、検証結果は公表し、透明性の確保を図っていくこと
が重要である。

4 密漁対策
改正漁業法により、悪質な密漁が行われているアワビ、ナマコ等を「特定水産動
植物」に指定し、漁業権や漁業の許可等に基づいて採捕する場合を除いて採捕を原
則禁止し（第132条）、違反した場合には、3年以下の懲役または3，000万円以下の
罰金が科されることになった。また、密漁品の流通を防止するため、違法に採捕さ
れたことを知りながら特定水産動植物を運搬、保管、取得、処分の媒介・あっせん
をした者に対しても同じ罰則が適用されることになった（第189条）。

5 水産流通適正化法
2020年、違法に採捕された水産動植物の流通過程での混入や違法・無報告・無規
則（IUU）（注47）漁業由来の水産動植物の流入を防止することを目的とした水産流通
適正化法（注48）が成立し、同年12月11日に公布された。この法律は、特定の水産動植

注46
FAO のウェブサイト（http :
//www.fao.org/fishery/topic
/16625/en）

注47
Illegal,Unreported and Un-
regulated。FAO は、無許可
操業（Illegal）、無報告また
は虚偽報告された操業（Unre-
ported）、無国籍の漁船、地
域漁業管理機関の非加盟国の
漁船による違反操業（Un-
regulated）等、各国の国内
法や国際的な操業ルールに従
わない無秩序な漁業活動を
IUU 漁業としている。

注48
特定水産動植物等の国内流通
の適正化等に関する法律

図3―3―3 水産流通適正化制度の概要
（出典：水産庁）
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物を取り扱う漁業者等の行政機関への届出、漁獲番号の伝達、取引記録の作成・保
存等を義務付けるものであり、公布の日から2年以内に施行予定となっていること
から2022年内に施行されることとなる。

3 国際的な枠組みを通じた資源管理と外国漁船の取締りの必要性

農林水産業・地域の活力創造本部が定めた「水産政策の改革について」では、新
たな資源管理システムの構築の項において、「我が国 EEZ 内の取組の強化と並行し
て、関係国と共通に利用する水産資源については、二国間協定・地域漁業管理機関
など国際的な枠組みを通じて資源管理を徹底するとともに、漁業取締体制を強化す
る」とされた。
わが国の水産資源管理を推進しようとする場合、共通の資源を利用する周辺国を
はじめとする関係国・地域との協調が必要となる資源が多いことによる。そこでこ
こでは、ロシア、韓国、中国、台湾などとの協定や、北太平洋漁業委員会（NPFC）
や中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）といった地域漁業管理機関の下での取
組みを概観するとともに、国交のない北朝鮮との間に位置する水域における IUU
漁業などの課題を含めて、今後の対策について展望したい。

1 二国間等の協定
① ロ シ ア
わが国とロシアとの関係では、日ソ地先沖合漁業協定（注49）に基づく交渉により決
定された操業条件の下で、日ロ双方の漁船による双方の200カイリ水域での相互入
漁が継続されている。このほかに、日ソ漁業協力協定（注50）に基づくわが国200カイ
リ水域内でのわが国漁船によるロシア系サケ・マスの漁獲、北方四島周辺水域操業
枠組協定に基づく北方四島周辺12カイリ内でのわが国漁船による操業、民間協
定（注51）に基づく歯舞群島貝殻島周辺でのわが国漁船によるコンブ採取が行われてい
る（注52）。領土問題がありながら、ロシアが主張する領海内でわが国漁船の操業が行
われていることは異例のことといえる。
② 韓国、中国
一方、日本と韓国、中国との関係では、それぞれ日韓漁業協定、日中漁業協定に
基づく交渉により決定された操業条件の下で、日韓、日中の漁船による双方の EEZ
内での相互入漁を行う枠組みはあるものの、わが国 EEZ での韓国、中国漁船の違
法操業問題等があり、日韓間では2016年7月以降、日中間では2017年8月以降、相
互入漁関係は中断したままの状態が続いている（注53）。
竹島問題に起因する日本海の日韓暫定水域（注54）については、韓国側よりも日本側
に大きく張り出している問題もあり、将来的な北朝鮮との境界画定においても悪影
響を与えかねないことが懸念される。また、東シナ海の日韓暫定水域（注55）は男女群
島の鳥島は EEZ の基線になり得ると主張する日本と基線となり得ない岩であると
主張する韓国の主張の違いから生まれたものである。その南限線については日韓間
で主張が異なるため、協定上緯度が示されておらず、「大韓民国の排他的経済水域
の最南端の緯度線以北」とされている。島か岩かの問題は、中国や韓国などがわが
国の領土である沖ノ鳥島を岩だと主張している状況もあり、わが国 EEZ の範囲に

注49
旧ソ連との間で結ばれた協定
だが、ロシアとの間でも引き
続き有効な協定

注50
同上

注51
（一社）北海道水産会と旧ソ
連邦漁業省との間の協定

注52
ロシア側は貝殻島と納沙布岬
の間（約3．7km）に中間線を
引き、実態上取締りを行って
いるが、貝殻島は高潮時には
水没するため、国連海洋法条
約第13条にいう低潮高地にあ
たり、本来の島ではない。

注53
それ以前から中国漁船でひし
めく中国 EEZ でのわが国漁
船の操業は実態上なくなって
いた。

注54
日韓漁業協定第9条1項

注55
日韓漁業協定第9条2項
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太平洋

北朝鮮

韓国

日本

暫定水域

暫定水域

竹島

暫定措置水域

中間水域

E125°30’

E127°30’E124°45’

北緯27度
27度以南水域

北緯30度40分

大きく影響する問題である。
日中漁業協定に基づく東シナ海の暫定措置水域（注56）は、EEZ 境界画定についての

「衡平な解決」について、ロシアや韓国と同様中間線原則をとる日本とそうでない
中国との違いから生まれたものである。同水域は両国からおおむね距岸52カイリの

注56
日中漁業協定第7条

（注）協定の適用水域に領海は含まれない。
図3―3―4 日韓漁業協定概念図

（出典：「国際的な資源管理の推進について」水産庁資料を基に作成）

（注）協定の適用水域に領海は含まれない。
図3―3―5 日中漁業協定水域図

（出典：「国際的な資源管理の推進について」水産庁資料を基
に作成、緯度経度は日本測地系）
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（注）取決めの適用水域に領海は含まれない。
図3―3―6 日台民間漁業取決め適用水域図

（出典：「国際的な資源管理の推進について」平成28年7月13日水産庁。緯度経度は世界測地系）

沖合に設定されている。また、日中漁業協定発効前の農林水産大臣間の閣僚協議に
おいて、暫定措置水域以北の東シナ海の一部水域を双方が相手国の許可証を取得せ
ずに操業できる水域（中間水域）とすることが合意された。さらには、尖閣諸島を
含む北緯27度（日本測地系）以南の東シナ海および東シナ海より南の東経125度30
分（日本測地系）以西の協定水域（南シナ海を除く双方の EEZ）については、暫定
措置水域さえも設定されず日中漁業協定締結時に大臣書簡により既存の漁業秩序を
維持する（相手国の漁船を取り締まらない）こととなった。これらの水域は、現在
中国漁船が圧倒的優位に立って利用する水域となってしまっている。
③ 台 湾
わが国と台湾との間には外交関係がないが、2013年に署名された日台民間漁業取

決め（注57）が存在する。同取決めでは、従来台湾側が台湾漁船の操業範囲と主張して
いた暫定執法線（注58）よりも日本側の EEZ を含めて適用水域が設定されているが、わ
が国は取決めを踏まえて漁業主権法（注59）の施行令を改正し台湾漁船の取締りを控え
ている。暫定執法線については、取決めの適用水域外である先島諸島の南側のわが
国 EEZ にも張り出した形で主張されている事実がある。

2 地域漁業管理機関
① 北太平洋漁業委員会（NPFC）
NPFC においては、サンマについて2017年に遠洋漁業国・地域によるサンマ漁船
の許可隻数の増加禁止、2018年にサンマの洋上投棄禁止および小型魚の漁獲抑制の
奨励が合意された後、2019年には2020年における公海での TACを33万トンとする
資源管理措置がようやく合意された。さらに、2021年には2021年および2022年の公
海での TAC19万8千トンが合意された。また、マサバについて中国漁船等の漁獲
が増加して資源への影響が懸念されることから、2017年に公海でマサバを漁獲する
遠洋漁業国・地域の漁船の許可隻数の増加禁止が合意されている。最近では、中国

注57
わが国の（公財）交流協会（現
在の（公財）日本台湾交流協
会）と台湾の亜東関係協会（現
在の台湾日本関係協会）の間
で結ばれた取決め

注58
わが国はこれを認めていな
い。

注59
排他的経済水域における漁業
等に関する主権的権利の行使
等に関する法律
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図3―3―7 中国漁船を放水によりわが国水域から退去させる漁業取締船
（出典：「日本海大和堆周辺水域等における外国等漁船への対応状況について（令和2年漁期）」令和3年1
月29日水産庁）

漁船によるマイワシの漁獲もみられるところである。
② 中西部太平洋まぐろ類委員会（WCPFC）
WCPFC においては、太平洋クロマグロの資源量が歴史的最低水準付近まで減少
したことなどから、2015年以降、①30kg未満の小型魚の漁獲を2002～2004年水準
から半減させること、②30kg以上の大型魚の漁獲を同期間の水準から増加させな
いことなどの管理措置を実施し、資源の回復を図ってきた。2020年に北太平洋まぐ
ろ類国際科学委員会（ISC）が行った最新の資源評価によると、太平洋クロマグロ
の親魚資源量は、2011年以降ゆっくりと回復傾向にあり（2018年は2．8万トン）、現
行の措置を継続することにより「2024年までに、少なくとも60％の確率で歴史的中
間値（約4万トン）まで親魚資源量を回復させる」という暫定回復目標の達成確率
が100％とされた。これを受け、2020年の会議でわが国は漁獲上限の増加（増枠）
を提案したが合意には至らなかったものの、2021年においては、大型魚の漁獲上限
を15％増枠する管理措置が決定された。

3 大和堆周辺水域問題
日本海大和堆周辺のわが国 EEZ での中国漁船および北朝鮮漁船による操業につ
いては、違法であるのみならず、わが国漁業者の安全操業の妨げとなっており重大
問題となっている。同水域では、2020年以降北朝鮮漁船はほとんど確認されなくなっ
ている一方、中国漁船については、水産庁漁業取締船による退去警告述べ隻数は、
2020年と比べ2021年は減少したものの、依然として操業が行われた。
このようななか、大和堆西方のわが国 EEZ（注60）において、北朝鮮公船らしき船舶
を確認したことから、わが国漁船に対して、同水域で操業を自粛するよう要請が行
われた。
北朝鮮や中国の漁船が主な漁獲対象としているのはスルメイカである。中国漁船
は北朝鮮の許可を得て操業しているとみられるが、北朝鮮を経済的に利する操業許
可の取得は、国連安保理決議違反である。（国研）水産研究・教育機構とグローバ
ル・フィッシング・ウォッチ（注61）との研究チームは『Science Advances』誌に、2017
年に900隻、2018年に700隻以上の中国起源と思われる漁船が日本海で操業し、それ
によって合計16．4万トン以上のスルメイカを漁獲したとの推定を発表した。また、
水産庁は、この水域における2019年の中国起源の漁船によるスルメイカ漁獲量を15
万トンと推定した。スルメイカはわが国の TAC魚種であるが、日本の漁獲はその
10分の1程度にすぎない。漁業者の理解・協力を得ながら TAC制度を運用するう
えで、大和堆問題は無視の許されない問題となっている。

注60
日韓漁業協定附属書Ⅱの3の
水域

注61
Global Fishing Watch

（GFW）：米国の Google 社が
支援して2017年に設立された
国際非営利団体。人工衛星や
AIS 等による大量の漁船情報
を解析することにより、違法
漁船の撲滅に向けて世界の漁
業活動を可視化し公表してい
る。
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4 EEZ の境界が未画定である現状とその弊害
海上保安庁のウェブサイト（注62）によると、わが国の領海と EEZ を合わせた面積は

447万㎢とされる。一般的にこの広さは世界で6番目とされている。この面積はわ
が国と周辺国・地域との間で EEZ 境界が未画定のなかで、国連海洋法条約の解釈
に基づくわが国の EEZ 設定の立場を「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」
に中間線と規定し、これに基づき算出されたものであるが、すでに見てきたとおり
わが国の主権的権利を十全に行使できていない（外国漁船を取り締まれない）多く
の水域がそのなかに存在する。
その理由を整理すれば、隣接国・地域との間に、①北方四島や竹島といった領土
問題、②日中漁業協定に基づく東シナ海の暫定措置水域および中間水域にみられる
国連海洋法条約にいう EEZ 境界画定についての「衡平な解決」についての考え方
の違い、③日韓漁業協定に基づく東シナ海の暫定水域でみられる国連海洋法条約上
の「島」と「岩」との認識の違い、④直線基線の引き方の問題、⑤そもそも外交関
係がない問題、などがあるためである。
「排他的経済水域及び大陸棚に関する法律」に基づき、領海基線から200カイリ、
相手国がある場合には中間線までということで EEZ を設定してから四半世紀、境
界画定の外交努力は実質的にはほとんど払われてこなかった。大和堆周辺の問題は
その弊害が端的に表れた事象である。
新たな水産政策を展開するための改正漁業法にはその運用上の留意事項として

「国は漁業が海上における不審な行動の抑止等多面の機能を有していることに鑑み、
当該機能が将来にわたって適切かつ十分に発揮されるよう、漁業活動が健全に行わ
れるように十分配慮する」との趣旨の規定が第174条に付け加えられた。
日韓の暫定水域にせよ日中の暫定措置水域、中間水域あるいは北緯27度（日本測
地系）以南のいわゆる以南水域にせよ、暫定的というよりは協定締結後そのまま固
定化されているのが実態である。
わが国自らが設定した中間線を、相手国はおろか自国の漁業者にも具体的に示さ
ないまま、相手国が強硬にわが国 EEZ に進出してくれば安全のために操業を自粛
させるという対応だけでは漁業者の理解は到底得られないし、わが国 EEZ での違
法操業の再発防止を徹底することは望めない。漁業者の安全が大切なことは当然だ
が、この現状に失望し、廃業する漁業者が出てきているのはまさに憂慮すべきこと
である。

えいほうまる

2021年5月には、稚内沖の宗谷海峡で「第172栄寶丸」がロシアに拿捕連行され
拘束されるという事件が起こった。栄寶丸側は中間線より日本側のわが国 EEZ で
操業をしていたと主張したが、長期拘留の経済的リスクと乗組員の健康問題を考慮
して、容疑を認め釈放される道を選ばざるを得なかった。領土問題を抱えるなかで、
あるいは外交関係がないなかでの EEZ 境界画定が至難の業であることは明らかで
あるが、宗谷海峡のように領土問題と現在直接関係しない水域でも境界画定の努力
が払われてこなかったことがこのような事案を引き起こしたといえる。
さらに、先述の水産流通適正化法は、国内で密漁されたナマコやアワビなどの流
通の抑止だけでなく、IUU漁業の抑止という国際的な要請に応えて違法に採捕され
た水産動植物の輸入を規制しようとするものである。輸入については、特定第二種
水産動植物等として対象が指定され、外国の政府機関等からの適法に採捕されたこ
とを示す証明書の発行とその添付が求められることになるが、EEZ の境界が未画定

注62
海上保安庁ウェブサイト（ht
tps//www1.kaiho.m1it.go.jp/
JODC/ryokai/ryokai_setsuz
oku.htm1）
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のままではわが国の EEZ の主張と整合した形での相手国政府の証明書発行は期待
できない。本来、境界を画定して運用したいのはやまやまだが、残念ながら現実的
にすぐにそれを望めない状況では、そのことを踏まえた何らかの現実的な工夫が求
められる。
改正漁業法等に基づく持続可能な水産資源の利用に向けての取組みを、漁業者を
はじめとする関係者、一般国民の理解と協力を得て進めていくためには、わが国 EEZ
をめぐる厳しい現実を周知しつつ、難しくとも最終的な EEZ 境界画定に向けて諦
めずに努力していく姿勢を目に見える形で示すことが最低限必要であろう。

（長谷 成人）
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求められる漁業との協調・共生

過去の臨海開発の反省から学ぶべきこと
漁業者の懸念・不安に応える必要

漁業はすでにサケやサンマの来遊減など目に見える
形で地球温暖化に伴う水温上昇の影響を受けている。
漁業だけでなく社会全体を持続可能にしていくため、
温暖化対策は人類共通の今世紀最大の課題といえる。
2020年秋の菅義偉内閣総理大臣（当時）の2050年カー
ボンニュートラル宣言以来、わが国においても洋上風
力発電が従来にも増して注目を集めている。2021年10
月に閣議決定された第6次エネルギー基本計画には、
30～45GWの洋上風力の案件を2040年までに形成する
という目標が盛り込まれた。
この野心的な目標を目指すには、2018年に成立した

再エネ海域利用法注1に基づき、一般海域を中心に案件
形成していかざるを得ない。同法に基づき、促進区域
を指定し、漁業者等先行利用者をメンバーに含む協議
会の意見聴取等を経て、事業者が選定されていく。政
府は同法施行後に閣議決定した基本方針において、「漁
業の操業について支障がないことを関係漁業団体等に
十分に確認し、支障を及ぼすことが見込まれる場合に
は、促進区域の指定は行わない」などとする漁業との
協調・共生の方針を打ち出している。今後、目標の実
現のためには、海に千本単位の大型風車を建設しよう
とすることになるので、くれぐれも初動でのボタンの
掛け違いが起こらないよう取り組む必要がある。

海を舞台とする全国的かつ大規模な開発行為は、昭
和の臨海開発・埋め立て以来のこととなるが、漁業界
からみると当時の開発には以下の反省点がある。①水
産資源の再生産に重要な藻場・干潟を大規模に失った
こと。②にもかかわらず結果的に遊休化した埋立地が
発生したこと。③開発行為への漁協の同意決定等で内
部の争い（訴訟）が多発したこと。④補償金が漁業振
興に活かされなかったケースが多かったこと。⑤埋め
立ての同意取り付けと補償金をめぐって漁業・漁協批
判に結びつくケースがあったこと。
これを洋上風力発電に当てはめてみる。①について

は、洋上風力発電では海が消滅するわけではない。逆
に風車基礎部が人工魚礁化等により漁場の価値を高め
る効果もあり、漁業種類によって検討する余地がある。
②は、再エネ海域利用法による事業者への占用許可は
30年である。30年後の電力事情を予測するのは難しい
が、発電事業が継続されない場合は施設の撤去を原則
とする。しかし風車基礎部が魚礁機能を有している場
合は関係法令が許す範囲で基礎部を残置させ有効活用
することも考えられる。③は、協議会には、漁協の代

表者などが出席するであろうが、漁協は会社とは違う。
あくまで漁業経営に影響を受ける可能性のある者は
個々の漁業者であり、組合員である。協議会で「支障
は見込まれません」と代表が発言するためには、十分
な事前の検討と、組織内部での丁寧な意思決定が必要
である。同意に基づき風車が立ち上がれば、海がなく
なった部分の漁業権は自動的に滅失するので漁業法に
基づく変更手続きは必要ない。しかし、漁場の価値が
明らかに変わる事業に団体漁業権（共同漁業権のよう
に漁協が管理し組合員が行使する漁業権）を持つ漁協
が同意するのであれば、その前に、組合員が水産業協
同組合法に基づく漁業権変更の意思を決定するための
総会手続き等が必要となる。また、許可漁業や自由漁
業まで十分視野に入れて「支障が見込まれない」こと
を確認する必要がある。埋立地以外の地区の組合員に
よる多数決で意思決定し争いとなった昭和の失敗を繰
り返してはならない。④は、埋め立てでは海が失われ
漁業者が陸に上がる場合が多く、補償金が漁業振興に
結び付かないケースが多かった。しかし、洋上風力で
は海が残るので、魚礁化等さまざまな漁業振興策に結
び付けることを考えるべきである。そうは言っても事
前にすべての影響を予測することは困難なので、漁業
振興基金のような形の併用が有効だ。⑤は、まさに「基
金」で透明性高く漁業振興していくことが有効である。

過去の反省を前提としつつ、さらに、風車建設の影
響に対する漁業者の懸念・不安に応えていくために
は、①詳細な漁業実態調査を踏まえつつ、環境アセス
メントとは別に、②着手以前、建設中、建設後に漁業
影響調査を行い、さらに③漁業振興策やエネルギーの
地産地消の地域振興策の提言を行いながら、急がば回
れの精神で丁寧に案件形成していくべきである。

（長谷 成人）
注1：海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に

関する法律

コラム 07 洋上風力発電と漁業

銚子沖の洋上風車発電
（出典：『Oceans Newsletter』第388号）
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第1節 米中対立の高まりとインド太平洋の安全保障
中国の習近平政権は、増大する経済力と軍事力に依拠して、インド太平洋におけ
る現状と既存の国際秩序を改変する試みを強化してきた。これに対して米国は次第
に警戒を強め、バラク・オバマ政権はアジア太平洋への関与を強化する「リバラン
ス」政策を展開した。続くドナルド・トランプ政権は中国に対する競争姿勢を一層
強化し、貿易をはじめとして政治、外交、軍事などの分野で中国との「大国間競争」
を展開した。そのトランプ氏に選挙で勝利し、2021年1月に新たに就任したジョセ
フ・バイデン大統領も、中国との戦略的な競争に力を傾注している。本節では、2021
年のバイデン政権下の米中対立の高まりや中国側の対抗姿勢などを踏まえて、中国
の海洋での軍事活動の加速などを中心にインド太平洋の安全保障の現状を概説す
る。

1 中国抑止に向けた国際協調を図る米国

バイデン大統領は2021年2月4日に、国務省で外交に関する演説を行った。この
演説で、中国やロシアなどの権威主義の台頭が米国の民主主義を脅かしているとの
認識を示した。そして、とりわけ中国を、米国の繁栄、安全保障、民主的価値観に
挑戦する「最も深刻な競争相手」であると名指しして、「人権や知的財産権、グロー
バル・ガバナンスに対する中国による攻撃を押し戻す」方針を明らかにした（注1）。
2月10日に電話で中国の習近平国家主席と会談したバイデン大統領は、「自由で開
かれたインド太平洋」を守っていく方針を明確に示したうえで、中国による威圧的

しんきょう

で不公正な経済慣行や香港での抑圧、新疆での人権侵害、台湾を含む地域への高
圧的な行動について「根本的な懸念」を伝えたのである（注2）。
バイデン政権の対中戦略における大きな特徴は、同盟国やパートナー国との連携
を強化することで、中国への抑止力の強化を図ることである。アントニー・ブリン
ケン国務長官は3月3日に行った演説で、米国にとって同盟国とパートナー国は「比
類のない資産（unique asset）」であり、同盟国・パートナー国との関係を「再活
性化させていく」と言及した（注3）。同日に公表された「国家安全保障戦略の暫定指
針」においても、グローバルな同盟とパートナーシップが米国にとって「最大の戦
略的資産」であるとし、同盟国・パートナー国との関係を強化するとともに、イン
ドや東南アジア諸国などとのパートナーシップを拡大させていく方針を示したので
ある（注4）。
こうした方針に基づいて、バイデン政権は実際に同盟国やパートナー国との関係
強化を推進した。2021年3月13日、米国の呼びかけに応じて日本、米国、オースト
ラリア、インドの4か国（QUAD）による初めての首脳会議がオンラインで開催さ
れた。この会議でQUADの首脳は「国際法に根差した、自由で開かれ、ルールに

注1
“Remarks by President Bi-
den on America’s Place in
the World, ” February 4 ,
2021, https : //www.whiteho
use.gov/briefing-room/speec
hes-remarks/2021/02/04/re
marks-by-president-biden-on-
americas-place-in-the-world/

注2
“Readout of President Joseph
R. Biden, Jr. Call with
President Xi Jinping of
China,” February 10, 2021,
https : //www.whitehouse.go
v/briefing-room/statements-
releases/2021/02/10/readou
t-of-president-joseph-r-biden-j
r-call-with-president-xi-jinpin
g-of-china/

注3
“A Foreign Policy for the
American People, ” March
3, 2021, https : //www.stat
e.gov/a-foreign-policy-for-the-
american-people/

注4
White House, Interim Na-
tional Security Strategic Guid-
ance, March 3, 2021, p. 10,
https : //www.whitehouse.go
v/wp-content/uploads/2021/
03/NSC-1v2.pdf
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基づく国際秩序を推進するこ
と」や、「東シナ海及び南シナ
海におけるルールに基づく海洋
秩序に対する挑戦に対応する」
ための協力を促進することなど
で合意した（注5）。さらに9月24
日には、QUADによる対面で
の首脳会議が米国で開催され
た。これに先立つ8月下旬から
9月上旬にかけて、QUADの
共同訓練「マラバール2021」が、
グアム島周辺から西太平洋の海域において実施された。
2021年3月16日、米国側からブリンケン国務長官とロイド・オースティン国防長
官、日本側から茂木敏充外務大臣と岸信夫防衛大臣が参加し、東京で日米安全保障
協議委員会（日米「2＋2」）が開催された。この会合で米国側は、日本の防衛に
対する「揺るぎないコミットメント」を確認し、日本側は「日米同盟を更に強化す
るために能力を向上させることを決意」した（注6）。4月16日にはバイデン大統領が、
訪米した菅義偉総理大臣と会談した。この会談で日米両国は、「ルールに基づく国
際秩序に合致しない中国の行動について懸念を共有」するとともに、東シナ海にお
ける現状変更の試みや、南シナ海における中国の不法な主張や活動への反対を表明
した。また両国は、「台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問
題の平和的解決」を促した（注7）。
バイデン政権は、トランプ政権の下で悪化していた欧州諸国との関係を改善し、
中国への対処を念頭に置いた協力の強化にも努めた。2021年6月中旬、バイデン大
統領は欧州を訪問し、北大西洋条約機構（NATO）首脳会議と米 EU首脳会議に出
席した。NATO首脳会議は、中国を「ルールに基づく国際秩序に対する構造的な挑
戦」だと位置付け、ルールに基づく国際秩序を支持するために日本やオーストラリ
アなどとの協力を深化させる方針を示した共同声明を発表した（注8）。米 EU首脳会
議の共同声明は、中国による新疆とチベットにおける人権侵害や香港における民主
主義への圧力、東・南シナ海における緊張を高める一方的な行動などに懸念を示し、
「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けてパートナー諸国との協力を推進す
ることも明記した（注9）。
さらにバイデン政権は2021年9月、英国およびオーストラリアとともに新たな安
全保障枠組みである「AUKUS（オーカス）」を設立した。バイデン大統領によれば、
AUKUS の目的は「自由で開かれたインド太平洋」を維持するために三国の軍事能
力と、サイバーや人工知能、量子技術、水中技術などの軍事技術力を強化すること
である。AUKUS の下で、オーストラリアに攻撃型原子力潜水艦の技術を供与する
方針も示された（注10）。このようにバイデン政権は、「ルールに基づいた国際秩序」
に対する中国による挑戦に対抗し、「自由で開かれたインド太平洋」を維持するた
めに国際的な協調を精力的に推進したのである。

注5
「日米豪印首脳共同声明：『日
米豪印の精神』」外務省ホー
ムページ、2021年3月13日、
https : //www.mofa.go.jp/mo
faj/files/100159229.pdf

注6
「日米安全保障協議委員会（2
＋2）共同発表」外務省ホー
ムページ、2021年3月16日、
https : //www.mofa.go.jp/mo
faj/files/100161034.pdf

注7
「日米首脳共同声明『新たな
時代における日米グローバ
ル・パートナーシップ』」外
務省ホームページ、2021年4
月16日、https : //www.mofa.
go.jp/mofaj/files/100202832.
pdf

注8
“Brussels Summit Commu-
niqué,” North Atlantic Tre-
aty Organization, June 14,
2021, https : //www.nato.int
/cps/en/natohq/news_18500
0.htm

注9
“EU-US Summit 2021 State-
ment : Towards a renewed
Transatlantic partnership, ”
Council of the EU, June 15,
2021, https : //www.consiliu
m.europa.eu/media/50758/e
u-us-summit-joint-statement-
15-june-final-final.pdf

注10
“Remarks by President Bi-
den, Prime Minister Morri-
son of Australia, and Prime
Minister Johnson of the
United Kingdom Announc-
ing the Creation of
AUKUS, ” White House,
September 15, 2021, https :
//www.whitehouse.gov/brie
fing-room/speeches-remarks
/2021/09/15/remarks-by-pre
sident-biden-prime-minister-
morrison-of-australia-and-pri
me-minister-johnson-of-the-u
nited-kingdom-announcing-th
e-creation-of-aukus/

図4―1―1 マラバール2021の様子
（出典：海上自衛隊）
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2 米国への対抗姿勢を強める中国

米国と中国の関係を民主主義と専制主義の間の競争として捉え、中国に対して
「ルールに基づく国際秩序」の受け入れを求めるバイデン政権に対して、中国の習
近平政権は徹底して対抗していく姿勢を強めた。米国が主張する「普遍的な価値観」
や「ルールに基づく国際秩序」を否定するだけでなく、それらに代わる新たな価値
観やルールを提唱し、その共有を目指してロシアや発展途上国との関係強化を図っ
た。同時に習近平政権は、米国に比肩しうる軍隊の構築を目指して軍事力の強化を
図るとともに、習近平国家主席への権力集中を強化することで、党が一致団結して
米国に対抗する体制の構築を進めたのである。
習近平国家主席は2021年2月10日、初めてとなるバイデン大統領との電話会談で、
両国にとって「協力が唯一の正しい選択である」と述べ、「衝突・対抗せず、相互
に尊重し、協力・ウィンウィンの精神」に基づいて関係を発展させるべきだと主張
した。同時に習近平国家主席は「台湾、香港、新疆などの問題は中国の内政」であ
り、「米国は中国の核心的利益を尊重し、慎重に行動すべきだ」と要求し、バイデ
ン大統領を強くけん制した（注11）。
2021年3月18日にはアラスカで、米中ハイレベル戦略対話が開催された。この会

ようけつ ち

合で中国側代表の楊潔 中央外事工作委員会弁公室主任は、バイデン政権の対中姿
勢に強い反発を示した。中国に民主や人権の尊重を求める米国に対して、「中国に
は中国式の民主がある」と主張し、米国は「中国の人権、民主に対してつべこべ言
うべきではない」と批判した。また、米国が推進する「ルールに基づく国際秩序」
についても、「米国の価値は国際的な価値ではなく、米国の言い分は国際世論では
なく、少数の国家が決めたルールは国際的なルールではない」と主張し、これを拒
絶する立場を鮮明にした。さらに、台湾、香港、新疆などの「中国の内政に対する
米国による干渉に断固として反対し、 引き続き揺ぎ無く対応する」と主張した（注12）。
習近平政権は、米国が主張する普遍的価値や国際秩序の受け入れを拒否するだけ
でなく、それらに代わる価値や秩序の概念を提唱し、その国際社会へのアピールに
力を入れている。中国は「米国式民主」について、選挙時にのみ有権者の意見が表
出されるだけであり、実際の政治においては人民の権利が反映されないと批判して
いる。他方で、「中国式民主」は、「民主選挙」が実行される時だけでなく、政策の
形成や決定、実行、監督などにおいても人民が参加できる「全過程人民民主」であ
ると主張する（注13）。さらに中国は、この「全過程人民民主」が「全人類の民主に対
する共同の追求を体現した」ものであり、民主の発展に対する「発展途上国の自信
を鼓舞する」ものであり、「人類の政治文明に貢献する中国の知恵、中国の案であ
る」と強調している（注14）。
また中国は、既存の国際秩序について西側諸国の影響力が過剰に反映された「不
公正で不合理」な秩序であり、中国を含めた発展途上国や新興国の発言権を高める
ために「国際関係の民主化」を進めるべきだと主張している。2021年9月21日に、
オンラインで参加した国連総会一般演説で習近平国家主席は、「国際実務における
発展途上国の代表性と発言権を高めて、国際関係の民主化と法治化を推進」すべき
とし、「相互尊重、公平正義、協力・ウィンウィンの新型国際関係を構築しなけれ
ばならない」と訴えた（注15）。また、10月25日に中国の国連復帰50周年を記念した会

注11
「習近平同美国総統拝登通電
話」新華網、2021年2月11日

注12
「楊潔 在中美高層戦略対話
開場白中闡明中方有関立場」

『人民日報』2021年3月20日

注13
中華人民共和国新聞弁公室

「中国的民主」『人民日報』2021
年12月5日

注14
本報評論部「中国民主豊富了
人類政治文明形態」『人民日
報』2021年12月23日

注15
「習近平出席第七十六届連合
国大会一般性弁論并発表重要
講話」『人民日報』2021年9
月22日
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議で演説した習近平国家主席は、「国際的なルールは国連加盟193か国によって共同
で制定されるべきであり、個別の国家や国家集団によって決定することはできない」
と主張した（注16）。
このような政治的価値や国際秩序に関する習近平政権の主張は、発展途上国を中
心に一定の理解と支持を獲得しているように思われる。2021年6月に開かれた国連
人権理事会の第47回会合において、中国政府による新疆におけるウイグル族に対す
る人権侵害を非難し、国連人権高等弁務官による立ち入り調査を要求する共同声明
を、カナダを代表とする44か国が発表した。これに対して、新疆に関する問題は中
国の内政問題であり、人権を理由とした中国の内政に対する干渉に反対する共同声
明を、中国を含む69か国が発表したのである。「一帯一路」に象徴される中国の経
済的な影響力の拡大や、中国による発展途上国に対するワクチンの積極的な供給な
どがその背景にあるといえるだろう。

3 加速する中国による海洋での軍事活動

政治的価値や国際秩序をめぐって、米国との戦略的な競争を推し進める習近平政
権は、競争で優位に立つことを狙って、東アジアの海洋における軍事的な活動を一
層強化した。2021年において人民解放軍の活動の活発化は、台湾の周辺地域でとり
わけ顕著であった。同年を通じて中国の軍用機は、台湾海峡や台湾南西の南シナ海
からバシー海峡を越えた西太平洋に至る、台湾の防空識別圏（ADIZ）内での飛行
を繰り返した。中国軍はH―6K爆撃機、J―10戦闘機など、多様な軍用機（注17）を組み
合わせて飛行させる動きを見せており、10月4日にはのべ56機の中国機が台湾 ADIZ
に進入した。同年に台湾 ADIZ に進入した中国軍機の総数はおよそ960機に上って
いる（注18）。このような中国軍機による台湾 ADIZ 内での飛行の目的について、台湾
の邱国正国防部長は「台湾軍を疲弊させることにある」との見解を示している（注19）。
他方で用途の異なる多様な機種を同時に展開していることから、台湾の周辺空域に
おける航空優勢の確保や、水上艦艇に対する攻撃など、有事を念頭に置いた高度な
訓練を行っている可能性も否定できない。米国のオースティン国防長官は、中国軍
機による台湾周辺での飛行について、台湾侵攻の「予行演習のようだ」と発言して
いる（注20）。また、中国国防部の報道官は、台湾周辺で飛行している中国軍機の数は
台湾当局の発表よりも多いと指摘したうえで、その目的は「一つの中国」に挑戦す
る台湾内外の勢力に対して「果断な行動によって反撃すること」だと主張してい
る（注21）。
中国軍は日本の周辺海域においても活動を強化した。2021年8月24日、中国海軍

のルーヤンⅢ級ミサイル駆逐艦など合計3隻（注22）が東シナ海から宮古海峡を通過し
て西太平洋へ進出した。また同日、レンハイ級ミサイル駆逐艦などの別の4隻（注23）

が日本海から宗谷海峡を通過して西太平洋へ進出した。すなわち中国海軍は、同時
に2つの艦隊を日本周辺の海峡を通過させて西太平洋へ展開する能力を誇示したの
である。9月10日には中国海軍の潜水艦が、奄美大島周辺の日本の接続水域内を潜

りょう

没したまま西太平洋から東シナ海へ航行した。さらに12月中旬には、中国の空母「 遼
ねい

寧」が複数の艦船を伴って東シナ海から宮古海峡を経て西太平洋に進出し、北大東
島の東方海域で艦載戦闘機やヘリコプターの発着訓練などを行った（注24）。

注16
「習近平出席中華人民共和国
回復連合国合法席位50周年記
念会議并発表重要講話」『人
民日報』2021年10月26日

注17
H―6K 爆撃機、 J―10戦闘機、
J―16戦闘機、Y―9哨戒機、Y
―9情報収集機、Y―8電子偵
察機、KJ―500早期警戒機、Y
―20U空中給油機など

注18
「中国軍機の度重なる ADIZ
侵入を受け、国軍が旧正月を
控えて訓練を強化」TAIWAN
TODAY、2022年1月6日、
https : //jp.taiwantoday.tw/n
ews.php?unit=148,149,150,151,
152&post=213263

注19
“Military Not Worn Out by
Chinese Forays : Minister,”
Taipei Times, November
30, 2021

注20
“ Austin Says China Ops
Near Taiwan Like ‘ Re-
hearsals’, ” Taipei Times,
December 6, 2021

注21
「国防部：解放軍出動飛機架
次比民 党当局炒作数量只多
不少」新華網、2021年12月30
日

注22
ルーヤンⅢ級ミサイル駆逐
艦、ルーヤンⅡ級ミサイル駆
逐艦、ジャンカイⅡ級フリ
ゲート

注23
レンハイ級ミサイル駆逐艦、
ルーヤンⅢ級ミサイル駆逐
艦、フチ級補給艦、ドンディ
アオ級情報収集艦

注24
「中国海軍艦艇等の動向につ
いて」統合幕僚監部ホーム
ページ、2021年12月21日
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図4―1―3 編隊を組んで航行する中国海軍艦艇（右側）とロシア海軍艦艇（左側）
（出典：統合幕僚監部公表資料）

また中国軍は、日本周辺の海空域に
おいてロシア軍との連携を深化させる
動きを見せた。中国海軍とロシア海軍
は2021年10月、日本海において共同演

れんごう

習「海上聯合2021」を行った。両海軍
は対空戦闘、対艦戦闘、対潜戦闘など
を含む実戦的な共同訓練を展開し、中
国からは固定翼の対潜哨戒機も参加し
た（注25）。この演習が終了したのち、中
国の艦艇5隻とロシアの艦艇5隻がと
もに、日本海から津軽海峡を通過して
西太平洋へと進出した。その後、中ロ
の艦隊は各種の訓練を行いながら太平
洋を南下して伊豆諸島近海まで到達
し、さらに大隅海峡を通過して東シナ
海へと航行した。この航行について中

国共産党中央軍事委員会の機関紙『解放軍報』は、中ロ海軍が初めての「海上共同
パトロール（海上聯合巡航）」を行ったとし、両国海軍の共同行動能力が高まった
と指摘した（注26）。また11月19日には、中国軍のH―6K爆撃機2機と、ロシア軍の Tu
―95爆撃機2機が、日本海から東シナ海、西太平洋の上空を共同で飛行した。中国
国防部とロシア国防省は共同で、「共同空中戦略パトロール（聯合空中戦略巡航）」
を行ったと発表した（注27）。

こうした飛行は2019年、2020年に続き3度目である。2021年11月23日に、中国の
ぎ ほう わ

魏鳳和国防部長とロシアのショイグ国防相がオンラインで会談し、中ロの海上と空
中における共同パトロールについて総括するとともに、両軍間の戦略的な協力を推
進することで一致した（注28）。それぞれ米国との対立を抱えている中ロ両国は、戦略
的な協力関係を次第に深化させており、日本周辺における軍事的な連携も進展させ
ている。このような行動は「日本に対する示威行動を意図したもの」（岸信夫防衛
大臣）と見られており、日本の安全保障にとって新たな課題となりつつある。
日本固有の領土である尖閣諸島の領有権に対する、中国による執拗な挑戦も継続
している。中国は武装警察部隊海警総隊（中国海警局）に所属する船舶を尖閣周辺
海域に常時展開し、日本の領海への侵入を繰り返している。2021年2月には、その

注25
「直撃中俄“海上聯合―2021”

事演習跨昼夜聯合反潜演
」新華網、2021年10月18日

注26
「中俄首次海上聯合巡航円満
結束」『解放軍報』2021年10
月24日

注27
「中俄両軍組織実施2021年度
聯合空中戦略巡航」新華網、
2021年11月19日

注28
「中俄両国国防部長挙行視頻
通話」『人民日報』2021年11
月24日

図4―1―2 空母「遼寧」搭載戦闘機（J―15）と搭載ヘリ（Z―9）
（出典：統合幕僚監部公表資料）
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中国海警局の権限などを定めた
「中国海警法」が施行され、海
警局に武器の使用権限や、外国
の個人や組織が中国の島に設置
した構築物を撤去する任務など
を規定した。同年の海警局の船
舶による尖閣諸島の領海への侵
入隻数は、前年比22隻増の110
隻、接続水域に入域した隻数は、
前年比59隻増の1，222隻、接続
水域への入域日数は前年とほぼ
同様の332日に上っている。
さらに、中国の海警船は日本
の領海内で日本漁船に接近する
動きを強めており、2021年には
漁船に接近した日数が前年のおよそ2倍となる29日に、接近された漁船の数も前年
の3倍近いのべ40隻余りになったと報じられている（注29）。中国の習近平政権は「中
華民族の偉大な復興」という愛国主義的な方針を掲げつつ、米中対立が高まるなか
で日米同盟に対する警戒感も高めており、尖閣諸島が位置する東シナ海をはじめと

注29
「中国、日本漁船への接近3
倍に」共同通信、2022年1月
8日

図4―1―4 中国軍H―6K爆撃機2機とロシア軍 Tu―95爆撃機2機
による飛行経路（2021年11月19日）

（出典：統合幕僚監部公表資料）

図4―1―5 尖閣領海に侵入した中国公船・海警船の隻数
（出典：海上保安庁公表資料より筆者作成）

図4―1―6 尖閣接続水域に進入した中国公船・海警船の隻数
（出典：海上保安庁公表資料より筆者作成）
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第2節 PALM9と太平洋島嶼国のガバナンス

して、日本周辺の海空域における軍事的な活動を今後も継続的に強化していくこと
になるだろう。日本としては、インド太平洋におけるルールに基づいた国際秩序を
強化するために、米国をはじめとした各国との安全保障協力を推進すると同時に、
中国による日本の安全を損なう行動を抑止するために、打撃力を含めた防衛力の抜
本的な強化が必要とされていよう。

（飯田 将史）

太平洋島嶼国（注30）は2度の世界大戦に翻弄され、戦後、国連の庇護の下で独立を
果たし、自決権を確保してきた歴史を持つ。現在では、海洋の管理者として国際社
会に認識されつつあるが、一方で安全保障上最大の脅威である気候変動や新型コロ
ナウイルス感染症（以下、新型コロナ）の脅威にさらされている。また、太平洋島
嶼地域（注31）では地域秩序を担う米国、オーストラリア、ニュージーランド、英国な
どの旧宗主国（注32）と中国の地政学的緊張が高まり、戦後秩序（注33）が依然として存在
するとあらためて認識されるようになった。このような地域情勢のなか、2021年7
月、日本は第9回太平洋・島サミット（PALM9）をオンラインで開催した。
本節では、太平洋島嶼地域ガバナンスの基本構造、2021年の変化の要因、PALM
9の成果を確認し、期待される日本の役割について考察する。

1 太平洋島嶼地域ガバナンスの基本構造

1 太平洋島嶼国の脱植民地化と多層構造で構成される地域秩序
太平洋島嶼地域の秩序構造は、太平洋島嶼国14か国の多様性に加え、
① 米国・オーストラリア（豪州）・ニュージーランド（NZ）など旧宗主国の伝
統的安全保障（注34）枠組み（北半球＝米国系、南半球＝英連邦系）

注30
パラオ（1994）、ミクロネシ
ア連邦（1986）、マーシャル
諸島（1986）、キリバス（1979）、
ナウル（1968）、パプアニュー
ギニア（1975）、ソロモン諸
島（1978）、バヌアツ（1980）、
フ ィ ジ ー（1970）、サ モ ア

（1962）、ト ン ガ（1970）、ツ
バ ル（1978）、ク ッ ク 諸 島

（1965）、ニウエ（1974）の14
か国。カッコ内は独立年。
注31
太平洋島嶼国14か国、グアム

（米）、北マリアナ（米）、米
領サモア、トケラウ（NZ）、
ピトケアン（英）、ニューカ
レドニア（仏）、仏領ポリネ
シア、ウォリス・フツナ（仏）
の8地域で構成される。
注32
米国、オーストラリア、ニュー
ジーランド、英国。バヌアツ
のみフランスを含む。
注33
戦勝国となった連合国

（United nations）が 中 心 に
なって世界をコントロールす
る体制
注34
国家の領土や政治的独立、外
部からの脅威を軍事的手段に
よる牽制によって守ることを
主眼においた、最も基本的な
安全保障の概念

注 2012年の日数は9月14日以降のみ
図4―1―7 中国公船・海警船が尖閣接続水域に進入した日数

（出典：海上保安庁公表資料より筆者作成）
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図4―2―1 地域秩序を形成する多層構造
上段左より：旧宗主国の伝統的安全保障の枠組み、太平洋諸島フォーラム（PIF）の枠組み、下段左より：太平洋小
島嶼開発途上国（PSIDS）の枠組み、ミクロネシア・メラネシア・ポリネシアの小地域の枠組み

（出典：笹川平和財団太平洋マップをもとに筆者作成）

② 旧宗主国と太平洋島嶼国の太平洋諸島フォーラム（PIF）による地域枠組み
③ 太平洋小島嶼開発途上国（PSIDS）（注35）など太平洋島嶼国主導の枠組み
④ ミクロネシア・メラネシア・ポリネシアの小地域枠組み（注36）

などにより多層的に構成されているため、地域に関わる際には対象となる適切な枠
組みを捉える必要がある。

2 排他的経済水域（EEZ）と領海の管理、法執行と防衛
太平洋島嶼国はそれぞれ法執行機関を有するが、パプアニューギニア、フィジー、
トンガ以外は軍を持たないため（注37）、伝統的安全保障については旧宗主国が大きな
役割を担う（旧英領については豪州およびNZ）（注38）。
近年、太平洋島嶼国は陸域の狭小性と離散性から図4―2―1のように、複数の島の
集まりである太平洋島嶼国が、排他的
経済水域（EEZ）の形で示される場合
があるが、EEZ では国連海洋法条約に
よる天然資源に関する主権的権利と環
境保護・保全や海洋科学調査等に関す
る管轄権については、警察権は及ぶも
のの防衛の対象ではない。また、領海
では外国船舶の無害通航権（注39）が認め
られている。
EEZ 内の漁業に関するMCS（調査、

注35
他にナウル協定締約国グルー
プ（PNA）、太平洋諸島開発
フォーラム（PIDF）。

注36
ミクロネシア大統領サミット

（MPS、2001）：パラオ、ミク
ロネシア連邦、マーシャル諸
島、キリバス、ナウル。ミク
ロネシア諸島フォーラム

（MIF、MCES として2003）：
MPS および北マリアナ、グ
アム、ヤップ州、チューク州、
ポンペイ州、コスラエ州。メ
ラネシアン・スピアヘッドグ
ループ（MSG、1986年設立）：
パプアニューギニア、ソロモ
ン諸島、バヌアツ、フィジー
およびニューカレドニアの
FLNKS（カナック社会主義
民族解放戦線）、ポリネシア
ン・リーダーズ・グループ

（PLG、2011）：サモア、トン
ガ、ツバル、クック諸島、ニ
ウエおよび NZ、仏領ポリネ
シア、トケラウ（NZ）、米領
サモア、ハワイ州（米）、ラ
パヌイ（チリ）。（カッコ内は
略称、創設年）

注37
各国の国軍は、主に災害対応、
国内治安維持、海上取締りな
ど警察権の補完的活動、PKO
を通じた国際貢献などを担
う。

注38
たとえばパラオ、ミクロネシ
ア連邦、マーシャル諸島では
米国自由連合盟約（米国コン
パクト）は統治、経済関係、安
全保障・防衛、一般規定から
なる協定であり、米国が米国
自由連合国の安全保障・防衛
に関する責務と権限を持つと
規定されている。現コンパク
トはパラオが2044年9月、ミ
クロネシア連邦・マーシャル
諸島が2023年9月まで。キリ
バスには独立直後に米国と結
んだ友好条約（1979）があり、
ソロモン諸島はソロモン諸島
地域支援ミッション（RAMSI）
撤収後に締結した豪州と二国
間安全保障条約（2017）がある。

注39
沿岸国の平和・秩序・安全を
害さないことを条件に、外国
船舶が沿岸国に事前通告なし
で沿岸国の領海を通航するこ
と

図4―2―2 パラオ共和国の巡視船および沿岸警備艇
（出典：日本財団）
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監督、監視）（注40）は、各国の活動に加え、ニウエ条約（注41）に基づき、フォーラム漁
業機関（FFA）加盟国・地域（注42）が IUU（違法・無報告・無規制）漁業の監視と法
執行に関する地域協力を実施している（注43）。高度回遊性魚類資源の経済的利益を含
む管理については、FFAによる漁業国との地域漁業協定とは別に、パラオ、ミクロ
ネシア連邦など8か国によるナウル協定締約国グループ（PNA）（注44）が隻日法
（VDS）（注45）を導入し、域外国漁船の操業日数の制御と入漁料による経済的利益の拡
大に成功した。
一方、領海内の天然資源については、地方政府、村落、伝統的権威が所有権や管
轄権を有する場合が多い。そのため、海洋資源管理の議論を行う場合、地域、国、
地方、伝統社会の違いを認識し、各国の国内法令を確認する必要がある。

3 中国、旧宗主国、日本の地域関与
中国は1990年代以降、台湾を国家として認める国々（台湾承認国）の削減、地域

機関における影響力強化、経済拠点の確保を主目的として、経済力や国連における
影響力を背景に地域への官民による関与を続けてきた。中国との貿易投資協定締結
や観光目的指定先（ADS）（注46）認定は、経済発展と旧宗主国からの自立を目指す太
平洋島嶼国にとって魅力的であり、外交関係の無い台湾承認国は民間部門を通じて
関係を構築している。
このような中国の地域関与は2014年11月の習近平国家主席のフィジー訪問以降、
一帯一路構想と南南協力の文脈で戦略性を持つようになった。結果、中国は先進国
とは異なる選択肢として太平洋島嶼国に歓迎されるようになり、2019年にはソロモ
ン諸島とキリバスが外交関係を台湾から中国に切り替えることとなった。
地域に拡大する中国の影響力に対し、豪州がステッピングアップ政策（2016年）、
米国が自由で開かれたインド太平洋戦略（2017年）、NZがパシフィックリセット
政策（2018年）、英国が地域への外交的関与強化（2018年）を発表、日本も PALM
8首脳宣言（2018年）に自由で開かれたインド太平洋構想を明記し、それぞれ地域
関与を強化した。2021年には米国、英国、豪州が3か国軍事同盟（AUKUS）を発
足させた。一方、太平洋島嶼国側は大国間の地政学的競争の高まりを危惧し、AUKUS
に対しては南太平洋非核地帯条約（注47）の文脈で懸念を示している。
ただし、中国の地域関与には基本的に違法性がなく、太平洋島嶼国側が強かに利用
している面がある。先進国側は太平洋島嶼国の主権を尊重しつつ法整備や腐敗防止
等の観点から冷静に対応する必要があり、戦後、脱植民地化過程を経て独立を果たし
た太平洋島嶼国が中国を新たな宗主国とするかのような論調には注意が必要である。

2 2021年の変化要因

1 新型コロナの影響
2020年に発生した新型コロナの世界的パンデミックが太平洋島嶼国の住民の安全
と経済・財政に脅威を及ぼしている。住民の安全に関しては、各国が非常事態宣言
を発令、国境封鎖、隔離措置、外出禁止令など人流を制限することでコロナフリー
を維持し、ワクチンを複数国で共同購入して公平に分配するための国際的な枠組み
である「COVAX ファシリティ」や米国、豪州、NZ、日本などの支援によりワクチ

注40
Monitoring, Control and,
Surveillance。

注41
Niue Treaty on Coopera-
tion in Fisheries Surveil-
lance and Law Enforce-
ment in the South Pacific
Region、1993年締結。

注42
太平洋島嶼国14か国、豪州、
NZ、トケラウの16か国1地
域。

注43
ビッグ・アイ、ライ・バラン、ア
イランド・チーフ、クルクルな
ど、FFA を事務局として、米
国、豪州、NZ、フランスの軍と
太平洋島嶼国の軍や海上警察
による合同監視・取締り活動
を毎年数回実施している。

注44
2009年、ナウル協定（Nauru
Agreement Concerning Co-
operation in the Manage-
ment of Fisheries of Com-
mon Interest、1982）に基づ
き、パラオ、ミクロネシア連
邦、マーシャル諸島、キリバ
ス、ナウル、パプアニューギ
ニア、ソロモン諸島、ツバル
の同協定締約国8か国により
設立された。2012年にトケラ
ウ（NZ）も参加。

注45
Vessel Day Scheme 入漁料
単価を1隻1日当たりで設定
し、各加盟国が PNA に割り
当てられた年間上限日数の範
囲で漁業権を販売する仕組
み。加盟国が割当て日数を完
売した場合、他の加盟国から
日数を買取り漁業国に販売で
きる。これにより入漁料単価
が上昇した。また、契約内容
に加盟国が囲むポケット公海
での操業禁止条項を含むこと
で、同公海の間接的な資源管
理を行っている。

注46
Approved Destination
Status 中国人グループ観光
客の訪問先に指定される。

注47
通称ラロトンガ条約。核実験
に利用されてきた南太平洋地
域を非核地帯とするもので、
米国自由連合国を除く PIF
加盟国13か国が1985年署名、
1986年発効。
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ン接種が進んだ。しかし、2021年、パプアニューギニアとフィジーではデルタ株に
よる感染爆発（注48）が発生し、対応をウィズコロナに転換させることとなった。経済・
財政に関しては、民間部門が強く観光業が発展していたフィジーとパラオが大きな
影響を受け（注49）、経済回復を急ぐ両国は観光客受け入れを再開したものの、海外と
の人の往来が活発化すればそれだけ感染爆発のリスクは高まることになる（注50）。
コロナ禍により、太平洋島嶼国各国は自国の存続を優先し、旧宗主国依存が強ま
り、フィジー無血クーデター（2006年）以降続いた自立と地域結束の動きが減速した。

2 太平洋諸島フォーラムとミクロネシア諸国脱退の動き
太平洋諸島フォーラム（PIF）は、1971年、太平洋島嶼国5か国（注51）と豪州、NZ
により首脳会議として創設され（注52）、1988年には分野別の地域機関からなる太平洋
地域機関評議会（CROP）（注53）が設置された。PIF 加盟資格は独立国の栄誉となり、PIF
は独立の早かった英連邦系諸国を中心に発展した（注54）。米国に強く依存する北半球
諸国と南半球の英連邦系諸国の間には、開発課題に対する認識の違いが長く存在し
ていた。
2000年代に入り、米国コンパクトの改定（注55）や世界金融危機および穀物・石油価
格高騰（注56）、気候変動の影響の顕在化により、太平洋島嶼国が赤道を越えて危機感
を共有するようになり地域の結束が深まっていった（注57）。PIF は、パシフィックプ

注48
パプアニューギニア（36，357
人、591人）、フィジー（57，257
人、709人）、カッコ内は新型
コロナ累計感染者数、死者数

（2022年1月11日、ジョンズ
ホプキンス大学）
注49
2020年の実質 GDP 成長率：
フィジー－19．0％（世銀）、
パラオ－9．7％（IMF）
注50
フィジーでは1年以上にわた
り感染者が判明した場合でも
適切な管理により市中感染の
拡大を抑えていたが、2021年
5月、インドから帰国した住
民と接触した空港検疫官が、
プロトコル破り、帰宅し、大規
模な葬儀に参列したことなど
から感染爆発につながった。
注51
当時すでに独立していたフィ
ジー、サモア、トンガ、ナウ
ル、クック諸島
注52
初期の主要課題は、フランス
核実験への抗議、貿易投資観
光など地域経済の促進、海洋
資源管理、脱植民地化など。
1999年まで南太平洋フォーラ
ム（SPF）。
注53
Council of Regional Organi-
sations of the Pacific 南太
平洋大学（USP、1968、教育）、

表4―2―1 地域動向の時系列での比較

日 本 太平洋島嶼国 PIF 旧宗主国・中国

1997年 PALM1 基盤構築期（1990年代～2000年代）

2000年 PALM2 2000年 SPF から PIF に改称

2003年 PALM3 2003年 米国コンパクト改定 2005年 パシフィックプラン

2006年 PALM4 2006年 フィジー無血クーデター 2006年 中国首相フィジー訪問

2009年 PALM5 世界金融危機、穀物・石油価格高騰 2009年 ケアンズコンパクト
先進国の援助疲れ

先進国のフィジー制裁
（2006年～2014年）

自立期（2010年代）
フィジーの PIF 加盟資格停止
（2009年～2015年）

2012年 PALM6 経済・財政回復、PNAの漁業改革

2013年 フィジーG77議長、PIDF 設立

2014年 サモア国逗 SIDS 会議
フィジー民政復帰

2014年 地域主義のための枠組み
2014年 中国国家主席フィジー訪問

一帯一路構想・南南協力

2015年 PALM7 2015年 国連 SDGs 採択 2015年 フィジー加盟資格回復

2016年 豪州ステッピングアップ政策

2017年 自由で開かれた
インド太平洋

2017年 フィジーUNFCCC̶COP23議長
2017年 仏領2地域加盟

Blue Pacific Identity
2017年 米国自由で開かれたインド太

平洋戦略

2018年 PALM8
2018年 ボイ宣言

（地域安全保障協力）
2018年 NZパシフィックリセット政策

英国 外交関与強化

2019年 太平洋島嶼国協
力推進会議

2019年 キリバス・ソロモン諸島
台湾から中国に国交切り替え

新型コロナウイルス感染症（COVID―19）の世界的パンデミック

2020年 青い大陸のための2050戦略

2021年 PALM9
2021年 ニューカレドニア住民投票

ソロモン諸島反政府暴動
2021年 ミクロネシア諸国脱退の動き 2021年 AUKUS

（筆者作成）
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ラン（2005年）、ケアンズコンパクト（2009年）、地域主義のための枠組み（2014年）、
ブルーパシフィック・アイデンティティ（2017年）、青い大陸のための2050戦略（2020
年）（注58）、太平洋諸島貿易協定（PICTA）および太平洋地域経済緊密化協定（PACER
Plus）（注59）により、地域の経済統合・政治統合を目指してきた。
一方、2017年、PIF 事務局の財政問題を背景に未独立地域のニューカレドニアと
仏領ポリネシアに加盟資格が与えられたことで（注60）、 PIF の特別な価値が失われた。
2021年には事務局長人事をめぐりミクロネシア5か国が脱退を表明（注61）、ミクロネ
シア大統領サミット（MPS）事務局のナウル設置と機関化に合意した（注62）。
もっとも、PIF には加盟国の外交権や政策決定権を越える権限がなく、PIF サミッ
トコミュニケにも共同宣言（注63）にも法的拘束力はない（注64）。PIF は加盟国の上位に立
つ地域政策決定機関ではなく、首脳の政策対話の場であると認識する必要がある。

3 地域内政変化、メラネシアの不安定要素
パラオでは2021年1月ウィップス政権が発足、米国・台湾・パラオ関係が親密化

している。サモアでは同年7月、20年以上続いた親中国のトゥイラエパ政権からマ
タアファ首相率いる FAST 党政権に交代し、トンガでは同年11月、国王と貴族が影
響力を持つ政権が誕生、民主化運動が後退した。
2021年12月ニューカレドニア（注65）でヌーメア協定（注66）に基づく3度目の独立住民
投票が行われたが、先住民カナックがボイコットし、独立反対が96％を超える結果
となった（注67）。今後、同協定に基づくフランス政府、ニューカレドニアの独立支持
派 FLNKS（カナック社会主義民族解放戦線）と独立反対派による三者協議や、国
連植民地独立付与宣言履行特別委員会（注68）による住民投票の正当性に関する調査等
が行われるだろう。また、パプアニューギニアではパングナ鉱山を有する人口約30
万人のブーゲンビル自治州（旧北ソロモン諸島）の独立問題がある。ブーゲンビル
紛争（注69）後の2001年和平合意に基づく住民投票（2019年）では98％強が独立に賛成、
2021年、パプアニューギニアと同自治州の政府間協議が始まったが、今後、和平合
意が効力を失ったと判断されれば、同自治州における武器廃棄の根拠もなくなり、
再び独立闘争の時代にもどる可能性が残る。ソロモン諸島では台湾を支持するマラ

イタ州政府の中央政府に対する反発
が高まり、同年11月、反政府暴動に
発展した（注70）。同国政府の要請で豪
州、NZ、フィジーが軍や警察を派
遣したが、在留中国人が犠牲となっ
たことで中国も警察人員派遣を進め
両国関係が発展する結果となっ
た（注71）。地域治安に対する域外国の
人的関与は異例であり、注目される。

3 PALM9の成果

日本は太平洋島嶼国各国と良好な二国間関係を構築しているが、地域との関係は
1981年の PIF による日本の核廃棄物海洋投棄計画に対する抗議から始まった（注72）。

FFA（1979、EEZ 管理）、太平
洋諸島開発プログラム（PIDP、
1980、米国主導の社会経済開
発支援）、南太平洋観光機構

（SPTO、1983、観 光 促 進）、太
平洋電力協会（PPA、1992、電
力）、太平洋地域環境プログラ
ム（SPREP、1993、環境保全）、
太平洋航空安全局（PASO、
2004、航空安全）が設立された。
これに PIF（1971、地域政策）
と太平洋共同体（SPC、1947、
科学技術）を合わせた地域機
関がメンバーであり、PIF 事務
局が CROP 事務局を務める

（カッコ内は略称、設立年、分野）。
注54
ミクロネシア連邦、マーシャ
ル諸島は1987年、パラオは
1995年に PIF への加盟が認
められた。
注55
ミクロネシア連邦とマーシャ
ル諸島が2003年、パラオ（部
分改定）が2009年。米国が自
由連合国の自立を促すため、
それぞれ2023年、2024年の経
済援助終了が合意された。
注56
2007年から2009年ごろ。
注57
2013年にマーシャル諸島、
2014年にパラオ、2016年にミ
ク ロ ネ シ ア 連 邦 が PIF サ
ミット開催国となった。
注58
パシフィックプラン（2005）：
豪州・NZ 主導で作られた地
域統合計画、ケアンズコンパ
ク ト（2009）：豪 州・NZ 主
導の地域援助効率化を含む地
域協力合意、地域主義のため
の枠組み（2014、Framework
for Pacific Regionalism）：
太平洋島嶼国主導で作られた
地域結束強化を目指す枠組
み、ブルーパシフィック・ア
イデンティティ（2017）：太
平洋島嶼国の海洋管理者とし
ての矜持を示したもの、青い
大陸のための2050政策（2020、
2050 Strategy for Pacific
Pacific Continent）：地 域 主
義枠組みを政策化したもの。
注59
PICTA（2001年 署 名）は 太
平洋島嶼国14か国の自由貿易
協定だが未批准国が多い。
PACER Plus（2020年発効）
は太平洋島嶼国・豪州・NZ
による技術協力や労働者の移
動を含む経済協力協定。
注60
2021年現在の加盟国・地域
は、太平洋島嶼国14か国、仏
領2地域、豪州、NZ の16か
国2地域。フランス本国が外
交権を有する仏領2地域が他
の独立国と同じ立場で議論に
参加するようになった。
注61
PIF 事務局長（任期3年、2
期まで）は、これまで南半球
の英連邦系諸国から選ばれて
きた。2021年2月の新事務局
長選出に関し、ミクロネシア
地域から選ぶという事前の首
脳間の口頭合意（紳士協定）
が覆され、クック諸島のプナ
前首相が選ばれた（同年5月
に就任）。ミクロネシア諸国
は、2021年2月以降相次いで
正式脱退プロセス（1年後に

図4―2―3 パプアニューギニアの伝統舞踏の子供たち
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その後、中曽根康弘内閣総理大臣（当時）のフィジー訪問（1985年）、倉成ドクト
リン（注73）（1987年）、笹川平和財団による太平洋島嶼国首脳会議（東京、1988年）、
第1回 PALM（注74）（1997年）により、日本は旧宗主国とは異なる地域の新しいパー
トナーとして期待されるようになった。PALMは3年ごとに開催され、首脳宣言は
日本・太平洋島嶼国関係の指針となったが、2010年代に入ると、率直な対話を求め
る太平洋島嶼国側には、定期的に首脳が日本に集い援助パッケージを聞くだけの場
になったと関心を失う国も現れ始めた。
2018年の PALM8では、日本は太平洋島嶼国側に議論を巻き起こしながらも自由
で開かれたインド太平洋（FOIP）構想を首脳宣言に加え、翌年2月に内閣府が太
平洋島嶼国協力推進会議を設置したことで、次の PALM9までの期間、日本の行動
が FOIP や PALM首脳宣言に基づくものとして太平洋島嶼国側に一貫性を示した。
日本の地方自治体と太平洋島嶼国の対話も活発化した。
2021年7月、PALM9がオンラインで開催されたが、首脳宣言では、自由と民主
主義や法の支配など、日本の「自由で開かれたインド太平洋」と PIF の「地域主義
のための枠組み」の共通の価値観が確認され、新型コロナと気候変動を含む重点5
分野が明記された（注75）。また、太平洋の「キズナ」の強化と相互繁栄のための共同
行動計画（注76）により PALMが実際の行動につながる議論の場であることが強調さ
れ、さらに PIF が懸念を表明していた ALPS 汚染処理水（注77）の海洋放出計画につい
ては菅義偉内閣総理大臣（当時）が直接説明を行い、歓迎された（注78）。
2021年9月には、初の日本・太平洋島嶼国防衛大臣会議がオンラインで開催され、
自由で開かれたインド太平洋、海洋安全保障、新型コロナへの対応、気候変動と人
道支援・災害救援について意見交換が行われた。今後の安全保障分野における日本
と太平洋島嶼国の関係強化が期待される。

4 地域秩序に期待される日本の役割

太平洋島嶼地域の安定と繁栄は日本の安全保障を支える基盤のひとつである。ま
た、太平洋島嶼国は国際社会における日本の理解者、太平洋の漁業資源やシーレー
ンの管理者として重要な国々である。その地域情勢が大きな変革期を迎えるなか、
日本はどのように地域の安定と繁栄に貢献できるだろうか。
日本は先進国ではあるが、旧宗主国ではない。そのため、旧宗主国側は2010年代
初頭まで地域における日本の影響力拡大を警戒していた（注79）。日本が地域秩序に関
わる場合、旧宗主国による戦後秩序を尊重する必要があるだろう。
次に、中国の影響力拡大に対しては、すでに多くの太平洋島嶼国が中国と友好関
係にあり、日本が法的根拠を示さずに中国を批判すれば、かえって自らの外交的地
位を低下させうる。一方で、太平洋島嶼国は独立以来、自由と民主主義の価値、法
の支配、人権保護、反腐敗などを支持し、先進国と同じ価値観を有していることを
忘れてはならない。
さらに、日本は太平洋島嶼国と人的つながりが強く、海洋国家としてニュアンス
を共有できる関係性がある。各国と良好な二国間関係を有し、20年以上にわたり
PALMを開催してきた実績がある。これらを踏まえれば、地域秩序における日本の
役割は、「自由と民主主義の価値と法の支配を支持し、太平洋島嶼国と相互理解を

発効）を開始したが、2022年
2月、米国の仲介により、同
年6月まで脱退を保留した。
注62
2001年に始まった MPS は実
質的に米国自由連合国3か国
サミットであったが、2018年
からキリバスとナウルの大統
領も参加するようになった。
EEZ 合計は MPS5か国が約
930万 km2、その他の PIF 加
盟国9か国は約970万 km2。
注63
喫緊の気候変動行動を求める
カイナキⅡ宣言（2019年）、
地域安全保障協力に関するボ
イ宣言（2018年）など。
注64
2000年 PIF 事務局設立協定、
2005年 PIF 設立協定（未発
効）による。
注65
ニューカレドニアは、人口約
27万人、先住民カナック（メ
ラネシア系）約4割強、欧州
系（主に仏系）4割弱、その
他で構成されている。主な産
業は、世界の埋蔵量の2割を
超える有数のニッケル鉱、観
光であり、一人当たり GDP
は33，474米ドル（2020、国連）。
仏領ポリネシア、グアム（米）、
米領サモア、トケラウ（NZ）、
ピトケアン諸島（英）ととも
に国連未自治地域リスト掲載
されている。
注66
先住民カナックの独立運動後
に締結されたマティニヨン合
意（1988年）を改定する形で、
1998年に結ばれたニューカレ
ドニアの独立支持グループの
FLNKS（カナック社会主義
民族解放戦線）、独立反対グ
ループの RPCR、フランス政
府の三者による協定であり、
2018年以降、最大3回まで独
立の賛否を問う住民投票の実
施と、ニューカレドニアの自
治形態に関する協議を行うこ
とが合意されている。
注67
投票率40％台。先住民カナッ
クは本島北部やロイヤリティ
諸島など村落離島部に居住し
ており、COVID―19により200
人以上が死亡した。伝統的習
慣により喪に服すことを求め
たことや、感染拡大を防ぐた
めの行動制限などにより独立
支持派が住民投票キャンペー
ンを実施できなかったことが
ボイコットの背景として考え
られる。
注68
Special Committee on the
Situation with regard to
the Implementation of the
Declaration on the Grant-
ing of Independence to Co-
lonial Countries and Peo-
ples。パプニューギニア、フィ
ジー、中国、インド、ロシア、
イラン、ベネズエラなど29か
国により構成されている。
注69
1988～1998年、約2万人の犠
牲者を出したと言われてい
る。豪州、NZ、国連が介入
し終結。2001年和平合意は国
連安保理に提出された。
注70
同国では1998年から2年にわ
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深めながら太平洋島嶼国と旧宗主国をつなぐこと」にあるといえるだろう。そのた
めには、日本の太平洋島嶼地域政策の中心にある PALMの進化が求められる。
現在の PALMは日本と PIF 加盟国・地域の首脳会議であり、PIF 事務局が現地事
務局の役割を担う。しかし、日本と太平洋島嶼国の間に PIF 事務局が立つことで、
議論に豪州、NZ、仏領2地域の考え方や PIF 事務局の利益が影響し、連絡調整に
遅延や伝達内容の変更が生じている。PIF 事務局で高まる中国の影響も懸念される。
さらに、ミクロネシア諸国の PIF 脱退の動きにより、PIF 事務局の現地事務局機能
の正当性が問われる状況となっている（注80）。
PALMを進化させるためには、日本が常駐事務局機能を確保し、太平洋島嶼国と
の連絡調整を直接行うとともに、会議構成を発展させることが望まれる。たとえば、
自由で開かれたインド太平洋構想を最上位に位置付けつつ、
① 日本と太平洋島嶼国のみの首脳会議
② 日本と旧宗主国との協調会議（共通の価値観を有する国や地域も対象）
③ 非公開の日本・旧宗主国・一部の太平洋島嶼国による伝統的安全保障会議の
ように太平洋島嶼国、開発パートナー、伝統的安全保障で区分することで率直で具
体的な議論と、より親密な関係構築が期待できる（②③には日本、米国、豪州、イ
ンドの4か国枠組みQUADが含まれる）。さらに、政府とは別に、住民の生活に直
接関わる経済活動や研究活動を行う産学民の新たな対話枠組みの構築が望まれる。
このような重層的な PALMへの進化により、日本は太平洋島嶼地域において水
平方向にも垂直方向にも関与を深めることができ、同じ価値観を持つ国や地域とと
もに、法の支配に基づく良きガバナンスの実現に貢献できるだろう。
地域秩序の変革期において、重層的な PALMを中心とする日本・太平洋島嶼国・
旧宗主国等による新たな枠組みを既存の多層的秩序構造に加えることで、地域の安
定と繁栄に対する日本の貢献が期待される。

（塩澤 英之）

たるにマライタ島住民と首都
ホニアラのあるガダルカナル
島住民の間で、ガダルカナル
島の土地の権利などをめぐり
部族紛争が発生、2000年に豪
州、NZ、国連が介入しタウ
ンズビル合意を結び終結。
2003年から2017年まで豪州軍
を中心とする PIF 加盟国の
ソロモン諸島地域支援ミッ
ション（RAMSI）が治安維
持を行った。
注71
マライタ州首相はタウンズビ
ル合意を根拠にマライタ州の
独立を主張するが、同合意は
2000年に、Malaita Eagle Fo-
rce、ISATABU FREEDOM
MOVEMENT、ソロモン諸島
政府、マライタ州政府、ガダル
カナル州政府の5者による国
におけるマライタ州およびガ
ダルカナル州の自治権強化に
関するもので、マライタ州の
独立に関する合意ではない。
注72
1990年代には再び PIF が日
本の核燃料輸送計画に対する
懸念を示した。
注73
1．独立性・自主性の尊重、
2．地域協力への支援、3．
政治的安定の確保、4．経済
的協力の拡大、5．人的交流
の促進の5原則からなる。
注74
当時は日本・PIF 首脳会議。
注75
1．新型コロナウイルスへの
対応と回復、2．法の支配に
基づく持続可能な海洋、3．
気候変動・防災、4．持続可
能で強靭な経済発展の基盤強
化、5．人的交流・人材育成
注76
70を超える具体的項目からな
り、自衛隊による防災分野や
人道支援に関する活動が記載
されている。
注77
コラム08参照
注78
PALM9首脳宣言パラ11「菅
総理は、ALPS 処理水の海洋
放出は環境及び人体に実害が
ないことをしっかり確保した
上で実施されること、並びに、
日本は透明性が高く時宜を得
た形で、また国際原子力機関

（IAEA）と緊密に協力して、
PIF 加盟国・地域に科学的根
拠に基づく説明を引き続き
行っていくことを改めて表明
した。」
注79
1986年ごろ、地域との関係を
強化し始めていた日本は、地
域の要請もあり SPC への加
盟を真剣に検討したことがあ
る。しかし、SPC は戦勝国（米
国、英国、豪州、NZ、フランス）
と太平洋島嶼国・地域の枠組
みであるとして、旧宗主国側
がこれを拒否した。また、た
とえば駐トンガ米国大使の日
本と中国の影響力拡大に関す
る懸念発言（2008年2月12日
付、マタンギトンガ紙）。
注80
PALM9では、ミクロネシア
諸国の PIF 脱退を主導する
パラオが PIF 首脳との表現
に難色を示した。

図4―2―3 重層的な PALMのイメージ（筆者作成）
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気候変動が及ぼす安全保障環境への影響

気候安全保障の概念

求められる気候安全保障への国際的取組み近年、よく聞かれるようになったのが、気候変動を
安全保障上の観点から捉えて国際的な対応の必要性を
訴える論調である。「気候安全保障（Climate Security）」
と称される。
2021年4月に米国のバイデン大統領のイニシアチブ
の下で開催された気候サミット（Leaders’ Summit on
Climate）でも気候安全保障のセッションが設けられ、
オースチン米国防長官など各国の防衛当局者が地球温
暖化を安全保障上の脅威として捉えるべきとの見解を
示した。日本からは岸信夫防衛大臣が講演し、気候変
動は連鎖するリスクであり単なる環境問題の枠を越え
世界の平和と安定を脅かしているとし、環境の過酷化
が犯罪や過激主義の温床となり社会を不安定化し紛争
の火種となり、それがさらなる環境破壊と紛争を招く
ことを指摘している。
気候変動は海洋環境に大きな影響を及ぼし、それが

陸上に住む我われ人類の生存や社会生活を脅かしてい
る。地球温暖化による海水温度の上昇によって、台風
や高波などの自然災害が激甚化しており、海面上昇が
続けばやがて島嶼域からの人口移動が生じて国際関係
を流動化させることが危惧される。気候変動に伴う海
洋環境の変化は、海産資源の枯渇や分布域の変化を生
じさせ、それによって新たな漁業紛争やさらなる違法
操業を引き起こすだろう。これらは地球温暖化が進む
なかで安全保障上の問題として、さらに今後クローズ
アップされていくと考えられる。

気候安全保障の概念は広範囲に及び、①自然災害・
海面上昇による生存への脅威、②資源の枯渇や供給域
の変化に起因する紛争や違法行為、③気象・海象の変
化が与える国防機能への影響とそれによる大国間のパ
ワーバランスの変化、④脱化石燃料への世界的動向が
もたらす国際関係の変化とそれによって生じる国際安
全保障構造の流動化、そして、⑤これらが及ぼす新た
な地政学的対立、のおおむね5つに区分することがで
きる。
国連気候変動に関する政府間パネル（IPCC）や気

候変動枠組条約加盟国による締約国会議（COP）によ
る温室効果ガス排出低減への取組みが気候変動への国
際社会による積極的な対応であるのに対し、気候安全

保障は、気候変動がもたらす生存空間や国際安全保障
環境の悪化への対応である。

2015年の締約国会議（COP21）で合意されたパリ協
定では、産業革命以前に比して気温上昇を2℃に、望
ましくは1．5℃に抑えることを目標として掲げている。
現在、地球の気温は産業革命以前から1℃上昇してい
るとのデータもある。であれば、パリ協定が実効性あ
るものとして実行されたとしても、温暖化に伴って生
じている自然現象は続くことになる。現在の温暖化が
常態となる、つまり、「With Climate Change」のな
かで安全保障策を講じていかなければならないことに
なる。
地球温暖化がもたらす安全保障上の脅威は国境を越
えて広がる。気候安全保障は1か国だけで対処できる
ものではなく、グローバルイシューとしての国際社会
による取組みが必要である。大規模自然災害への対処
については、2013年11月にフィリピンを襲った台風ハ
イエンの折に多国籍救援部隊が活動したように、国際
的対処が慣行化されつつあるといえるが、被災地が紛
争地域である場合や、救援国間に共同実施を阻むよう
な対立がある状況においては、効果的な支援が提供で
きないなど課題が多々ある。気候変動に伴って予期さ
れる食料資源をめぐる紛争や、地球的規模で進む脱炭
素化の動きのなかで生じる可能性のある新たなエネル
ギー資源の獲得をめぐる紛争や対立を防ぐための措置
については、いまだ政府間レベルでの議論の場はない。
気候変動によって生じることが予期される紛争や対立
を未然に防止するための、予防外交としての国際的枠
組みの創設が必要であろう。
（公財）笹川平和財団海洋
政策研究所は、2021年9月に
『気候安全保障―地球温暖化
と自由で開かれたインド太平
洋―』を出版した。同書では、
地球温暖化が世界各地で人類
の生存空間や国際関係を悪化
させている現状を紹介し、気
候安全保障への取組みの重要
性を示すとともに国際的対処
のあり方について提言してい
る。 （秋元 一峰）

コラム 08 気候安全保障と海洋

（公財）笹川平和財団海洋政
策研究所編『気候安全保障
―地球温暖化と自由で開か
れたインド太平洋―』
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第3節 気候変動と沿岸域の防災対策

1 気候変動と沿岸災害

食糧や資源といった恵みをもたらす海洋は、古来より人間社会の発展に大きく寄
与してきた。海は世界とつながるための窓口であり、港や貿易拠点を備える大規模
な沿岸都市が各地に形成されている。しかしいま、地球温暖化の進行とともに、海
洋と沿岸域はその環境を大きく変えつつある。2021年に公開された気候変動に関す
る政府間パネル（IPCC）の最新の報告書によれば世界全体の海洋が1970年代以降
昇温していることはほぼ確実であり、人間の影響が主要な駆動要因である可能性が
極めて高いことが明らかとなった（注81）。
気候変動は沿岸域へさまざまな形で影響を及ぼす。温暖化に伴う海水温の上昇は、
熱膨張や氷河の融解をもたらし、海面上昇とそれに伴う海岸浸食を引き起こす。ま
た、海水面の温度上昇は海洋生物の生息域の変化などさまざまな現象の原因となり、
水産業にも影響を与える。二酸化炭素（CO2）濃度の上昇による海洋酸性化はサン
ゴ礁の白化の原因となり、海岸線の保護や漁場としての資源涵養といった機能の低
下、さらには観光資源の喪失などへとつながる。
さらに深刻なのは沿岸域における自然災害である。海水温の上昇に伴い台風やサ
イクロンなどの熱帯低気圧がその勢いを増しているだけではなく、沿岸域において
は、海面上昇によって異常な高潮、高波なども発生しやすくなっている。世界の各
地で大規模な気象災害が頻繁に発生する近年では、自然災害を地球温暖化と関連付
ける論説も珍しくはなくなった。2021年には米国南部のルイジアナ州沿岸に巨大ハ
リケーン「アイダ（IDA）」が上陸し、深刻な被害をもたらした。また、欧州でも
2021年7月に発生した400年に1度の豪雨によって、ドイツ・ベルギーを中心に各
地で洪水被害が発生し、死者数は240名を超えた。これらの災害に対して、政治リー
ダーたちは気候変動との関連に言及し、取組みを加速する必要性を訴えている。
わが国においても、大型の台風や豪雨といった極端な気象現象が毎年のように大
規模災害を引き起こしており、気候変動の影響に対する懸念が徐々に高まっている。
2018年の台風21号は近畿地方を中心に、高潮による港湾の被害（船舶、コンテナの
漂流や電源施設の浸水）や人工島・埋め立て地など市街地の浸水被害など、大きな
沿岸災害をもたらしたことは記憶に新しい。気象庁は、本災害には地球温暖化に伴
う水蒸気量の増加が影響している可能性があると発表した（注82）。

注81
IPCC, 2021: Summary for
Policymakers. In : Climate
Change 2021: The Physical
Science Basis. Contribution
of Working Group I to the
Sixth Assessment Report
of the Intergovernmental
Panel on Climate Change

［ MassonDelmotte, V. , P.
Zhai, A. Pirani, S. L. Con-
nors, C. Péan, S. Berger, N.
Caud, Y. Chen, L. Goldfarb,
M. I. Gomis, M. Huang, K.
Leitzell, E. Lonnoy, J. B. R.
Matthews, T. K. Maycock,
T. Waterfield, O. Yelekçi,
R. Yu, and B. Zhou（eds．）］.
Cambridge University Press.
In Press.

注82
気象庁「『平成30年7月豪雨』
及び7月中旬以降の記録的な
高温の特徴と要因について」

（2018年8月10日）https : //
www.jma.go.jp/jma/press/18
08/10c/h30goukouon2018081
0.html

図4―3―1 サンゴの白化現象（左）と台風による高潮被害（右）
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こうした将来予測を見ても、沿岸域における気候変動影響への対応を強化し、暮
らしや産業を守ることは火急の課題であるといえる。気候変動影響に対処し、損失
や損害を未然に回避することは「適応」と呼ばれる。適応は、温室効果ガスの排出
削減によって地球温暖化の進行を防ぐ「緩和」と車の両輪であり、国際的な気候変
動対策の枠組みであるパリ協定においても、取組みの柱のひとつとなっている。沿
岸域においても、適応策を講じ、気候変動影響に適切に対応することが極めて重要
である。

2 気候変動の影響への適応

1 国内における気候変動適応の動向
沿岸災害のみならず、温暖化に伴う海水温の上昇や海洋酸性化が海洋生物の分
布・多様性・機能に多大な影響をもたらすと考えられ、水産業や観光業をはじめと
する地場産業など、日本社会に対して深刻な打撃を与えうるだろう。日本近海にお
ける、2020年までのおよそ100年間にわたる海域平均海面水温（年平均）は1．16℃
上昇していることが明らかにされており、世界全体で平均した海面水温の上昇率よ
りも高い水準となっている（注83）。さらに、海面水温の上昇が一因となり、過去40年
で、東京など太平洋側の地域に接近する台風が増え、強度がより強くなり、さらに
移動速度が遅くなっていることを示した研究もある（注84）。気候変動が海洋・沿岸域
にもたらす影響評価の精緻化とともに、予測に基づく適応策も並行して進めていか
なければ、増加するリスクと損失に歯止めをかけることができない。
わが国の気候変動適応は2018年に施行された「気候変動適応法」に基づいて推進
されている。適応に関する分野は多岐にわたり、海洋・沿岸域の適応についても、
水産業、港湾など多様なセクターにおいて対策を講じる必要がある。そのため、現
状では各省庁が管轄分野における適応策を推進している。たとえば、港湾や沿岸管
理については国土交通省の「気候変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会」
（2019年～）等において議論が展開されている。他方、漁業・水産業分野の適応に
ついては農林水産省、生態系の適応については環境省などが所管しており、分野ご
とに取組みが分断されている。
政府全体の適応計画である「気候変動適応計画」においては、海洋環境に関する
記述が随所で見られる。とりわけ、分野別施策の基本的方向では、沿岸域における
高潮・高波などの自然災害への適応として、港湾、海岸、漁港・漁村・海岸防災林、
調査研究・技術開発の推進それぞれについての基本的な施策が示されている。その
ほか、「水産業」、「沿岸生態系」、「海洋生態系」「観測による科学的知見の充実及び
その活用」などが基本的な施策として挙げられている。
一方で、海洋政策においても適応の観点が考慮されている。わが国の海洋政策は
海洋基本法および海洋基本計画に基づき推進されており、現在は2018年に策定され
た第3期海洋基本計画が最新版となっている。本計画においては、海洋の安全保障
（我が国の領海等における国益の確保）の一部として「気候変動に伴い想定される
高潮偏差の増大、波浪の強大化や海面水位上昇といった災害リスク増大に備えるた
め、沿岸域における国土の保全についての適応策を検討する」ことが国土交通省な
らびに農林水産省主導で講ずべき施策として挙げられている。

注83
気象庁「海面水温の長期変化
傾向（日本近海）」（2021年3
月10日）https : //www.data.j
ma.go.jp/gmd/kaiyou/data/s
hindan/a_1/japan_warm/jap
an_warm.html

注84
気象庁気象研究所「【共同プ
レスリリース】過去40年で太
平洋側に接近する台風が増え
て い る」（2020年8月25日）
https : //www.mri-jma.go.jp/
Topics/R02/020825/press_re
lease020825.pdf
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2 沿岸域における気候変動適応
上述の関連政策で検討されている内容を踏まえ、図4―3―2は、海洋・沿岸域を取
り巻く気候変動影響と適応策について概観を示したものである。
このうち、とりわけ沿岸防災の観点から重要な港湾・海岸への影響に関しては、
主に、海面水位の上昇と高波・高潮などの影響によって起こる施設の損害や浸水に
よる人的、物的被害などが懸念されている。港湾および海岸に関する適応策は、2015
年に設置された国土交通省港湾局海岸・防災課がとりまとめる「沿岸部（港湾）に
おける気候変動の影響及び適応の方向性検討委員会」と、農林水産省農村振興局、
水産庁、国土交通省水管理・国土保全局および港湾局がとりまとめる「沿岸部（海
岸）における気候変動の影響及び適応の方向性検討委員会」のもとで適応策の検討
が行われてきた。前者では、適応目標として堤外地・堤内地における高潮等の災害
リスク増大の抑制、港湾活動の維持が示され、2021年からは「港湾における気候変
動適応策の実装に向けた技術検討委員会」が議論を引き継いでいる。後者において
は高潮等の災害リスク増大の抑制、海岸における国土の保全という目標が掲げられ、
海岸保全に関する議論は国土交通省と農林水産省が2019年に共同で設置した「気候
変動を踏まえた海岸保全のあり方検討委員会」へ引き継がれた。
また、生活面においても沿岸災害に備えた適応策を検討する必要がある。たとえ
ば、台風や低気圧の強大化、河口域における河川水位の上昇、高潮・洪水氾濫等、
複合的な要因による新たな形態の大規模災害が発生しうることに留意しなければな
らない。こうした災害リスクに備え、国民の防災意識の向上はとりわけ沿岸地域に
おいて重要となる。住居を含めた土地利用やまちづくり計画のなかにも長期的な気
候変動の影響を考慮する情報共有などが求められるだろう。従来の防災策に加え、

図4―3―2 海洋・沿岸域における気候変動影響と適応策の例
（筆者作成）
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表4―3―1 海洋・沿岸域の気候変動適応に関わる政策

名 称 関連省庁
対象となっている海洋・沿岸域関連分野

水 産 生態系 港湾・海岸 国民生活

海洋基本計画 法定計画 （2018年） ● ● ● ●

気候変動適応計画 法定計画 （2018年） ● ● ● ●

国土交通省気候変動適応計画 国土交通省（2015年） ●

農林水産省気候変動適応計画 農林水産省（2018年） ●

地域気候変動適応計画策定マニュアル 環境省 （2018年） ● ● ● ●

国立公園等の保護区における気候変動
への適応策検討の手引き

環境省 （2019年） ●

気候変動に対応した漁場整備方策に関
するガイドライン

水産庁 （2017年） ●

こうした国民生活における海との関わりをどのように気候変動影響への適応と結び
付け、暮らしに組み入れていくのかについての詳細な検討が今後求められる。

3 気候変動にレジリエントな沿岸域へ

将来的な気候変動の影響に対する適応を実現するために、沿岸防災はどのように
推進されるべきだろうか。ここでは、3つの視点から今後の沿岸防災の方向性につ
いて展望する。

1 分野横断の重要性
先述のとおり、日本における海沿岸域の気候変動適応は分野別の取組みが進めら
れているというのが現状である。表4―3―1には、関連する政策およびガイドライン
等をまとめた。このように、海洋・沿岸域の気候変動適応については海洋基本計画、
気候変動適応計画に規定される大方針と、複数の政策指針のもとで推進されている
ことが見てとれる。
しかし、包括的に海洋・沿岸域の気候変動適応を検討する主体を欠いていること
で、分野横断的に有効な手法の検討や複合的なリスクの評価が十分になされない可
能性がある。既存の枠組みでカバーされない適応ニーズを検討するとともに、海洋・
沿岸域全体（シースケープ）での適応を図ることが重要だろう。たとえば、統合的
沿岸域管理（ICZM）の政策サイクルにおいて、気候変動による長期的な影響やコ
ストを考慮した計画策定を行うことで、沿岸域における順応的な気候変動適応が可
能になる。アイルランド南部・コークでは、ICZMの対象地域で気候変動適応戦略
を策定し、多様なステークホルダーや蓄積された地域のリスクデータ等を地域レベ
ルでの適応策に活用できたという優良事例もある（注85）。分野横断的なアプローチは、
多様なステークホルダーの参画を促し、多面的に海洋・沿岸域の生態系保全やリス
ク管理を進めるうえで有用であることから、わが国の適応策推進にも役立つだろう。
なお、分野横断的な関連機関の連携を推進するために、2020年3月には気候変動適
応法のもとで「気候変動適応に関する研究機関連絡会議」が設置され、国内におけ
る科学的知見の集約は徐々に進みつつある。

注85
O’Mahony, C. , Gray, S. ,
Gault, J. , & Cummins, V.
2020. ICZM as a frame-
work for climate change
adaptation action ― experi-
ence from Cork Harbour,
Ireland. Marine Policy, 111,
102223.
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2 地域の連携
気候変動の影響や対応のニーズは地域によって多分に異なることから、適応策は
地域ごとに検討される必要がある。とりわけ海域については、明確な境界線が引か
れた陸域とは異なり、複数の自治体が共有している場合が多い。したがって、地域
レベルの気候変動影響の理解および適応策の計画・実施を実現する連携が重要とな
る。環境省が2020年から実施する「気候変動適応における広域アクションプラン策
定事業」（注86）のもとでは、広域協議会（全国7ブロックごとに県境を越える適応課
題協議のための組織）での情報収集が進んでいる。各協議会では情報共有・適応策
立案のための分科会のテーマ（各ブロックにおいて特に重要と思われるもの）が設
定されており、海洋・沿岸域の適応に重点を置いている地域もある。たとえば、九
州・沖縄ブロックでは「沿岸域の生態系サービスにおける気候変動影響への適応」、
中国・四国ブロックでは「瀬戸内海および日本海の漁業等、地域産業における気候
変動影響への適応」がそれぞれ扱われていることなどは特筆すべきである。一方で
これに該当しない地域でも、たとえば東京湾など、同じ海域に面する自治体が独自
に協議体を立ち上げ、共通する課題への適応策を検討することが必要だろう。特に、
沿岸防災については既存の広域連携で例がないため、今後の動向に期待したい。地
域固有の気候変動・海洋リスクに対応していくために、関連するステークホルダー
が共通の道筋に沿うことが肝要である。

3 緩和策とのシナジー
最後に、適応策を進めていくうえでは緩和策との連携、すなわちベストミックス
の模索が重要である。緩和策と適応策を統合的に進めることで、シナジーを生み出
すことが期待される（注87）。沿岸防災の文脈では、たとえば、グリーンインフラ（自
然が有する多様な機能を活用し、防災・減災などの効果を得るもの）の活用が期待
できる。グリーンインフラとなりうる生態系の例として、マングローブ林や沿岸湿
地帯、サンゴ礁などの生態系には防災、減災効果や海面上昇などの環境影響を緩和
する役割があるとされている。グリーンインフラは適応策としての効果を意図して
いる場合が多いが、使用エネルギーの削減や天然の冷却機能、そして炭素貯留など、
緩和の面でもさまざまなメリットがある（注88）。海洋の文脈において近年注目を集め
ているのはブルーカーボン生態系（炭素を隔離・貯留する海洋生態系）による緩和、

適応への貢献である。たとえば、
湿地の保全は、ブルーカーボン
の貯留を通じた緩和面での効果
だけではなく沿岸浸食の軽減・
防止や高潮の影響緩和など適応
面でも貢献が大きい（注89）。こう
した相互作用を踏まえて海洋空
間をデザインしていくために、
適応のみならず緩和に関わる企
業や技術機関との連携も重要で
あろう。

注86
環境省「気候変動適応におけ
る広域アクションプラン策定
事業」（2020年10月23日）
http : //kanto.env.go.jp/kant
o4-s3.pdf

注87
ただし、緩和策と適応策には
トレードオフがあることも留
意する必要がある（たとえば、
沿岸保全のためのインフラ整
備にはしばしばエネルギー使
用の増加が伴う）。

注88
Sharifi, A. 2020. Co-benefits
and synergies between ur-
ban climate change mitiga-
tion and adaptation mea-
sures : A literature review.
Science of The Total Envi-
ronment, 141642.

注89
Herr, D. and Landis, E.
2016. Coastal blue carbon
ecosystems. Opportunities
for Nationally Determined
Contributions. Policy Brief.
Gland, Switzerland : IUCN
and Washington, DC, USA :
TNC.

図4―3―3 八重山のマングローブ
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4 今後の沿岸防災と適応
こうしたさまざまな連携を生み出し、海洋・沿岸域の全体を捉え議論する場を増
やすことで、沿岸域の適応をより包括的に推進できるはずである。海洋基本計画は
おおむね5年ごとに見直され、次期海洋基本計画の策定は2023年の予定となってお
り、そこでもさらなる沿岸防災に関する議論が求められる。海洋に関連する緩和へ
取組みが加速する一方、気候変動が海洋や沿岸域の環境へもたらす影響への適応策
が疎かになってはならない。新たな海洋基本計画では、関係する多くのセクターを
巻き込んだ形での沿岸域の適応と防災の推進が期待される。

（椎葉 渚）

2021年3月にアジアと西欧を結ぶ航路の要衝にあるスエズ運河でコンテナ船が運
河を封鎖する事故が発生した。運河の封鎖は2週間程度で復旧したものの、運河を
管理するエジプト政府が国の威信をかけて損害賠償問題に臨んだために交渉は難航
し、決着までに約3か月を要する事態になった。そのためグローバルなサプライ
チェーンの維持を震撼させたこの事件は、世界のメディアの注視の的になるととも
に、改めてスエズ運河の意義を問い、その代替航路の検討にまで議論が及ぶことに
なったのである。
一方、新型コロナウイルス（以下、新型コロナ）の感染拡大により2020年に比し
て世界景気が一層沈滞することが予想されたにもかかわらず、とりわけ商品輸送を
担うコンテナ海運業の2021年の展開は空前のブームを享受することになったのであ
る。しかしその背後では、コロナ禍のもと、上陸と本国への帰還を阻止された船員
の交代問題は、2021年になってもまだ解決しておらず、多くの関係者の粘り強い対
応が続いている。
そこで以下では、コロナ禍での船員の交代問題の展開とコンテナ船運賃市況の推
移を取り上げた後、このたびのスエズ運河の事故を踏まえて今後の海上物流のあり
方を展望する。

1 国際海運の動向

1 コロナ禍における船員交代問題の展開
2021年も続くコロナ禍での船員の交代問題の解決に向けての最も注目すべき動き
は、問題解決の責任を共有する、マースクラインなどの海運企業、国際運輸労働者
連盟（ITWF）（注90）、国際海運会議所（ICS）（注91）をはじめとする850以上の民間企業や
団体によって構成される「グローバル海事フォーラム」（Global Maritime Fo-
rum）（注92）が、2月に「ネプチューン宣言」（Neptune Declaration）に署名して、問
題解決のために取られる必要がある主な行動を明らかにしたことである。そこには、
船員をキーワーカー（注93）として認識してワクチンの優先接種を行い、船員交代を容

注90
International Transport
Workers Federation. 147か
国の670組合よりなる交通運
輸労働組合の世界的組織

注91
International Chamber of
Shipping. 世界の商船の80％
以上を運航するアジア、南北
アメリカ、欧州の国内船主協
会の国際組織

注92
世界の海事産業とその利害関
係者が世界海上貿易の課題に
取り組むための組織で、わが
国からも日本郵船㈱、㈱商船
三井、川崎汽船㈱、今治造船
㈱、日本海事協会など36の企
業と団体が署名している。

注93
最低限の社会インフラの維持
に必要不可欠な労働者のこ
と。エッセンシャルワーカー
ともいう。



106 第4章 海洋の安全

易にするために運航者と用船者の協力関係を促進し、さらに主要なハブ港間での船
員の航空輸送を確保する、などの方策が提言されている（注94）。これを受けて世界海
事機関（IMO）（注95）のリム事務局長は、船員の交代問題解決を支援するために業界
がネプチューン宣言の下で結集することは、2020年12月に国連総会でなされた「船
員に関する課題を解決するための国際協力に関する決議（注96）」に沿うものであると
の歓迎の意を表明し、また2021年2月の時点で、この決議に賛成して船員をキーワー
カーとして指定した加盟国が53か国（注97）に上ることを明らかにした（注98）。
グローバル海事フォーラムは、ネプチューン宣言に基づいて10社の船舶管理会社
から提供された9万人を超えるサンプル船員数について船員交代指標を作成した。
それによれば、2021年9月時点で契約期間を超えて乗船している船員の割合は8．9％
で、3か月間ほぼ横這いであるものの、同年5月の5．8％よりは悪化している一方
で、9月のワクチン接種率は21．9％に達し、これは8月に比して6．6％もの改善が
見られている（注99）。接種率改善の背景には、世界保健機構（WHO）が7月に改訂
したワクチンロードマップのガイダンスにおいて、ワクチン供給の不足している場
合には船員を優先接種さるべき輸送労働者グループのひとつに指定したという事情
がある（注100）。
国連貿易開発会議（UNCTAD（注101））はネプチューン宣言が船員の交代問題の解決
にあたって果たした役割を評価するとともに、船員交代とワクチン接種の動向につ
いて以下のように総括している（注102）。2020年12月時点で40万人の船員が契約満了に
もかかわらず下船できなかったのに比較すれば、2021年3月には同様の船員は20万
人にまで減少したことは大きな改善であるものの、同年7月の推計値ではまた25万
人へと増加しているとみられる。その原因は主要な船員供給国のワクチン接種率が
低いこと（注103）にあり、そのため船員の交代と本国への帰還は依然としてロジスティ
クス上の深刻な課題であると強調している。
船員交代の問題解決には、民間組織、国際機関、各国政府の一致した連携協力が
今後も不可欠であるとしても、そのために解決すべき課題も絞られてきている。た
とえば、外国人船員に新型コロナのワクチン接種を可能とする国が徐々に増えてお
り、2021年5月の米国を皮切りに、欧州諸国などでも寄港時に外国人船員がワクチ
ンを打つことが可能になっている（注104）。上記のように船員供給国でワクチン接種が
あまり進展しないなか、寄港時に接種できる環境が整備されるのは好ましい展開で
ある。現場の船員が業界内外の好事例を積極的に取り入れて創意工夫しながら、日々
感染リスクに取り組んでいるという実態（注105）を踏まえれば、関係各国は残された課
題に真 に取り組む努力が必要である。

2 コンテナ船運賃市況と推移
2021年に入って世界のコンテナ運賃は急騰している。これを主要3航路について
みたのが図4―4―1である。とりわけアジア・北米西海岸航路とアジア・西欧航路の
運賃は2020年に比して約5倍のレベルに高騰した。アジア・北米西海岸航路におけ
るコンテナ荷動量と米国のGDPの各成長率の対比（図4―4―2）を見ると、2021年に
おける極めて高い経済成長がコンテナ貨物量の30％にも迫る成長を誘発したことが
わかる。一方供給サイドでは、2018年ごろのコンテナ船不況による大規模な企業倒
産を背景に企業の合併と相互連携によって三大アライアンス（注106）に集約して以来、
大幅な需給ギャップの発生を抑えて、むしろ需要超過を歓迎する、筋肉質の経営体

注94
https://www. globalmaritim
eforum.org/content/2020/12
/ The-Neptune-Declaration-o
n-Seafarer-Wellbeing-and-Cre
w-Change.pdf
注95
海洋の安全やセキュリティ等
の問題につき政府間協力を推
進するとともに条約等の作成
を行う国連の専門機関。http
s://www.jsanet.or.jp/imo/ind
ex.html
注96
UNGA resolution on inter-
national cooperation to ad-
dress challenges faced by
seafarers as a result of the
COVID ― 19 pandemic to
support global supply chains
https://www.undocs.org/en/
A/75/L.37
注97
2021年5月時点では63か国。
https://www.intercargo.org/
wp-content/uploads/2021/05
/ Circular-Letter-No. 4204-Ad
d.35-Rev.7-Coronavirus-Covid
-19-Designation-Of-Seafarers-
As-Key-Workers-Secretariat.
pdf
注98
https://www.imo.org/en/M
ediaCentre/Pages/WhatsNe
w-1580.aspx
注99
https://www. globalmaritim
eforum.org/content/2021/08
/ The-Neptune-Declaration-C
rew-Change-Indicator-Septe
mber-2021.pdf
注100
https://www.imo.org/en/M
ediaCentre/Pages/WhatsNe
w-1629.aspx
注101
発展途上国の経済発展の促進
に関わる国連の常設機関
注102
https://unctad.org/system/fi
les/official-document/rmt202
1ch5_en.pdf
注103
たとえば、BBC News Japan
によると、2021年6月時点で
の人口100人当たりの接種回
数は、世界平均が100．9であ
るのに対し、船員供給五大国
の数値は、中国の172．3を除
き、ロシア86．1、フィリピン
70．7、インドネシア89．3、イ
ンド87．8といずれも平均値を
下回っている。https://www.
bbc.com/japanese/features-a
nd-analysis-56051716
注104
https://www.jmd.co.jp/articl
e.php?no=270746
注105
日本船主協会（2021）『新型
コロナウィルス（COVID―19）
に関するガイダンス（第5
版）』

注106
2M、THE Alliance および
Ocean Alliance。
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質に転換していた（注108）から、予想を上回る船不足が発生した結果、運賃上昇が継続
したのである。
加えて、運賃の高騰を過熱させた他の供給制約要因として、コロナ禍のもとで感
染した港湾労働者が離職し、米国西海岸を中心に深刻な労働者不足が発生したこと
がある。そのために港湾物流が停滞してコンテナ船が運航計画どおりに接岸できず
に大量の船舶が長期間にわたり沖待ちするという事態が常態化しており（注109）、この
ことがコンテナ船不足に拍車をかけ、運賃の高騰を招いている。このような港湾の
混雑状態は少なくとも2022年の中国の春節までは続くと見られている。
2021年の世界的なコンテナ運賃の高騰を受けて、新規造船発注が急増してい
る（注110）。邦船3社のコンテナ船事業統合企業であるONE（Ocean Network Express
Pte. Ltd.）が属する4社のアライアンス「THE Alliance」では、ONE以外の2船社
が計18隻を、また3船社のOcean Alliance でも、うち1社が30隻を発注しており、
協調よりはむしろ競争によって他船社を出し抜こうとする動きが強まっている。し
かしそれは成功しないであろう。本来差別化が困難なコンテナ船サービスを、需給
バランスを考えずにただ大量販売するだけでは運賃低下を招くにすぎないからであ

注107
2020年における GDP 成長率
＝－3．4％、貨物成長率＝
4．3％。

注108
宮下國生（2020）「外航海運
業への影響とウィズコロナ時
代の対応」（公財）笹川平和
財団『海洋白書2021』31―32
ページ。

注109
その数は2021年11月12日時点
で83隻、平均待ち時間は16．9
日である。
https://toyokeizai.net/article
s/-/469246 類似の事例とし
て、中国では港湾労働者の新
型コロナ感染により2021年5
月に塩田港が全域、また同年
8月に寧波港の一部ターミナ
ルが閉鎖された。https://jp.
kuehne-nagel.com/ja/-/south
-china-ports-situation
https://www.bloomberg.com
/news/articles/2021-08-12/w
orld-third-busiest-port-partly-
shut-due-to-covid-outbreak

注110
2021年上半期における世界の
新規コンテナ船発注量は317
隻で、これは2005年上半期以
来、16年ぶりの水準である。
https://www.nikkei.com/art
icle/DGKKZO74601890W1A
800C2QM8000/?unlock=1

図4―4―1 主要コンテナ船3航路の運賃推移
（出典：（公財）日本海事センターのデータに基づき筆者作成）

図4―4―2 米国 GDPとアジア・北米コンテナ貨物の成長率対比
2020年は GDP 成長率がマイナスであるにもかかわらず、貨物成長率がプラスであ
る（注107）。年の前半には新型コロナの影響で経済活動が停滞したのに対し、同年第3四
半期には個人消費を中心に GDP 成長率が33．4％と大きくプラスに転じ、たとえば、巣ご
もり消費を代表する家具類の荷動きの成長率は、年間を通せば6．5％のプラスレベルにあ
るからである。

（出典：国際通貨基金（IMF）等のデータに基づき筆者作成）
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る。今後、上記の港湾混雑による供給制約の影響が次第に治まってくれば、新船が
竣工する1～2年後には、コンテナ船運賃市況が大きく転換するリスクが芽生えつ
つあるといえよう。

2 スエズ運河の事故と賠償問題

1 事故の概要と政策的課題
スエズ運河を通航する船種別データ（注111）（図4―4―4）を見ると、同運河ではコンテ
ナ船、タンカーおよびバルクキャリアの3船種がほぼ均等な割合で利用しているこ
とがわかる。このような利用状況のなかで、船団を組んで航行していた（注112）パナマ
船籍で日本の正栄汽船（株）が所有し、台湾のエバーグリーン社が運航するコンテナ
船「Ever Given」が、2021年3月23日、現地時間で午前7時40分ごろに紅海側の入
口に近い地点で座礁し、船体が運河を封鎖するという事故が発生した。事故の原因
は、当初は突風であると見られていたが、運河を管轄するスエズ運河庁（Suez Ca-
nal Authority、以下 SCA）は当時記録された風速40ノットは船が立ち往生する唯
一の理由ではないとし、技術的または人為的な誤りが発生したかどうかを明らかに
するためには調査が必要になるであろうと主張した（注113）。
本船は主に東アジアと西欧との間の定期コンテナ航路に就航しており、事故は中
国から西欧（オランダのアムステルダム）に向けて就航中に発生した（注114）。その後、
本船は3月29日午後に離礁に成功し、タグボートに曳航された後に、自力で運河内
のビター湖へ移動した。運河の閉鎖によって、アジア～欧州間のキールートが遮断
されたため、この間、100隻余の船舶が通行不能となり、運河再開までの1週間に
最大422隻の船舶が渋滞した。渋滞は、運河再開から5日後、4月3日には解消し
た（注115）が、コンテナ航路の混乱は2週間程で収まったとはいえ、この事故は、世界
のコンテナ船の船腹不足を助長し運賃高騰に拍車をかけたのである。一方、ビター
湖に移動した本船は、損害賠償交渉が妥結するまで3か月間も同所に留め置かれ、
この間乗組員は下船することができなかった。まさに本件は国際海運の動向の縮図
といえる。
この事故の持つ政策的意義は、ICS のプラッテン事務総長が事件発生直後の2021
年3月25日に公表した声明（注116）に示されているように2つある。第一に、アジアと
欧州間の貿易の大半を占める10億トンを超える貨物（注117）（図4―4―5）がスエズ運河
に依然として依存し、医療機器や PPE（注118）を含む重要な貨物が移動しているなかで
発生した本件はグローバルサプライチェーンがいかに繊細で脆弱なものであるかに
スポットライトを当てていることである。第二に、政府や市場は、運河封鎖の引き
起こすこのような経済問題を明確に認識しているのに対し、現在進行中の船員の受
けている乗組員交代問題には、ほとんど気付いていないため、本件がサプライチェー
ンを担う船員の重要な役割を各国政府が思い起こす契機となることを望むというこ
とであった。
つまり ICS は本件が世界経済に直結する問題であるとともに、世界のキーワー
カーである船員の海上労働問題であるとの認識を強調したのである。船員問題への
国際的取組みはすでに触れたとおりであるので、堅固なサプライチェーンをいかに
確保するか、つまりスエズ運河をめぐる今後の海上物流のあるべき姿を探ることが

注111
Suez Canal Authority,
Navigation Statistics. https:/
/www. suezcanal. gov. eg / En
glish/Navigation/Pages/Nav
igationStatistics.aspx

注112
スエズ運河には単線区間と複
線区間があり、船団は複線区
間ですれ違うという運用方法
がとられている。

注113
https://www.bbc.com/news
/business-56559073

注114
http://www. shoei-kisen. com
/shared/210325.html

注115
https://www.jiji.com/jc/artic
le?k=2021040400003&g=int

注116
https://www.ics-shipping.org
/press-release/suez-canal-ev
er-given-statement/

注117
図4―4―5に見るように運河通
航貨物量が10億トンを超えた
のは2019年である。

注118
Personal Protective Equip-
ment（手袋・マスク・キャッ
プ・ガウン等の個人用防護
具）
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図4―4―3 スエズ運河にてタグボートに先導される「Ever Given」
（出典：SCA）

図4―4―5 世界海上荷動とスエズ運河通航貨物量
（出典：UNCTAD 等のデータに基づき筆者作成）

図4―4―4 スエズ運河船種別通航隻数
（出典：Suez Canal Authority のデータに基づき筆者作成）
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重要な政策的検討課題になる。以下では、本船をめぐる契約関係と賠償交渉の経過
を示す。

2 本船をめぐる契約関係と賠償交渉の経緯
運河封鎖事故を起こした「Ever Given」は、2018年9月に今治造船所において竣

工した。全長399．94m、幅約59m、深さ32．9m、コンテナ貨物積載能力2万 TEUで、
現在稼働中のコンテナ貨物船のなかで最大級のメガキャリアである。本船は船籍を
パナマ共和国に置く便宜置籍船（注119）で、登録船主はLuster Maritime & Higaki Sangyo
であるが（注120）、実質の船主は日本の正栄汽船（株）であり、同社は日本最大の造船企
業である今治造船（株）の子会社である。
本船に対して、船主である正栄汽船（株）と用船者であるエバーグリーン社との間
で、長期の定期用船契約（注121）が締結されている。つまり同船は正栄汽船（株）からエ
バーグリーン社に定期用船に出されたものであるので、運航に必要な25名の船員（全
員インド人）は正栄汽船（株）がドイツの船舶管理会社である Bernhard Schulte
Shipmanagement を通じて配乗したものである。したがって運航者が船員を配乗
する裸用船契約（注122）とは異なり、定期用船契約の運航責任はすべて船主側にあって、
用船者側にはない。もちろん用船者であるエバーグリーン社は、貨物運送に当たり
荷主と運送契約（個品運送契約）を結んでいるから、運送貨物の引渡遅延や引渡不
能などに関しては、荷主に対して損害賠償責任を負うが、SCAの損害賠償訴訟の
当事者にはならない。
ちなみに正栄汽船（株）は船主責任賠償責任保険（P&I 保険（注123））を英国のUK P&
I Club との間で結んでいるので、SCAとの損害賠償交渉には、P&I 保険の引受人で
ある同社と共同して当たることになる。賠償額には具体的には、運河通行料収入へ
の損害、離礁に要したサルベージ船（注124）等の費用、損傷運河壁の修復費用等が含ま
れるのは当然であるが、SCAはこれに合理的説明が不可能な国威としての運河の
評判が損傷された費用を含めて、9億ドル余（約1，000億円）の損害賠償金を求め
てエジプトの裁判所に提訴したのである。同裁判所は2021年4月13日に、賠償金が
支払われるまでは「Ever Given」を差し押さえ、運航を認めない決定を下し（注125）、
これに対する船主側の異議申し立ても同月22日に却下した（注126）ため、同船のビター
湖での係留状態が継続することになったのである。
これを受けて SCAは賠償交渉を再開し、2021年5月10日には従来の賠償金の要
求額を6億ドルに引き下げるとの新たな提案を行った。なぜ3億ドル余もの要求額

の大きな減額に至ったのかについて、
SCAは当初30億ドルと見積もってい
た積載貨物価値が船主側のデータ開示
により7億5，000万ドルであることが
判明したためだと説明した（注127）。この
説明に従うと、SCAは、算定不可能
な運河の評判の損傷コストを貨物価値
に従って評価していることになる。こ
れに対してUK P&I Club は、減額さ
れたといっても依然として法外な請求
であり、その根拠も不明であるとして

注119
自国以外で、税制その他で有
利な外国に船籍を置く船

注120
https://www. vesselfinder. co
m/vessels/EVER-GIVEN-IM
O-9811000-MMSI-353136000

注121
一定の期間、船長ほか乗組員
とともに船舶を借り受ける契
約。保険や維持管理の責任は
船舶所有者側が持つ。

注122
船舶そのものの貸し借りを内
容とする契約。

注123
Protection & Indemnity In-
surance. UK P&I Club を含
む世界の13の P&I CLUB は
世界の外航船船腹量の90％以
上に対して船主責任保険を提
供している。各会員クラブは
個別に競争力を持ちながら、
船主の負債と再保険などの知
識を共有して、乗組員の人命
損失、人身傷害、貨物の損失・
損傷、衝突および物的損害を
含む幅広い責任をカバーして
いる。その歴史は1899年まで
遡る。
https://www.igpandi.org/ab
out https://www.piclub.or.j
p/about/ig

注124
遭難した船を救助したり、沈
没船の引揚げ作業などを行う
特殊な船。

注125
https: //www.afpbb.com/art
icles/-/3341964

注126
https://sp.m.jiji.com/article/
show/2552828

注127
https://www. egypttoday. co
m/Article/1/104488/Egypt
%E2%80%99s-Suez-Canal-Au
thority-reveals-how-MV-EVE
R-GIVEN-went

図4―4―6「だいち2号」から撮影したスエズ運河の座礁船
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難色を示した。一方、正栄汽船（株）も SCAに対して賠償額を1億5，000万ドルまで
さらに引き下げるように要求し、折り合いがつかなかった。
そもそもこのような海上事故における船主、用船者などが負う船主責任賠償額に
ついては、船主責任制限条約（LLMC）（注128）という国際条約があり、制限額は被害
者に不利にならないように年を経るにしたがって引き上げられてきている。これに
は現在、1976年ルールと1996年ルールの2種類があり、当事国がいずれを批准して
いるかに応じて適用ルールが異なる。1996年5月に第72回 IMO法律委員会におい
て採択された最新の1996年議定書（条約）は日本では2004年に発効している（注129）。
一方、エジプトは1976年条約しか批准していない（注130）ものの、賠償額がより高額の
1996年議定書に従った場合でも、その額は128億円にとどまると算定され（注131）、上
記の正栄汽船（株）の引き下げ要求額にほぼ近似している。UK P&I Club の難色の理
由もまた、SCAの要求額が国際ルールに従わず、そこから大きく逸脱しているこ
とにある。
ところが一転して、2021年6月23日にUK P&I Club は声明を出し、SCAとの間

で進めてきた賠償交渉が正式合意に達した旨発表した。しかし賠償額や合意の詳細
は明らかにされていない。これを受けて7月7日に SCAと船主側は賠償金額を盛
り込んだ和解合意に署名し、同時にビター湖に差し押さえ状態で係留されていた
「Ever Given」は離礁後約100日ぶりに出航し、仕向け港であるオランダのロッテル
ダムに向かった。結局、同日時点でも賠償額や合意の詳細は公表されなかったが、
SCAは同日の会見で、賠償の詳細は秘密保持契約のため明らかにできない（注132）と
し、また互いに信頼と理解を深め、船主側も交渉で善意を示したと強調した（注133）。
ここから推論すれば、和解合意の内容は SCAにとって満足できるものであったと
思われる。
なお事故発生の原因は荒天のもとでの強風状態に加えて人為的ミス（船長の操船
ミスや水先人の誤情報伝達等）が取りざたされたため、SCAが事故調査を行った。
IMOもコンテナ船の座礁に至る要因に関する調査の結果に基づく情報を受け取る
ことを期待している、とのリム事務総長談話を公表していたが（注134）、それにもかか
わらず SCAは結局報告書を公表せず、事故原因の真相はなお闇の中にある。

3 今後の海上物流の展望

スエズ運河の事故が提示した重要な政策的検討課題は、SCAのみならず各国政
府が今後堅固なサプライチェーンをいかに確保するかである。それにはまずスエズ
運河自体をより堅固で安全なインフラにレベルアップすることである。スエズ運河
は、全長120マイル中22マイルのみ並行チャンネルであり、基本は一方通行で運営

こうもん

されている。パナマ運河では、運河とダム湖が3つの閘門で結ばれる方式のため通
航船型に制限が設けられているのに対し、水深24m、幅205mのスエズ運河には、
通航船型の制限はない。したがってスエズ運河が海運業界にとって利用しやすい環
境にあることが、同運河の利用を促進してきた大きな理由である。そのため SCA

しゅんせつ

も事故を受けて、2021年5月に運河の幅を約40m拡充し、深さを約10m浚渫する
計画を公表し、完成に約2年を要することを明らかにした（注135）。一方、現下のコン
テナ運賃市況の高騰下で発注されている船型の主流は24，000TEUではあるが、その

注128
Convention on Limitation
of Liability for Maritime
Claims の略称。

注129
詳しくは日本船主協会による
解説を参照。https://www.js
anet.or.jp/environment/text
/siryo/siryo3c_04.html

注130
https://www.piclub.or.jp/sea
rch/treaty/index/ja

注131
https://www.jmd.co.jp/articl
e.php?no=266244

注132
https://www.nikkei.com/art
icle/DGXZQOGR06DAL0W1
A700C2000000/

注133
https://sp.m.jiji.com/article/
show/2589950

注134
https://www.imo.org/en/M
ediaCentre/Pages/WhatsNe
w-1599.aspx

注135
https://www. businessinside
r.jp/post-234866
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図4―4―7 スエズ運河ルートに代わる輸送経路

構造は長さ幅ともに20，000TEU型の「Ever Given」に同じであり（注136）、これがスエ
ズ運河通航可能なコンテナ船大型化の限界、いわゆるスエズマックスなのである。
しかし同様の事故が発生する危険に備えて、代替ルートを検討しておく必要があ
る。事故発生時、運河の再開を待つよりは別ルートを選択したコンテナ船はアフリ
カの喜望峰を迂回した。一般的に両者の航海日数の差は約1週間といわれているが、
仮に欧州（ロッテルダム）と台湾間のルートを、平均速度16．5ノットで運航するケー
スを例にとれば、スエズ運河経由では25．5日、喜望峰経由では34日となり、正確に
は8．5日の差がある（注137）。一方、運河通航料は1隻当たり3，000万～5，000万円で、
「Ever Given」級のメガコンテナ船では約4，000万円と見られている。また同型船が
喜望峰経由を選択すれば、燃料費などの運航費の増加が運河通航料の倍以上となる
と試算され、これは現行の通航料が仮に2倍に値上げされても、喜望峰を回るより
も運河を利用するほうが有利であることを示唆している。このように喜望峰経由の
ルートは危機に望んで短期には選択せざるを得ないルートではあるが、その代償は
極めて高くなる。
第二の代替ルートはロシアが積極的に推進している北極海航路である。北極海航
路とは、ベーリング海峡、ロシアの北方沿岸、バレンツ海、北海を通過する欧州と
極東を結ぶ航路である。その大きな利点は航海距離が大幅に短縮されることである。
たとえば、スエズ運河を経由するロッテルダムと横浜の航路は北極海航路では航海
距離が35％も短縮される。その一方で、決定的欠陥は氷の少ない期間のみの利用で、
年間利用が不可能なことである。もちろんロシアの砕氷船に先導してもらうなどの
手間をかければ結氷期の航行は可能だが、それに伴う制約も大きく経済的とはいえ
ない。したがって北極海航路は現状ではスエズ運河ルートに代わる恒久的代替航路
にはなりえない（注138）。

第三はウラジオストックとモスクワを結ぶシベリア鉄道を利用してアジアと西欧
を結ぶという周知の複合一貫輸送（注139）ルートである。本ルートは1970年代から活用
されてきたものの、1980年代以降は海外生産の進展、競合する海上輸送の運賃値下
げ等によって日本の輸送量は激減した。しかしコロナ禍の下での海運と空運の輸送
逼迫を受けて、国土交通省が2020年度に改めてパイロット事業を実施した結果、当
ルートでは、通常の海上輸送比で平均約2．3倍程度のコストがかり、一方リードタ

注136
森隆行監修・関西物流総合研
究所編（2021）『世界のコン
テナ港とターミナルオペレー
ターの現状―2021年度版―』

（公社）大阪港振興協会

注137
https://www.bbc.com/news
/business-56559073

注138
https://hspf.org/oceans/wp/
wp-content/pdf/ar14.pdf#pa
ge=7 大山泰倫（2012）「北
極海航路啓開による日本の地
政学的価値の増大」『北極海
季報』第14号、海洋政策研究
財団
https://www. tellerreport. co
m/business/2021-03-26-what-
are-the-alternative-routes-to-t
he-suez-canal-.HJGOhhtsVd.h
tml

注139
同一の運送人が、船舶、鉄道、
自動車、航空機など種類の異
なる2つ以上の輸送手段を組
み合わせて、貨物の引受から
引渡まで国際間で一貫運送す
る形態である。
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イムは、おおむね海上輸送比で約半分のレベルにあった。これらの事情を勘案すれ
ば、今後利用検討の余地があるとの評価を下した（注140）が、現状では当ルートはアジ
ア西欧間のコンテナ移動量の1．6％を担っているにすぎず、スエズルートの代替機
能は到底果たせない。
第四はチャイナランドブリッジと呼ばれる複合一貫輸送方式であり、これには南
北2つのルートがある。北回りは、中国の天津港あるいは大連港と西欧を、中国の
鉄道網からシベリア鉄道に乗り入れて輸送するルートである。南周りは、中国の連
雲港から鉄道でカザフスタンを経由してシベリア鉄道に乗り入れて西欧に至るルー
トである。中国の一帯一路政策と軌を一にして発展してきた。中国の地場貨物には
政府の運賃補助があるため、政策的低運賃が適用されている。しかし外国貨物には
それがないため、日本からの海上運賃や諸費用を加えれば、かなり割高になる（注141）

ため、日本の輸出荷主にとって、スエズ運河経由の海上輸送をしのぐ輸送方式では
ない。また鉄道規格の相違から複数回貨物を積み替える必要があるため、その情報
不足や貨物の損傷の可能性を考慮すると、海上輸送と航空輸送がともに相当にタイ
トでなければ平時には選択されないルートである。まだスエズ運河にとって当面の
脅威ではないものの、チャイナランドブリッジが代替ルートとして急速に成長して
いる事実（注142）は軽視できない。
第五は、国際南北輸送回廊と呼ばれる、カスピ海を経由して西インドとロシア西
部を20日間で結ぶ、7，200kmに及ぶ道路、鉄道、船舶を用いた複合一貫輸送のネッ
トワークプロジェクトである。ロシア、インド、イランの協力ですでに運用されて
いるが、今後10年をかけてカスピ海からイラン南岸に伸びる運河の建設などによっ
て ルートの容量拡大を急ぐ予定である。それが完成すれば同回廊はスエズ運河の
バックアップ機能を果たすことになるであろう（注143）。
以上のように、各国の政策と思惑の絡んだ代替ルートには、コストと輸送量の両
面において、当面は、スエズ運河経由ルートに勝るものはないものの、近い将来に
は、チャイナランドブリッジのような代替ルートの急成長がさらに見込まれる。SCA
が適切なインフラ改修工事によって運河通航リスクの除去に努めるならば、スエズ
運河はアジアと西欧を結ぶ優れたメインルートとして、今後も機能するであろう。
ところが SCAは、2022年2月1日から LNG（液化天然ガス）船と客船以外の船
種を対象に、運河の通航料を一律6％値上げすると一方的に発表した（注144）。この
SCAの発表が、 自己の担うべき義務と責任を踏まえたものであることが望まれる。

（宮下 國生）

注140
https://www.mlit.go.jp/repo
rt/press/tokatsu01_hh_0007
11.html

注141
国土交通省調査資料「チャイ
ナランドブリッジの現状調
査」https://www.mlit.go.jp/
common/001291984.pdf

注142
柴崎隆一（2021）「航空輸送
を含めた全世界国際物流シ
ミュレーションモデルの構
築」『KANSAI 空港レビュー』
No.516、12ページ

注143
https://www.jmd.co.jp/articl
e.php?no=272452

注144
注143に同じ
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海洋宇宙連携の重要性と国内外動向

衛星 VDES による「協調航法」と国際貢献

海洋・宇宙・サイバーといった国際公共財（グロー
バル・コモンズ）への戦略が重要になっている。海洋
国家として地政学的優位性を有するわが国において
は、ビジネスや安全保障上の対応に加えて社会的貢献
も求められている。すなわち、海難事故や環境汚染、
温暖化、感染症等への火急な対応が求められている。
このような課題の解決に向けて、海洋と宇宙を中心

に分野横断的な連携活動が国内外で加速している。特
に、わが国では、海洋デジタル化促進の一環で、次世
代の船舶自動識別装置（AIS）として注目される衛星
VDES（VHF Data Exchange System）システムを利
用した、海洋情報共有社会の構築に関する検討・政策
提言の世界への発信が期待されている。

従来、人工衛星には「通信衛星」「測位衛星」「観測
衛星」の3種類があり、すでに、広い海を移動する船
舶では、衛星通信や衛星測位システム（GPS）は欠か
せないものになっている。観測衛星についても、わが
国初の観測衛星である海洋観測衛星1号（もも1号）
以来、実際の海洋観測データを活用した衛星観測デー
タの校正や検証が進められてきた。いまでは、海流な
どの海況の把握に衛星搭載電波高度計が定常的に利用
されている。また、わが国が得意とする電波センサの
一種であるマイクロ波放射計による衛星観測は、IPCC
第5次評価報告書（AR5）の地球温暖化の科学的証
拠として引用され、また国内でも漁海況予測等に定常
的に利用されている。このように、海洋宇宙連携は欠
かせないものとなっている。
そして近年、新たな利用として、船舶運航や海上交

通管理に利用されている AIS の信号を衛星で受信する
ことで、AIS 信号内に含まれる目的地・貨物等の情報
をビッグデータとして解析し物流分野で利用する活動
も始まっている。また、海洋状況把握（MDA）・IUU
漁業（違法・無報告・無規制漁業）監視分野でも、AIS
データによる船舶動向分析や、衛星観測画像分析が行
われている。さらに、船舶レーダーや防空レーダーの
電波を衛星で観測することで、船舶位置を推定し商用
配布するサービスも開始されている。
次世代の AIS として双方向通信を可能とする VDES

については、灯台などの航路標識に関する国際的基準
の策定等を行う国際航路標識協会（IALA）の委員会
が中心となって標準化検討が行われてきた。その成
果注1を受けて2019年開催の2019年世界無線通信会議
（WRC―19）にて、衛星 VDES の周波数割当が認可され
た。2021年より国際海事機関（IMO）などでの検討が
開始され、2024年頃には AIS から VDES への移行開始

が予測されている。このため、VDES 衛星は、既存の
ノルウェーのNorSat―2衛星に加えて、スウェーデ
ン・米国・イギリスが連携して2022年に打ち上げる計
画がある。また、デンマークでは VDES アライアンス
を結成し2028年までに約60基の VDES 衛星打上げが計
画されている。中国でも、世界中の物流データ収集を
目的とする Skywalker IoT コンステレーション計画
（48機）の実現に向けて、VDES 搭載衛星が3機、2021
年10月に打ち上げられるなど、グローバル・コモンズ
における戦略の展開が一層活発になっている注2。

船舶事故の要因として見過ごせないものにヒューマ
ンエラーがある。省人化・機械化、自動運航・無人運
航船への変革が行われるなかで、これまでの「人と人
の間で音声連絡する」形態に加えて、船舶搭載のコン
ピューター同士が自動的に連絡を取り合い（船と船の
間の IoT 通信）、船舶運航ひいては海洋の安全・安心
につなげていく方策（協調航法）が提言されている注3。
衛星 VDES は、全地球規模の船舶の安全・安心なら
びに洋上業務をリアルタイムに連携することに効果的
であり、わが国は特にインド太平洋戦略を通じて社会
的責任を果たすことが期待される。
世界益・国益の確保につなげるべく、協調航法を全
船舶に装備し、衛星 VDES 国際運用機関設立の推進を
国際社会に発信することは重要である。結果、海洋情
報・水産関係情報・レジャー船向けデータの収集と配
信等にも利用可能であり、海洋DXに関する異業種交
流・人材育成等への貢献が期待される。（渡辺 忠一）
注1：IALA 標準 G1139（THE TECHNICAL SPECIFICATION OF VDES）
注2：DayDayNewS記事「China successfully launched the first traffic VDES

satellite！」（https : //daydaynews.cc/en/science/china-successfully-laun
ched-the-first-traffic-vdes.html）

注3：2020年度 衛星 VDES に関する委員会報告書 総合版（笹川平和財
団海洋政策研究所）（https : //www.spf.org/global-data/opri/op_20210601
_vdes.pdf）

コラム 09 海洋宇宙連携活動の推進に向けて

海洋・宇宙連携で実現するディジタル海洋情報創造社会
（2030年）
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第1節 海洋産業の人材育成

1 海洋人材育成の必要性

わが国では海洋国家の実現を目指して、2007年に海洋基本法が策定された。5年
ごとに策定される海洋基本計画も現在3期目の取組みが進められている。その間に、
世界およびわが国の海洋をとりまく状況は、加速する脱炭素の流れ、安全保障上の
情勢変化、海洋環境の保全に対する関心の高まりなど大きく変化している。それを
受け、2018年5月に閣議決定した第3期海洋基本計画では政策の方向性として「新
たな海洋立国への挑戦」を位置付け、施策の基本的な方針として、①総合的な海洋
の安全保障、②海洋の産業利用の促進、③海洋環境の維持・保全、④科学的知見の
充実、⑤北極政策の推進、⑥国際連携・国際協力、⑦海洋人材の育成と国民の理解
の増進、が示された。
海洋開発分野は、今後の成長市場として大きな期待が集まる一方で、国内には海
洋資源開発のフィールド（現場）がほとんど存在しなかったこともあり、産業が育っ
ていない現状がある。今後期待される海洋開発を実現するには、それを担う産業創
成と、その原動力となる人材育成が必須である。2015年の「海の日」の式典で安倍
晋三内閣総理大臣（当時）から、将来的に予想されるさらなる産業拡大に対応する
べく、海洋技術者の育成をオールジャパンで推進し、その数を2030年までに現在の
約5倍の1万人まで増やすことを目指す、というメッセージが打ち出された。
一方で、海洋人材の確保および育成は必ずしも容易ではない。海洋開発に関わり
の深い大学などの造船学科は、1980年代の世界的な造船不況や、1990年代以降の韓
国・中国の造船業の台頭などを背景に人気が低下した。その後、学科の統合、「船
舶海洋工学科」などへの名称の変更、寄附講座の開設などにより、造船分野の専門
教育体制はおおむね維持しているが、造船工学を専門とする教授等が退職していく
なか、専門教員数も減少している。また、造船系に進学しても、造船分野へ就職す
る割合が半数以下の低い割合に留まる（注1）など、人材確保が困難な状況となってい
る。
本節では、海洋人材の育成に主眼を
置き、これから求められる海洋人材に
ついて述べた後に、諸外国での参考事
例、日本の取組み事例を紹介する。最
後に今後の海洋人材育成に向けた期待
と課題を整理する。

注1
国土交通省資料「日本造船業
が抱える課題と今後の取組の
方 向 性」https : //www.mlit.
go.jp/common/001118264.pdf

第5章
次世代の人材育成に向けて

図5―1―1 日本の産業を支えてきた造船所
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2 求められる海洋人材について

内閣府が海洋に関して講じた施策（注2）のなかで、海洋立国を支える専門人材の育
成と確保において言及されている人材は多岐にわたる。海洋開発の基盤となる人材
のほかに、造船業・舶用工業に関わる人材、船員等、海洋土木の担い手、水産業の
担い手が挙げられている。海事や水産に関わる人材育成も重要課題であり、さまざ
まな施策が講じられているが、本節では特に新たな分野として着目される海洋開発
の基盤となる海洋人材に焦点をあてる。
今後成長が期待される海洋開発分野について簡単に紹介する。石油や天然ガスと
いったエネルギー資源やレアメタルを含む海底鉱物資源などの海洋資源開発は、人
口増や途上国の経済発展を背景としたエネルギー・資源需要の増加により、中長期
的には拡大すると見込まれている。また洋上風力発電は、2030年までに10GWを目
指すことが「洋上風力産業ビジョン（注3）」にて示され、今後加速する市場の成長を
取り込むうえでの原動力となる海洋開発技術者の育成が期待される。
こうした海洋開発では、資源や発電ポテンシャルの調査・探査・掘削から、生産・
発電施設の設計・建造・施工、そして需要地までの輸送、運用期間中の運転・保守、
そして撤去まで、各プロジェクト段階の目的に応じて多様な技術分野、さまざまな
特殊船舶や海洋構造物、そして運用ノウハウが必要となる。多岐にわたる技術分野
を担うために、さまざまな専門性を持つ人材を育成する必要がある。
海洋開発には共通的かつ中核となる「基盤海洋技術」が存在する（注4）。たとえば、
浮体設計、係留設計、気象海象学、海中ロボティクスなどが挙げられ、船舶海洋工
学において習得する技術分野である。一方で、AUVや自律航行船などを支える海
のデジタルトランスフォーメーション（DX）の基盤となるデータサイエンス、通
信、ロボティクスなどの分野が重要性を増しており、学問分野として拡張していく
必要性がある。海洋開発はさまざまな技術システム（装置や機器）をさらに組み合
わせた総合技術システムであり、その構築にはエンジニアリング技術も重要（注5）と
なる。つまり、高い専門性を持つ船舶海洋工学分野の人材に加えて、異分野技術の
取り込み、そして多様な技術分野を統合した総合システムを構築する人材も求めら
れる。
また海洋開発は規模が大きく、長期間にわたる巨大プロジェクトとして取り組ま
れる点も特徴であり、プロジェクトを成功させるためには工学知識や技術だけの知
識では不十分である。プロジェクトにおけるリスク管理、ファイナンス、契約、

HSE（注6）など、プロジェクトマネジメ
ントの知識を身につけておかなければ
ならない。ここでは理論だけでなく、
実プロジェクト事例から学ぶ必要があ
る。
巨大な海洋開発プロジェクトを担う
人材に求められる能力は多様化してお
り、基盤となる船舶海洋工学、異分野
における先端技術の融合、総合技術シ
ステムのエンジニアリングが求められ

注2
https : //www8.cao.go.jp/oce
an/info/annual/r2_annual/p
df/r2_annual_3_9_1.pdf

注3
2020年12月 洋上風力の産業
競争力強化に向けた官民協議
会「洋上風力産業ビジョン（第
1次）」

注4
高木健（2013）「我が国の基
盤海洋技術に関する一考察」
日本船舶海洋工学会論文集、
Vol．17、p．115―122

注5
新海洋産業振興・創出 PT 新
海洋産業振興・創出 PT の報
告、「総合海洋政策本部参与
会議意見書」参与会議への報
告別添え資料1、平成26年5
月

注6
Health（健康）、Safety（安全）、
Environment（環境）の略称。
衛生、労働安全、環境を指す。

図5―1―2 岩船沖に見える油ガス田のプラットフォーム
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る。また、海洋ビジネス的な視点が重要であり、ここは実プロジェクトなどから得
られるノウハウや経験が大きな役割を果たす。すべての能力を持つ海洋人材育成が
求められるのではなく、多岐にわたる専門性や能力を必要とするため、多面的で総
合的な人材育成が重要となる。

3 諸外国の取組み

1 サブシー技術分野での産学連携
新しい技術分野における人材育成の取組み事例として、「Global Subsea Univer-
sity Alliance（注7）」が挙げられる。これは2010年代に需要が高まった海底資源開発の
新たなサブシー技術（注8）分野について、産学連携により必要な知識を持った人材育
成を狙った取組みである。ヒューストン大学やシンガポール国立大学、さらに関連
企業が連携し、必要な知識の定義、教育プログラムの体系化・標準化が取り組まれ
た。また産業諮問委員会（Industrial Advisory Board）を設置し、企業からの意見
を取り入れる仕組みを有している。大学・大学院のカリキュラムがあり、また同内
容はエンジニアのリカレント教育（注9）にも利用されるなど、業界全体としての人材
ニーズに対して戦略的に取り組まれている。

2 洋上風力発電での人材育成
洋上風力発電の分野でも、戦略的な人材育成が取り組まれている。たとえば英国
では、洋上風力サプライチェーン全域に必要となるスキルの詳細な検討が実施（注10）

され、詳細な雇用予測に基づいた計画的な人材育成プランが議論されている。具体
的には2032年の洋上風力発電産業において36，000人の雇用が生まれることを想定
し、その人材確保に向けた他業界との競争、必要となる技術分野整理と国全体とし
ての技術者不足についての対策を提案している。
技術者1名あたりメンテナンス可能な基数が3．2基と考えられており（注11）、導入
拡大に伴い、多くのメンテナンス人材が必要となる。メンテナンス人材に求められ
る高度な専門性を担保するために、2012年にGE、ヴェスタス、シーメンス等の大
手風力発電設備メーカーなどから構成される非営利組織としてGWO（The Global
Wind Organisation）が設立され、ここで風力発電作業者に提供する訓練標準（GWO
訓練）が開発された。ここで基本安全訓練（応急措置、マニュアルハンドリング、

注7
University of Houston, Sub-
sea Engineering, Website :
http : //subsea.egr.uh.edu/su
bsea-alliance/global-subsea-u
niversity-alliance

注8
海底生産システム（Subsea
Production System）の別称。
海底に設置された石油・天然
ガス田の生産から輸送に至る
設備全般を指す。

注9
学校教育を終えた後も、必要
なタイミングで再び教育を受
け、仕事と教育を繰り返すこ
と。「学び直し」と表現され
ることもある。

注10
Energy & Utility Skills

「Skills and Labour Require-
ments of the UK Offshore
Wind Industry （ October
2018）」、BCG 分析

注11
損保ジャパン RM レポート

（2021年11月）、https : //ima
ge.sompo-rc.co.jp/reports/r2
21.pdf

注12
令和2年12月15日 洋上風力
の産業競争力強化に向けた官
民協議会洋上風力産業ビジョ
ン（第1次）概要

図5―1―3 英国における洋上風力関連スキルの例（注12）
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火災予知、高所作業、海上生存技術）などが定義されており、同資格は認証された
GWO訓練の提供機関において取得する必要がある。
大学における取組みとして、英国のエジンバラ大学、ストラスクライド大学、エ
クスター大学の3大学による IDCORE（Industrial Doctoral Centre for Offshore Re-
newable Energy（注13））という海洋エネルギーの導入促進に寄与するエンジニアを
養成するための4年間の博士課程プログラムが挙げられる。育成する人材を研究エ
ンジニア（注14）と定め、大学での研究活動と産業界の実プロジェクトとを連携させな
がら人材育成に取り組んでいる。その背景として、海洋再生可能エネルギーの促進
には経済性を持つ新しい技術や技能を開発することが求められる。その実現には学
際的に多様な専門分野を結集し、現在および将来の海洋再生可能エネルギーの課題
に取り組むためのスキル、知識、自信を持ったエンジニアや科学者を育成すること
が必要になると考えられている点が挙げられる。本プログラムは産業運営委員
会（注15）により運営され、また複数大学の協力体制のなかで取り組まれている。産業
界は工場でのインターンシップ、実習を経て、研究活動に従事することになる。
ここで紹介した海外の人材育成事例にいくつかの共通項が挙げられる。まず政府
の中長期目標に基づいた市場予測があり、そこから必要な人材の規模とスキルを想
定した雇用予測がある。そこで定義された人材を育成・確保するために、産官学が
連携し戦略的なプログラムを実現している。特に人材ニーズを持つ産業界が運営に
携わっていること、また複数大学が連携して多様な技術分野を網羅的に育成してい
ることが特徴的である。特に海洋開発を担う技術者については、求められる専門性
が高いため博士人材（注16）について言及されている点も特徴的である。

4 国内の取組み

国内の海洋人材確保と育成に向けた特徴的な取組み事例をいくつか紹介する。

1 国土交通省と日本財団における教材開発
広く海洋開発に興味を持ってもらい、将来の海洋開発を背負って立つ技術者がわ
が国に育つことを目的に、海洋開発人材育成のための教材開発（注17）が実施された。
導入編としての「海洋開発産業概論」、実際のプロジェクトに触れる「海洋開発ビ
ジネス概論」、工学的知識を網羅的に解説した「海洋開発工学概論」の教材が開発
された。また2021年には、海洋開発分野で求められるビッグデータ解析等デジタル
化への対応や、化学プラントの重大事故の経験からプロセスセーフティに基づく安
全管理といった新技術について、産業界の要望を踏まえ、プロセスセーフティとデ
ジタルトランスフォーメーション（DX）の章が教材に追加された。

2 洋上風力発電設備等の建設工事等の作業員教育訓練
海洋開発では、建設工事やメンテナンスなどさまざまな洋上作業が必要で、その
HSE 活動（注18）が重要となる。国土交通省では、諸外国の洋上作業安全活動における
教育訓練の調査や有識者による洋上風力発電設備等の建設工事やメンテナンスにお
ける事故等のリスクの検討を通して、洋上作業での安全面の一般的留意事項や応急
処置等の安全訓練をとりまとめた作業員の教育訓練ガイドラインを策定（注19）した。

注13
IDCORE : https : //www.id
core.ac.uk/

注14
Research engineer

注15
Industrial Steering Board

注16
博士課程教育を受けた高い専
門知識を持ち、研究機関や企
業などのイノベーションの創
出において力を発揮できる人
材。

注17
海洋開発人材育成のための教
材 開 発 https : //www.mlit.
go.jp/maritime/maritime_tk
7_000024.html

注18
作業現場に潜む災害の原因を
取り除き、作業員の安全管理
と HSE を図ることを目的と
した、事業者が作業員の協力
のもと組織的、体系的に構築
する HSE システム（管理シ
ステム）によって実践される
活動。

注19
https : //www.mlit.go.jp/mar
itime/maritime_tk7_000037.h
tml



海洋白書2022 第1部 海洋をめぐる取組み

第1節 海洋産業の人材育成 119

3 東京大学の取組み
東京大学大学院新領域創成科学研究科では、主に海底油ガス田開発分野において
技術動向を学び、また新たな技術開発に取り組む技術者やプロジェクトマネジメン
トができる人材を育成するため、2013年より資源開発会社、海運会社、造船会社、
エンジニアリング会社、船級協会から支援を受けて、海洋開発利用システム実現学
寄付講座を実施した。企業技術者や大学院生を対象とした海洋工学や資源工学に関
わる基礎講座や、現場経験のある企業や海外エンジニアによる技術セミナーが開催
された。この教育プログラム開発は寄付講座終了後も大学・大学院講義、リカレン
ト講義に活用されている。また産学連携を通した新たなテーマ創出および研究開発
の取組みを起点に、「柏海洋フォーラム」（注20）を開催し、オープンイノベーションと
博士人材育成が取り組まれている。

4 大学の風力発電に関わるアカデミー設立
洋上風力発電に関連する専門知識を持った人材の育成が期待されるなかで、複数
の大学で洋上風力人材の育成を掲げるアカデミーが立ち上げられている。北九州市
立大学では、世界的な拠点であるドイツのブレーマーハーフェン大学と学術交流協
定を締結し、風力発電を中心とした再エネ分野の人材育成に取り組んでいる（注21）。
2020年9月に設立された長崎海洋アカデミーでは、産業界で豊富な経験を持つ講師
陣や実海域フィールドセンターにおける実践的な教育機会を通して、5年間で1，600
人の育成を目指している。足利大学では風力発電アカデミーを創設、洋上風力発電
に必要不可欠な知識の習得に向けた1年間の短期集中講座が開講されている（注22）。

5 日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアム
日本財団におけるオーシャンイノベーションコンソーシアムでは、海洋立国を支
える専門技術を持った人材の育成と確保に取り組んでいる。本コンソーシアムには、
55機関（企業22社、大学28校、公的機関等5機関）が参加している（2021年7月22
日現在）。具体的には、海洋開発を理解する、知識・経験を身につける、国際性を
身につける、リカレント教育の4つを事業の柱と位置付け、主に大学生や企業のエ
ンジニアに向けたさまざまな取組みが実施されている。
大学生には、海洋開発分野に関心を持つ学生にセミナー等を通じて早期の段階で
アプローチしている。国内では現場体験セミナー、設計制作セミナー、プロジェク
トベースラーニングなどさまざまな参加型の体験セミナーが開催されている。また
大学生や大学院生を対象とした海外派遣支援に取り組んでいる。ノルウェー、スコッ
トランド、米国などの海洋開発で豊富な経験を有する地域で、海外の大学における
サマースクールや企業でのインターンシップを通じて、海洋産業の最先端の学びと
体験をするプログラムとなっており、これまで延べ約2，400名の学生が参加してい
る。その学生の多くが海洋開発関連企業に就職するなど大きな影響を与えている。
また企業のエンジニアを対象としたリカレント教育では、海外専門家等によるセ
ミナーや海外での技術者訓練機関など、現場に即した実践的な知識を習得する機会
が提供されており、これまで延べ約650名の社会人が参加している。また海外連携
技術開発プログラムおよびその研究助成を通して、海洋開発の先進国であるスコッ
トランド、米国、ノルウェー等との共同技術開発が実施されている。現場ニーズに
即した技術開発により海外へのビジネス展開が期待されるだけでなく、先端的な技

注20
東京大学の柏キャンパスで、
新領域創成科学研究科「海洋
技術環境学専攻」所属の研究
室間の交流を図るために2019
年から開催しているフォーラ
ム

注21
https : //www.kitakyu-u.ac.jp
/department/education/sdgs
/edu04.html

注22
https : //ashikagahuryoku.co
m/?page_id=54
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術開発を通した人材育成の機会にもなっている。

5 今後の海洋人材育成に向けた期待と課題

人材は産業にとって最も重要な資源であり、その育成は重要課題である。海洋産
業の分野に優れた人材を確保し、また育成することにより、産業の活性化、生産性
の向上、競争力の強化などの原動力となることが期待される。ここでは国内外の事
例の共通点を踏まえて、今後の人材育成に向けた期待を述べる。
人材育成には何より長期ビジョンが重要である。かつて、日本の海洋開発関連産
業はプラザ合意（注23）を起点とした円高進行により自国開発が断念され、人材育成の
仕組みや関連産業の根幹技術が途絶えてしまった経緯がある。一方で、現在の気候
変動やエネルギーの安全保障の観点から掲げられている海洋利用は、長期的視点か
ら必ず実現する必要のあるものである。短期的な業界環境に左右されない、政策ビ
ジョンが重要となる。
次に、その長期ビジョンに基づいた戦略的な人材育成が求められる。海洋人材に
必要なスキルは多様であり、また数万人規模で必要となる。英国における洋上風力
発電の戦略的育成のように、目指す産業規模を念頭に、そのライフサイクルを通し
て、どのようなスキルを持つ人材が、いつまでにどの程度の規模で必要とされるの
かを検討し、雇用予測に基づいた計画的な人材育成プランが議論されるべきである。
適切な人材育成プランの構築には、人材ニーズを持つ産業界と連携した人材育成
策が重要となる。海外事例では産業界からの助言会合の設置など、産業界が大学の
教育プログラムに携わる仕組みが確立されている。また海外の大学では、こうした
現場ニーズに基づいた教育プログラムが開発されている。一方、産業側では即戦力
を重視する姿勢が強まり、中長期的な視点に立った人材投資との両立が重要となる。
技術革新が進む分野で、求められる実践的なスキルと普遍的な知識の両立を、大学
を中心に産業連携や海外連携を通して実現していく仕組みが必要である。特に技術
革新が進むなか、必要となる知識は常に更新していかなくてはならない。人材育成
においても、短期的な視点に陥らず、陳腐化しない知識を体系化しつつ、最新動向
を把握するためのリカレント教育を展開していくことが重要である。
また海洋人材の育成においては、現場をよく知ることが重要となる。日本財団で

注23
1985年にニューヨークで行わ
れた先進5か国による為替
レート安定化に関する合意

図5―1―4 日本財団オーシャンイノベーションコンソーシアム設立時（左）とスコットランドのサマースクール修了式の様
子（中・右）

（出典：日本財団）
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第2節 海洋エネルギー産業の拠点形成を目指して
長崎における人材育成の取組み

取り組まれているような海洋フィールドでの実習や海外での研修など、開発を理解
する場を多くの学生が経験できることが重要になると考えられる。
今後の海洋産業では、環境・安全に配慮しまたデジタル技術を用いた効率化など
が求められており、異分野の良い技術を積極的に導入した高度な海洋利用が期待さ
れる。そのためには、多様な分野から技術者が集まるオープンイノベーションの仕
組みが重要となる。一方で関わる人材についても、従来の船舶海洋工学分野だけで
なく、さまざまな専門分野から人材を確保・育成していくことが求められる。今後
は、幅広い人材にアプローチする仕組み、そして異分野から海洋分野に参画するた
めにリカレント教育制度や人材流動性の確保が必要となるだろう。
上述のようなオープンイノベーションの重要性はさまざまな海洋開発プロジェク
トにおいて言及されている。産官学連携・異分野連携のなかで、新しい技術開発テー
マが創出されることが期待されている。こうした技術開発をリードするためには、
基礎研究を充実させ、また新たに生まれる融合領域の研究を推進する博士人材が重
要になると考えられる。IDCORE のように、高度な専門性と実践的なスキルを両立
した博士人材の育成にも注力が求められる。最後に、海洋人材と海洋産業の発展は、
鶏と卵の関係である。ここに正のスパイラルを生み出す必要があり、人材育成の基
盤を整備することにより、両者の健全な発展に期待したい。

（和田 良太）

1 海洋エネルギー産業のクラスター形成

「知識基盤型社会では、新たなクラスター（＝集積のあり方）が競争に大きな役
割を果たす」。『競争の戦略』（注24）で名高い米国の経営学者マイケル・ポーター博士
は、そう述べている。長崎は永らく海にまつわる産業で発展してきた。北海道の20
分の1しかない県土の面積に対して、北海道に匹敵する長い海岸線（4，184km）を
有し、島の数971、漁港と港湾
を合わせた数390、いずれも全
国1位であり、海洋国家日本に
おいて、長崎はアジアを望む最
前線に位置する海洋県である。
今日、政府は、「2050年カーボ
ンニュートラル、2030年GHG
46％減」を宣言し、2020年12月
15日には、政府・官民協議会よ
り「洋上風力産業ビジョン（第
1次）」が発表されている。2030

注24
マイケル・ポーター著、土岐
坤・中辻萬治・服部照夫訳、
ダイヤモンド社、1985

図5―2―1 長崎港
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年に10GW、2040年には30～45GWの洋上風力の案件を形成し、2040年までには国
内調達率60％を実現しようとするもので、日本において新たな「海」を使う産業が
生み出されようとしている。これまで、海とともに歩んできた長崎は、政府の脱炭
素社会実現の方針が明確になる前のかなり早い段階で、産学官で、「海洋エネルギー
産業の拠点形成（クラスター形成）構想（2014年度）」をまとめ、造船・プラント
や水産業など、これまで培った海にまつわる技術や経験、長崎の持つ広い海域を活
かした産業づくりに取り組んでいる。そこでは、単に大手企業のもとに下請けとし
ての企業城下町ができるという産業集積ではなく、冒頭に掲げた競争力のあるクラ
スターが形成されることが重要であると考えている。

2 イノベーション環境の改善から

海洋エネルギー産業のクラスターの形成に向け、最初に取り組んだのが、「イノ
ベーション環境の改善」である。具体的には、実海域を海洋再生可能エネルギーの
技術実証の場とする取組みで、先行する事例として2003年にスコットランドの北、
約70の島々で形成されるオークニー諸島に創設された欧州海洋エネルギーセンター
（EMEC）（注25）がある。長崎は EMECへの訪問も含めた交流を続け、2014年7月15日
には、内閣府より国内最初の海洋再生可能エネルギー実証フィールドとして3海域
（五島列島の椛島沖、久賀島沖、江島・平島沖）が選定を受けた。これらの海域で
は、これまで、浮体式洋上風力や潮流発電、漁業との共生をはじめ、海洋分野の技
術実証プロジェクトが展開されている。
「イノベーション環境の改善」において、特に重要となるのは大学である。長崎
大学では、2016年4月、学長直属の海洋分野の研究組織として海洋未来イノベーショ
ン機構を立ち上げ、工学系、水産・海洋系、環境科学系の研究者が協働して研究と
教育を推進していく体制を整備し、①海洋産業創出のための産学官連携拠点の形成、

注25
European Marine Energy
Centre

図5―2―2 長崎海洋エネルギー産業拠点形成ロードマップ（構想）



海洋白書2022 第1部 海洋をめぐる取組み

第2節 海洋エネルギー産業の拠点形成を目指して 123

②世界をリードする総合的な海洋研究拠点の形成、③海洋産業を担う研究者・技術
者の育成などを柱に研究教育活動を展開している。また、長崎総合科学大学におい
ても、新技術創成研究所のもとに海洋エネルギー研究センターが創設され、両大学
の連携によるプロジェクトも動き出している。
クラスターの形成においては、「イノベーション環境の改善」により、企業の海
洋産業への参入や、域外からの技術や企業の流入等を通じた企業の集積が生み出さ
れることを意図している。前述の「海洋エネルギー産業の拠点形成（クラスター形
成）構想」等に呼応して、2014年6月にはNPO法人長崎海洋産業クラスター形成
推進協議会が発足し、現在約80社の企業が参加している（図5―2―2）。

3 人材育成への取組み

クラスターの形成過程において、人材は大変重要な要素である。欧州ではすでに
大きな産業となり、今後アジアが圧倒的な市場となる洋上風力においては、アジア
をリードする人材の育成や集積が急務と考えられる。2019年3月20日、長崎の産学
官は、日本財団との連携により、「日本財団オーシャンイノベーションプロジェク
ト・長崎海洋開発人材育成・フィールドセンター」を長崎大学のキャンパス内に開
設することを発表した。
拠点施設の整備やカリキュラム・教育体制の準備等を行い、2020年10月に、アジ
アで最初となる洋上風力の人材育成拠点として「愛称：長崎海洋アカデミー」（注26）

をオープンさせた。運営をNPO法人長崎海洋産業クラスター形成推進協議会が担
い、実践的な知識や技術を学ぶ5つのコースをスタートさせ、2021年度中には、さ
らに、2つのコースを新設する予定である。開講済みの5つのコースのうち「総論
コース」と「事業開発コース」は、オランダのデルフト工科大学との連携で創設さ
れた社会人育成機関DOBアカデミーの教育メソッドを長崎に技術移転し、欧州に
おける実践型教育を、日本において受けられる体制を整えている（図5―2―3）。

注26
https : //noa.nagasaki.jp/

図5―2―3 長崎海洋アカデミーの概要
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さらに長崎大学では、2019年4月より大学院教育として、「海洋開発産業概論」
を必修科目とした「工学研究科」と「水産・環境科学総合研究科」の学生が相互に
関係科目を履修できる「海洋未来イノベーション教育プログラム」をスタートさせ
るとともに、2022年4月からは、正規の大学院コースとして「海洋未来科学コース」
を創設し、水産学系・環境科学系・工学系の学生が、海洋の現場で求められる学際
的・専門的知識を包括的に修得できる教育体制を構築する。今後は、長崎海洋アカ
デミーにおける社会人教育と長崎大学の大学院コース「海洋未来科学コース」の連
携により、持続可能な海洋の利用に資する高度で実践的なスキルを身につけた人材
を輩出する機能を強化し、人材の面からも、クラスター形成を促進させていく。
欧州に目を向けると、さらに進んだ取組みが先行している。2011年からスタート

しているエジンバラ大学を中心とする IDCORE の取組みである。4年間の博士課程
であるが、1年間の座学ののちは、3年間、産業現場の先端的な技術テーマを対象
に、企業の現場で研究者として働きながら、技術テーマに取り組むもので、その間
は、IDCORE より十分な報酬も与えられる。大学と企業の双方の指導者が連携して
指導にあたり博士号を認定する「エンジニアリングドクター」が生み出されている。
この取組みには、ベンチャー企業から大手電力会社まで幅広い企業が参加し、資金
的支援をはじめ技術課題や経験の場の提供など、産学の連携による次世代人材育成
システムが構築されている。長崎大学は、このエジンバラ大学をはじめとした欧州
の大学と包括連携協定を結び、日本版 IDCORE を目指している。

4 脱炭素社会とフロンティアとしての海洋

2021年10月末から11月にかけて英国のグラスゴーで開催された国連気候変動枠組

図5―2―4 長崎海洋アカデミーの授業の様子
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条約第26回締約国会議（COP26）では、パリ協定の重要性が改めて認識されること
となり、1．5度が達成すべき世界共通の目標として共有された。さらに、CO2の排
出枠を「クレジット」として市場で取引きする仕組みなどを主とするパリ協定第6
条の実施に向けた詳細な規定（ルールブック＝実施指針）が合意され、市場メカニ
ズムを通じた温室効果ガスの削減を加速する基盤が整った。
日本においても、COP26に先駆けて、2021年10月22日、地球温暖化対策計画が改

定され、2050年の脱炭素、2030年の温室効果ガス削減46％を実現するための計画が
閣議決定された。これまでの26％減の目標を大幅に引き上げるものである。併せて
同日、「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が閣議決定された。また、
環境省・経済産業省等で「カーボンプライシング」や「カーボンクレジット」に係
る検討が進められている。これまで、迷惑財としての位置付けしか持たなかった CO2
から、「CO2を削減することが価値である」として、炭素削減の価値が市場に評価
される時代となってきている。
洋上風力の分野では、再エネ海域利用法に基づく事業者の公募が行われていた「秋
田県能代市、三種町及び男鹿市沖」「秋田県由利本荘市沖」「千葉県銚子沖」の3か
所について、2021年12月24日に選定事業者が発表され、3か所とも三菱商事エナジー
ソリューションズ（株）を代表企業とするコンソーシアムが選定され、3か所合わ
せると約1．7GWの規模で、12．6MW／機の風車134機が、2028～2030年に運転を開
始する計画となった。わが国でもついに本格的に洋上風力という海洋開発により、
海のポテンシャルを活かした脱炭素への貢献が具体化していく。しかも選定事業者
の提示した発電価格は、時代を先取りした低い価格（注27）であった。本事業は、官民
が共通の目標として掲げる2040年国内調達率60％や漁業等と共存共栄の事業実現に
向けた最初の本格的案件となるべきものである。今後の展開に注目したい。
今後、世界が脱炭素に向かうなか、国際的なカーボンクレジットの市場が生まれ

「CO2を削減する価値」が国際的に流通する時代における「CO2の削減余地とその削
減を実現する技術や取組みの有無」が、国や産業の競争力に影響を及ぼす時代がく
る可能性もある（注28）。
日本は、国土面積では世界第61位であるが、領海および排他的経済水域（EEZ）
を合わせた面積は世界第6位とされている。2020年に（一社）日本風力発電協会か
ら示されたわが国の洋上風力のポテンシャルは着床式で約128GW、浮体式におい
ては、約424GWと試算されている。着床式では東北・北海道（合計63．7GW）に大
きなポテンシャルがあるが、浮体式になると、東北・北海道（合計144．9GW）よ
りも、中国・九州（212．4GW）の沖合のポテンシャルがはるかに大きく長崎とし
ては注目している。また、長崎をはじめ離島部等には、潮流発電のポテンシャルも
存在している。
このように、海洋再生可能エネルギーや脱炭素化を考える時、海洋を改めて大き
な可能性を持つこれからのフロンティアとしてとらえ、海を知り、海を持続可能な
かたちで活用するための技術開発や人材が重要である。海洋という特徴を持つ長崎
においては、大学等を中心に、次世代技術にもチャレンジしながら、脱炭素への貢
献を視野に、海洋分野の人材の育成に取り組み、海洋エネルギーをはじめとした海
洋分野のクラスター形成に今後とも努力していくことが重要であると考えている。

（森田 孝明）

注27
選定において評価点のうちの
半分を占める価格点で、他を
圧倒する価格（11．99円／kWh
～16．49円／kWh）が提示さ
れ、これが選定の大きな要因
となった。なお、上限価格は
29円／kWh であった。

注28
カーボンクレジット市場の検
討においては、プロジェクト
由来のクレジットを視野に入
れた議論も行われており、
DAC（Direct Air Capture：
大気中の CO2を直接回収する
脱炭素実現に向けた技術）や
ブルーカーボン（藻類等の海
洋生態系により吸収される炭
素）等にも目が向けられてき
ている。今後はたとえば、海
中からの CO2の回収という技
術も議論に上ることが考えら
れる。
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海洋分野の強化とジェンダー平等

海洋科学におけるジェンダー不平等はどこに？

世界海事大学（WMU）は、主に開発途上国におけ
る海事専門家のリーダー育成を目的として、国際海事
機関（IMO）によって1983年に設立された大学院大学
である。女性の船員は全体の約1％と言われるように
海事分野はいまなお男性中心の産業であるが、ス
ウェーデン南部のマルメ市の同大学キャンパスに学ぶ
毎年約55か国130名前後の学生のうち3割は女性であ
る。経済、環境、社会、技術の変化に柔軟に対応し得
る持続可能な海事産業には優秀な人材、ことに女性の
活躍が欠かせない。WMUは歴代最初の女性学長であ
るクレオパトラ・ダンビア＝ヘンリー氏のもと、ジェン
ダー平等を推進し、女性の海事リーダー育成に積極的だ。
WMUで学ぶ学生の多くは奨学金を得ており、なか

でも日本財団による「WMU笹川奨学金事業」は最大
で、1987年より毎年、奨学生を受け入れている。当初
は年間10名程度の奨学生で運営されたが、現在では年
間約30名、2021年12月現在の累計で81か国730名の奨
学金受給者（WMU笹川フェロー）を数える注1。さら
に全体では、171か国5，634名にも上るWMU卒業生か
らなる国際ネットワークが最大の強みである。海事の
みならず広く海洋の諸問題を多角的に考えて実行に移
すことができる若いリーダーの育成は急務だ。
設立35周年の節目に合わせ、海事分野に特化してき

たWMUは海洋分野を強化するべく、日本財団の支援
を得て、2018年にWMU笹川世界海洋研究所（GOI）
を併設した。GOI は、海洋に関わる研究、産業、法規
制、ガバナンスなどの専門性を学際的に束ねる中心的
役割を担う存在として期待されている。

GOI では海洋を取り巻くさまざまな研究分野に取り
組んでおり、なかでも力を入れているのが「持続可能
な開発のための国連海洋科学の10年に向けた女性のエ
ンパワメント」というプログラムである。2019年に
WMUが主催した「第3回国際女性会議―海事社会に
おける女性のエンパワメント」において、カナダ政府
が同プログラム開設を発表し、日本財団も支援してい
る。目的は、海洋科学におけるジェンダー平等と女性
のエンパワメント、そして海洋科学のガバナンスシス
テムにおけるジェンダー平等の二本柱を軸に据えてい
る。3年間のプログラムの成果物として、海洋科学に
おけるジェンダー平等に向けた戦略とアクションプラ
ンを提供することになっている。
ユネスコ政府間海洋学委員会（IOC―UNESCO）が発

表した「グローバル海洋科学報告書2020」によると、
2015～2018年に海洋科学の会議やシンポジウムに参加
した海洋科学研究者を調査したところ、世界平均で女
性の割合は38．6％だった。最も多かったクロアチアの
63％とは対極的に、日本の女性比率は12％となってお
り、40か国中で最下位だった。このように、日本の海
洋科学におけるジェンダー平等は、世界的にみて最低
レベルであることが数値に表れている注2。
一方で、海洋科学に貢献する女性については、わか
らないことが多い。海洋科学の女性研究者の割合につ
いて最も権威のあるデータは、グローバル海洋科学報
告書によるものだが、データの存在する国が限られて
おり、会議やシンポジウムの参加者リストから数を算
出しているので、実際の研究者数は不明である。このよ
うに信頼性のあるデータが欠如していることは、ジェ
ンダー平等を目指すうえで大きな課題となっている。

科学一般にジェンダー不平等は報告されているが、

コラム 10「国連海洋科学の10年」と女性

WMU友の会ジャパン入会証授与式の様子（2019年）

WMU笹川世界海洋研究所（GOI）の開設式（2018年）
左から、クレオパトラ・ダンビア＝ヘンリー学長、笹川陽平日本財団
会長、キタックリム IMO 事務局長、イザベル・ローヴィン副首相兼ス
ウェーデン政府国際開発協力・気候変動省大臣（役職名は現職）
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「国連海洋科学の10年」アクションに選定

海洋科学におけるジェンダー不平等は一体どこに見ら
れるのだろうか。この問いにはっきりと答えられる人
は多くない。なぜなら、データが不足しているからだ。
海洋科学分野における女性の活躍が限定的と言われ

るのはなぜだろうか。GOI の「持続可能な開発のため
の国連海洋科学の10年に向けた女性のエンパワメン
ト」プログラムのもとでは、その原因を探るべく3つ
の研究プロジェクトを実施している。
1つ目の研究は、海洋科学を推進する政府間組織に

おいてジェンダー平等がどのように実施されているか
を調査している。ここでいう政府間組織とは、IOC―UN-
ESCO、国際海底機構（ISA）、国際連合食糧農業機関
（FAO）、公海連合（HSA）、国際自然保護連合（IUCN）、
国連海事海洋法課（UN DOALOS）他を指す。海洋科
学のガバナンスシステムの要となる政府間組織におけ
るジェンダー平等の実施状況を調査し、より効果的な
政策と協力体制について考察する。
残り2つは博士研究で、それぞれ別の事例研究と

なっている。1つ目は、国際海洋探査会議（ICES）と
いう120年の歴史を持つ政府間組織に関する事例研究
だ。ICES の組織構造や活動実施の決定にジェンダー
平等が反映されているかを調査し、さらにアクション
リサーチという実践的研究手法を用いてジェンダー平
等の啓発活動を実施しながら、組織改善への影響を考
察する。また、2つ目の事例研究は開発途上国ケニア
の海洋科学ガバナンスに関するもので、大学の海洋科
学系学部、大学院、研究所、政府機関等の女性比率を
割り出し、ジェンダー平等の方針や基準が男女構成比
やキャリアに影響するかを調査する。
以上のように、本プログラムでは、政府間レベル、

国家レベル、組織レベルと3つの異なるレベルから海
洋科学のジェンダー平等にアプローチしている。これ
らの研究に共通する哲学的思考には、エコフェミニズ
ム（自然が人間に、女性が男性に従属的に扱われる共
通した社会経済的問題をエコロジーおよびフェミニズ
ム運動の双方から問題視する思想）や、フェミニスト
政治生態学（開発や資源利用等において、ジェンダー
を含めた社会要因がもたらす異なる知識、権利、政治
活動の重要性を説く思想）等があり、こうした既存の
哲学的思考を、海洋科学におけるジェンダー研究に適
用して問題を多角的に考察している。

本プログラムは「国連海洋科学の10年」に先立って、
海洋科学の発展における女性の役割を強化すべく2019
年末にスタートした。さまざまな政府間機関と連携し、
意見交換をするなかで、その重要度も認知され、2021

年夏に IOC―UNESCO より「国連海洋科学の10年」ア
クションに認定された。正式な認定が下りたことで、
本プログラムの影響力もさらに大きくなったといえる
だろう。基本的な方向性は変わらないものの、継続し
て海洋科学のジェンダー平等に取り組むにあたり、新
しいビジョンや方向性も見えてきた。
まずグローバル・サウスと呼ばれる南アメリカ、ア
ジア、アフリカ、オセアニア地域との連携協力は、「国
連海洋科学の10年」の成功の を握っているといえる
ほど重要だ。現状のプログラムでは、ケニアの事例研
究以外はグローバル・サウスに直接関与はないが、北
米やヨーロッパ中心の海洋科学だけで地球をとりまく
海の諸問題の解決策を導き出すことは困難だ。
次に海洋科学に関連する民間企業との連携協力だ。
海洋科学は政府や研究機関等の公的機関のイメージが
強いかもしれないが、ブルーエコノミーに含まれる海
洋ビジネスには漁業、養殖、海運、原油・ガス・鉱物
等の海底資源、海洋バイオテクノロジー等があり、経
済規模は毎年2．5兆ドルと言われる注3。大きく成長を
続けるブルーエコノミーを後押しする民間企業を抜き
にして、ジェンダー平等や女性のエンパワメントは語
れない。現状のプログラムは公的機関が主なターゲッ
トだが、将来的に民間企業とどんな連携協力が可能か
を考える必要があるだろう。
また、プログラム開設を発表したカナダ政府の意向
もあり、ジェンダー平等とともに、先住民による海洋
科学への貢献も考慮することになっている。しかし実
際にプログラムを進行するにあたり、先住民の要素を
どのように考慮するかは簡単ではないとわかった。既
存の海洋科学のガバナンスは先住民の要素を含んでい
ないことが多く、意識的に計画する必要がある。
このように、「国連海洋科学の10年」アクションに
認定されたと喜ぶ一方で、本プログラムの社会的説明
責任は大きく増し、既存の枠組みや予算には到底見合
わないような規模のステークホルダーを巻き込む必要
性を示唆している。本プログラムは当初の目的を果た
すのが第一であるが、その先の先を見据えて、第二弾、
第三弾のプログラムはどんなニーズに応えるのかをい
まから考えておくことは重要だ。 （北田 桃子）

注1：WMU 笹川奨学金事業は、現在では笹川平和財団海洋政策研究所で
担われている。奨学生候補者の選考、WMU 到着後先輩期・後輩期の交流
を促すためのオリエンテーション、日本の海事・海洋社会の現状を伝え
国土交通省海事局および日本財団を訪問する笹川奨学生日本研修、卒業
に際し WMU 笹川フェローとして迎え入れる WMU 友の会ジャパン入会
証授与式といった定例イベントのほか、卒業後も各フェロー同士がつな
がり続けるためのニューズレター発行や地域会合等が実施されている。

注2：IOC-UNESCO.（2020）. Global Ocean Science Report. p29
日本語概要版（https : //unesdoc.unesco.org/ark : /48223/pf0000375148_j
pn）

注3：Hoegh-Guldberg, O. et al. 2015. REVIVING THE OCEAN ECON-
OMY : The case for action―2015. WWF International, Gland, Swit-
zerland., Geneva, 60 pp.
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セーリング競技と海洋情報の創出

海洋情報の活用に向けて

東京2020オリンピックのセーリング競技について、
東京大学大学院新領域創成科学研究科の早稲田卓爾教
授の研究室が東京大学生産技術研究所デザインラボ、
（国研）海洋開発研究機構（JAMSTEC）アプリケーショ
ンラボと協力して海洋情報の提供を行った経験を踏ま
え、海洋情報の創出と活用について考察する。

セーリング競技は、レース海面と呼ばれる直径数キ
ロメートル程度のエリア内であらかじめ決められた地
点を通過し、いかに速くゴールに到着するかを競う。
鍛え抜かれた選手たちの体力と操船技術も見所だが、
競技を特徴付けるのは、やはり刻一刻と変化する気象
海象を冷静に見極め、ゴールまでの最適航路を読み解
く知的戦略性の高さであろう。
早稲田研究室は2008年北京大会と2012年ロンドン大

会でセーリング競技のサポートを続けた。これまでの
レース海域では規則的な潮流が支配的で、潮の満ち引
きに伴う流れは比較的予測が容易であった。しかし、
東京大会のセーリング競技会場である江の島周辺の流
れは複雑さを極めていた。規則的な潮流の強さは限定
的である一方で、沖を流れる黒潮の影響に加えて、季
節や河川の影響も受ける。そして、突発的な強い流れ
を伴う「急潮」と呼ばれる現象も稀に発生する。
江の島を擁する相模湾内には東京大学平塚沖総合実

験タワーや神奈川県水産技術センター城ヶ島南西沖ブ
イがあり流速の連続観測を行っているが、江の島とは
場所が異なり明確な相関は見られなかった。また、相
模湾では海上保安庁海洋情報部による海洋短波レー
ダーも運用されており、江の島付近の情報も得られる。
しかし、タワーやブイでの現場観測に比べるとノイズ
が大きい。季節的な変化や黒潮との関係を科学的に考
察する場合にはデータの平均処理等を行いノイズを低
減させることもできるが、セーリング競技に求められ
るのは局所的かつ短期的な情報であった。つまり、競
技に活用できる海洋情報を創り出す必要があった。
（公財）日本セーリング連盟では以前から簡易的な
GPS 記録計を取り付けた「潮棒」を用いてレース海
域の流れに関するデータを収集していた。東京大会に
向けては、東京大学生産技術研究所デザインラボが汎
用的なマイコンを用いて機器を製作し、シンプルな操
作で測定結果がわかりやすい機器を提供し、セーリン
グチームが練習する際などに活用した。また、「潮棒」
をレース海面に十字形状に計40ほど展開し、局所的な
流れの変化を把握する取組みも行い、目的に沿った海
洋情報を創り出した。そして、JAMSTEC アプリケー

ションラボでは江の島海域を対象とした高解像度領域
海洋モデルを構築し、海流予測情報を提供した。

セーリング競技で重要視される海洋情報はやはり
レース時間帯の流れの予測情報である。海流予報情報
が活用されるには少なくとも二つの大きな課題があ
る。第一の課題は予測情報の精度である。沿岸域の海
流予報は複雑な地形や河川の影響、陸地の影響等によ
り、外洋に比べて難しい。また、観測情報の少なさが
際立ち、精度検証にも限界が見られた。第二の課題は
予測情報を選手がレースに活用することである。体感
できる風と比べて海流は船の上で感じることが非常に
難しい。これは、予報情報を頭にいれて海に出ても、
その予報が合っていたのかどうか確信を得るのが難し
いことを意味する。
競技支援を振り返ると、上述した課題である予測情
報の精度検証と情報の活用にはまだまだ改善の余地が
ある。双方に最も効果的なのは連続的かつ継続的な海
洋観測であろう。継続的な観測が予測情報の精度検証
に活用できるのは明らかであるが、海洋情報の利用を
考えても効果的だと思われる。感覚で捉えるのが困難
な流れの情報を客観的に把握できるからだ。これまで
海洋観測は機器の価格やブイの係留費用といったコス
トの面から実施が非常に限定されていた。しかし最近
では各種センサや電子機器の小型化・低価格化が進ん
でおり、より手軽かつ頻繁に海洋を知ることのできる
時代が近い将来訪れることが期待される。いつでも気
象海象条件を客観的に把握できる環境下で感覚とデー
タをつなげ、それを反
復することがセーリン
グ競技のみならず海洋
情報の活用には有効で
はないかと考える。

（小平 翼）

コラム 11 東京2020セーリング競技と海洋情報

水中カメラで撮影した計測機器。
測定機器が流れに追随するよう、
水面下に抵抗体を取り付けるなど
の工夫をしている。

江の島における表層流計測試験の様子。多様な機器を試験し、東
京2020に向けてレース海域内の海面近傍の流れを計測した。



未来へ繋げ
東京2020五輪レガシー
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新型コロナウィルス感染症のパンデミックにより1年遅れで開催された「東京2020オリン
ピック･パラリンピック競技大会」。オリンピック（2021年7月23日～8月8日）は33競技339
種目、パラリンピック（8月24日～9月5日）は22競技539種目と、いずれも過去最多の種目
数が実施された。そんななか、オリンピック初採用のサーフィン競技では男子の五十嵐カ
ノア選手が銀メダル、女子の都筑有夢路選手が銅メダルを獲得。また10種目が行われた
セーリング競技では470級で男子、女子ともに7位入賞を果たした。東京2020大会の熱戦
は日本の海洋スポーツにどんな影響を与えたのか。セーリング競技を例に見てみたい。
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1. 東京2020大会のレース海面は神奈川県江の島沖の相模湾
2. レース終了後メダリスト3人が集い健闘をたたえ合うフィン級
3. ウインドサーフィンのRS:X級もセーリング競技種目
4. 最終レースを終えた女子470級7位入賞の吉田愛・吉岡美帆組
5. 双胴艇のナクラ17級は男女各1名がペアを組むミックス種目
6. セーリング競技最多の44艇が出場した女子レーザーラジアル級
7. 11レースを戦い7位に入賞した男子470級岡田奎樹・外薗潤平組
8. 国旗が描かれたセールを揚げてレースをする高速艇の49er級

1

2

5

3

6

4

7

8
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　東京 2020 オリンピック競技大会のセーリング競技は、
2021年7月25日～8月4日に実施された。競技会場となっ
たのは神奈川県藤沢市の江の島ヨットハーバーだ。
　江の島ヨットハーバーは前回の東京大会、すなわち
1964 年のオリンピックでセーリング競技 *1を行うため
に建設された施設で、選手や競技役員を迎え入れるため
に同年に設立されたのが「江の島ヨットクラブ (EYC）」
である。日本を代表するヨットクラブの一つ EYC には、
1965 年に発足したジュニア部会がある。五輪を機に親交
を深めたデンマークのヨットクラブからOP 級 *2が寄贈
されたことをきっかけに、日本初の本格的なジュニアヨッ
トクラブとして活動を始めた。
　1964 年大会のレガシーである江の島ヨットハーバーで
半世紀以上にわたり活動を続け、これまでに 600 人以上
のセーラーを育成してきた「江の島ヨットクラブジュニ
ア (EYCJ)」。現役のジュニアセーラーたちは昨夏、江の島
が再びオリンピック競技会場となったことにどんな刺激
を受けたのだろうか？
　江の島ヨットハーバーでは 2018 年から毎年、世界の
トップ選手が参加するグレード 1*3の国際大会「セーリ
ングワールドカップシリーズ」が開催されてきた。来る
オリンピックに向けた準備のため大会に合わせて長期滞
在する選手も多く、同じハーバーを利用するジュニアセー
ラーたちは、海外選手や日本代表選手と一緒に写真を撮っ

たり、ライフジャケットにサインをしてもらったり、「メ
ダリストに金メダルを触らせてもらったこともある！」
と、活発に交流していた。
　そんな環境もあり EYCJ のメンバーはオリンピックに
関心が高く、応援している選手を聞くと「（レーザー級の）
南里選手」「（470 級の）岡田選手」「（レーザーラジアル
級の土居）愛実ちゃん」「オーストラリアのマット」と次々
と名前が挙がるほど。しかし新型コロナウイルスの出現
で状況が一変した。
　2020 年に予定されていた国際大会は中止となり、東京
2020 大会は 1年延期、そして無観客に。さらに会場整備
のため、大会開始の 3か月前には江の島からの一時移転
を余儀なくされた。「残念ながらオリンピックの盛り上が
りを直に感じることはできませんでした」と話すのは指
導者の高宮元人さんだ。「船台の回収など選手の出艇サ
ポートや、間近でレース観戦をできればどれほど子ども
たちの刺激になったか」と続ける。
　それでもホームポートで開催されるオリンピックの雰

江の島で開催された二度目の五輪

次世代への継承
江の島ヨットクラブジュニア

2008年北京五輪レーザー級日本代表の
飯島洋一さん（右）もEYCJコーチの一人
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囲気を少しでも味あわせてあげたいと企
画したのが、男子 470 級代表の岡田奎樹
選手、外薗潤平選手、男子 RS:X 級代表の
富澤慎選手への壮行会だ。感染対策のた
め屋外で、参加人数をしぼり、花束贈呈
だけの短時間のセレモニー。3選手が所
属する企業のコーチである関一人さんが、
EYC のメンバーであることから実現した
ささやかな交流だった。
　大会期間中は一度だけ遠くからレース
観戦をした。どうだった？　とその時の
感想を聞くと「速かった！」「470 級のレースで、追い風
で日本チームがどんどん抜いていた！」「日本がけっこう
すごかった！」と我先に口を開く。遠目で見ただけでこ
んなに興奮するのだから、観客を入れた開催だったらど
んなに良かっただろうか。

  「無観客開催は残念でしたが、子どもたちはこれから徐々
に江の島でオリンピックをやったということに目覚めて
いくのではないでしょうか」と話すのはジュニア部会長
の山下勝さんだ。「そのためには大事なのは継承ですね。
ハード面ではセーリングセンター *4が建てられました。
ソフト面では EYC の先人たちがそうしたように、我われ
が折に触れて東京 2020 を語り継ぐことでジュニアの記
憶も補強されていくと思います」と続けた。
　EYCJ の歴史では極端にレース指向に傾いた時期もあっ
た。しかし二度のオリンピックを経て、今こそ原点回帰
をするべきではないかと山下さんは考えている。「小沢吉
太郎さん *5が設立した当初はヨットに乗るだけでなく海
洋教育、カッターボートや水泳で体を鍛えるカリキュラ
ムもあったそうです。同じことはできないとしても、ヨッ
トに乗ると体も鍛えられ、精神も鍛えられ、勉強もがん
ばれることを体験してもらいたいです。レースに夢中に
なってもいいし、競わずに海を楽しんでもいいですから」。
ジュニアを卒業しても長くヨットを続けて欲しいという
のが山下さんをはじめとする関係者の共通の願いだ。
　2021 年時点の EYCJ メンバーは小学 2年生から中学 3
年生まで約 50 人。藤沢市内在住もいれば東京から通う
メンバーもいる。親がヨット経験者もいればそうでない
子どももいる。ただ特筆すべきは、EYCJ にはオリンピア
ンの保護者がたくさんいることだ。先述の五輪代表コー
チ、関さん ( アテネ五輪男子 470 級銅メダリスト ) も保
護者の一人。ほかにも複数おり、コーチとして直接指導

してくれたり、質の高
いレース運営を仕切っ
てくれたりしている。
　そんな恵まれた環
境を知っているのか
いないのか、ハーバー
内をかけ回る子どもた
ちに将来の目標を聞く
と「うーんとメダリス
トになりたい。オリン
ピックじゃなくても」
（55 期生 武田禮）、「来
年の全日本に行って、
上位に入って、代表選考にも行って、最後は世界選手権
に行けるようにがんばりたい」（53 期生 飯島来海）、「日
本代表になって世界選手権へ行って、世界の選手と語り
合ったり戦ったりしたい」（54 期生 武井太陽）、「中学 2
年か 1年の時に世界選手権で 3位以内にはいる。今は小
学 4年だけど」（55 期生 松永虎太郎）、「将来の目標はオ
リンピックに出ること。近い目標は世界選手権に行くこ
と」（53期生 畠中紗英）という力強い答えがかえってきた。
　実は EYCJ 卒業生のオリンピアンは、まだ一人しかい
ないのだとか。東京 2020 大会のジュニア世代から未来
のオリンピアンが誕生することを期待しようではないか。

*1　セーリング競技。1900 年の第 2回パリ大会から正式種目となり
「ヨット競技」として実施される。2000 年の第 27 回シドニー大会か
ら「セーリング競技」に名称変更された。
*2　OP（オプティミスト）級。世界中で普及している安定性が高い
一人乗りのジュニア用入門艇。
*3　グレード 1大会。セーリング競技の国際統括団体ワールドセーリ
ングが認定する大会レベル。グレード 1は参加基準が最も高い。
*4　セーリングセンター。江の島ヨットハーバー内に建設された鉄筋
3階建ての建物。マストを立てたままディンギーを収納できる艇庫や、
レース運営室などが配置されている。
*5　小沢吉太郎。戦前からヨットに親しみ、1952 年ヘルシンキ五輪
のセーリング競技団長を務め、1966 年東京五輪ヨット競技の開催準
備を指揮するなどセーリング競技発展に尽くした。江の島ヨットク
ラブジュニアの創始者でもあり、国内にOP級ヨットを広めた功績
から日本のOP級ヨットの父とも言われる。

出でよ、未来の五輪セーラー
EYCJが企画した代表選手壮行会の一コマ

山下 勝 江の島ヨットクラブ ジュニア部会長

保護者やコーチなどに支えられて
活動するジュニアメンバー

写真提供：EYCJ
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　東京 2020 大会のセーリング競技開催地が神奈川県藤
沢市の江の島ヨットハーバーに決定したのは、開催都市
決定の 2年後となる 2015 年 6 月のことだ。当初、東京
大会のセーリング競技は若洲ヨット訓練所（東京都江東
区）を拡充して行われる計画だった。しかし、整備コス
トの高騰による東京都の会場整備計画の見直しや、若洲
ヨット訓練所の航空管制権の調整の問題などから代替え
会場を検討することになり、国内数か所の立候補地のな
かから選ばれた。
　江の島ヨットハーバーが二度目のオリンピック会場に
承認された大きな理由は、ここが 1964 年大会のレガシー
であり、それ以降、全日本や国際大会など数多くのヨッ
トレースが開催されてきた実績があ
るからだ。世界にはオリンピックを
複数回開催している都市が東京以外
にもあるが、セーリング競技が同じ
会場で行われるのは希少とのことで
ある。
　2017 年 4 月、神奈川県はスポー
ツ局内にセーリング課を設置。オリ
ンピック開催に向け大会組織委員会
や既存利用者との調整、機運醸成事
業などを手がけてきた。セーリング

課が企画し行ってきた機運醸成事業は次のとおりだ。

●セーリング海上体験
江の島ヨットハーバー等において、小・中学生、障
がいのある方や親子、一般向けの海上体験会を実施。
2016 ～ 2019 年度の 4 年間で合計 26 回開催し、のべ
970 人が体験。
●セーリング訪問教室
県内の小学生を対象に選手が競技の魅力を伝え、模型
を使ってヨットが走る仕組みを実験するワークショッ
プなどを盛り込んだ訪問教室。2018 年度は 6校で参加
364 人、2019 年度は 15 校で参加 1,185 人が体験
●レース観戦
江の島沖で開催されるヨットレースを解説付きで海上

セーリング課を設置した神奈川県

フランスチームと県民の
交流イベント

葉山町立一色小学校で子どもたち
と交流する男子 470 級チーム

オリンピックムーブメントの継承
地方自治体の取組み

写真提供：神奈川県
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から観戦し、競技の魅力や迫力を体験するイベント。
2018 年には 1 大会で 95 人、2019 年は 2 大会で 4 日
間計 206 人が観戦

●セーリングキャラバン
県内各地のイベントにブースを出展し、セーリングワー
ルドカップや東京 2020 大会などについて周知。2018
～ 2019 年度の 2年間で県内 46 か所イベントでブース
を出展

●セーリング選手との交流イベント
相模湾で事前練習を行う海外のセーリング競技選手や
関係者と、児童・生徒・地域住民との交流イベント。
2017 ～ 2019 年度にかけてアメリカ、ノルウェー、フ
ランス、オーストラリア、香港、スペイン、ドイツ、ニュー
ジーランドなどとの交流イベントを計 15 回実施

　セーリング競技開催に特化した課を設置しオリンピッ
ク開催に向けきめ細かい対応を行ってきた神奈川県。県
民の関心も高まり手応えを感じていたが、新型コロナウ
イルスの感染拡大で 2020 年以降は計画どおりに進まな
い事業もあった。しかし江の島ヨットハーバーで二度も
オリンピックが行われたことは県の大きな財産、まさに
レガシーである。
　オリンピック競技開催地、神奈川県のアピールポイン
トの一つとして、県は大会後も継続してセーリング普及
に関わる事業を行う予定である。2022 年度は県内のヨッ
トハーバーやマリーナを拠点としたセーリング海上体験
会、江の島ヨットハーバーで開催されるセーリング大会
に合わせたイベントを計画し、県内外に向けセーリング
県・神奈川の浸透を目指す。
　　

　2021 年 11 月 27 日「東京 2020 オリンピック競技大
会・セーリング競技開催記念モニュメント移設記念式典」
が江の島ヨットハーバーにて行われた。 ヨットの帆を
イメージしたテラコッタのモニュメントは、東京大会の
セーリング競技開催を記念し神奈川県が制作したもので、
2020 年 1 月から江の島弁天橋の袂に設置され記念写真ス
ポットとして親しまれていた。江の島ヨットハーバーに
は 1964 年大会の聖火台が展示されている。2020 年大会
のモニュメントをその横に移設し展示することで、2回
の五輪レガシーを地元藤沢市民や県民に広く知ってもら
えることになるわけだ。
　式典に先立ち、藤沢市が五輪のレガシーとして新たに
立ち上げた「チーム FUJISAWA2020」を通じて集まった

メンバーにより、聖火台とモニュメントの清掃「ピカピ
カプロジェクト」が行われた。チーム FUJISAWA2020 は
藤沢市生涯学習部オリンピック・パラリンピック開催準
備室が募集した東京 2020 大会の「シティキャストフジ
サワ ( 主に観光客を迎え入れる地元ボランティア )」が母
体となり、大会を契機にボランティア活動をさらに活性
化していくという組織だ。シティキャストの募集は 2018
年から行われ、約 1,000 人が内定していた。そのうち
ボランティアリーダーは約 100 人。定期的に研修をし、
2019 年にはセーリングワールドカップシリーズ開催に合
わせ、江の島周辺や藤沢駅などで案内活動を実行。コロ
ナ禍以降もオンラインを主体とした研修は継続され本番
に向けての準備を進めていた。ところが、活動ユニフォー
ムが手元に届き開幕まであと 2週間という時に無観客で
の開催が決定。メンバーたちの落胆ぶりは想像に難くな
い。ユニフォームを着て活動したい、という熱い思いに
応える形で、ハーバーの入り口付近で選手バスを出迎え
歓迎するなどの代替活動を市が企画・実施した。
　藤沢市では、「チーム FUJISAWA2020」をボランティア
情報のプラットフォームとして、既存の団体などと連携
しながら、スポーツ、環境、教育、まちづくり、災害、
国際交流などさまざまな分野のボランティア募集情報を
掲載している。気軽にボランティアに参加できる環境づ
くりを継続して進めていく予定だ。
　ピカピカプロジェクトに参加した佐藤さんは、「定期的
にピカピカプロジェクトを行いながら、江の島全体を活
性化できればいいなとか、フランスの有名な観光地・モ
ンサンミシェルと江の島は共通点が多いので、次のフラ
ンス大会に向けて国際交流もできればい
いなとか、アイデアはいろいろあり
ます」と意気込む。ボランティア
活動の火は無観客となっても消え
ず、新たなステージで再び勢いを
増したようだ。

ボランティア組織を発展させた藤沢市

佐藤洋さん

清掃活動に参加したチーム
FUJISAWA2020 のメンバー
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　人間の可能性とスポーツの奥深さ、そしてアスリート
たちの真剣勝負に釘付けになった人も多かった東京 2020
パラリンピック競技大会。カヌーやボートといった水上
スポーツが実施されたのに対し、海洋スポーツであるセー
リングは競技種目から除外され実施されることはなかっ
た。1996 年のアトランタ大会からデモンストレーション
競技に採用され、2000 年シドニー大会から公式種目とな
り 2016 年のリオ大会まで、5大会連続で行われてきたパ
ラリンピックでのセーリング競技だが、東京大会だけで
なく、次のパリ大会でも実施されないことが決定してい
る。
　パラセーリングの世界は身体障がいから視覚障がい、
知的障がいまで裾野が広い。また健常者と区別なくレー
スを行う活動も活発で、インクルージョンスポーツとし
ても注目されている。セーリング界は今、2028 年ロサン
ゼルス大会で公式競技復活を目指して活動している。
　そもそも、なぜセーリング競技が公式種目から除外さ
れたのか？　国際パラリンピック委員会 (IPC) は 2015 年
の総会で東京 2020 大会の競技種目を採択したが、その
時にセーリングと 7人制ラグビーの 2競技がはずされる
ことになった。理由はいずれも「世界レベルでの普及が
基準に達していなかった」というもの。発表直後からワー
ルドセーリング（WS）*1をはじめ各国で競技復活の署名
活動などが行われ、日本からも同年 7月に日本障害者セー

リング協会がとりまとめた 1万 3691 名分の署名が、IPC
へと提出された経緯がある。
　現在、パラリンピックへの復活に向けて国内で中心的
に活動を行っているのが、日本セーリング連盟 (JSAF)*2

の障がい者セーリング推進委員会だ。ワールドセーリ
ングはすでにロス大会復活に向けたプロモーション
を展開しており、2021 年 10 月には SNS で #SailtoLA 
#BacktheBid のハッシュタグをつけたメッセージを発信
するグローバル広報戦略をキックオフしている。また
WSでは、
・2023 年までに 6大陸 45 か国で競技展開
・2023 年までに競技人口のうち 30 歳以下のアスリート
の比率を 20％とする

ロサンゼルス大会を目指して

共生社会への取組み
パラリンピック競技復活に向けて

日本からもパラリンピック復活に
向けたキャンペーンに参加
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・2023 年までに競技への女性参加率を 30％とする
を戦略的優先事項として推進している。

　一方、WSの加盟団体として JSAF に課せられた役割は
というと「アジアでのパラセーリング活動を ”見える化 ”
すること」だと、同会委員長の高間信行さんは言う。日
本財団などの助成もあり、日本にはハンザ級という一人
または二人乗りでバリアフリーのユニバーサルデザイン
艇が全国に 300 艇超あり、各地での活動も活発に行われ
ている。2018 年には観音マリーナ ( 広島県広島市 ) で世
界 22 か国から 195 人が参加したハンザ級のワールド＆
インターナショナルチャンピオンシップも開催された。
　しかし「パラセーラーのクラス分け、世界ランキング
への選手名登録などの遅れが見える化につながっていな
い要因の一つです」と話すのは、WS パラ委員の萩原ゆ
きさんだ。国内でのクラス分け体制整備が急務だが、診
断する医師が少なく定期的に実施するマンパワーが足り
ないところにコロナ禍が追い打ちをかけ、2020 ～ 2021
年に計画されていた活動の多くが中止になったことも響
いた。
　さらにハンザ級が普及しているからこその難しさもあ
る。ハンザ級の理念は「Sailing for Everyone( みんなのた
めのセーリング）」。つまり年齢や性別、障がいのあるなし、
あるいは障がいの種類によって区別せず、誰もが一緒に
楽しもうというものなのだ。このため、愛好者たちはパ
ラリンピックで行われているクラス分けを経験する機会
がなかった。また世界選手権などの情報も少なく、また
世界選手権に出場しても、WSには JSAF からの出場と認
識されていなかった。
　そこで同委員会は、コロナ禍で活動が制限される間、

クラス分けや JSAF 会員登録の問題について議論を重ね、
JSAF 所属選手としてクラス分けを受けられる体制の整備
などを進め、パラリンピックを目指せる環境づくりを進め
てきた。そのなかで見えてきたもう一つの課題が選手の
育成だ。これまでは主に普及に力を入れてきたため、WS
が優先事項としている若手や女性の育成も含め、初心者
をどう引き上げていくかは未だ手探りの状態といえる。
　明るい見通しもある。大学生など若い世代の意識の変
化だ。同委員会には大学ヨット部の学生から「新入生を
勧誘する時に SDGs の要素をどこに求めるべきか？」と
いう相談があったのだという。SDGs という観点から見
れば、セーリングは非常にポテンシャルの高いスポーツ
だ。風を動力としたクリーンで環境に配慮した乗り物で
あること、男女混合種目がオリンピックでも採用されて
いるほど男女格差が少ないこと、障がい者も健常者もと
もに楽しめる包括的な環境を提供できること、などなど。
SDGs は、新たな才能を積極的に呼び込む力強いツール
になるといえるだろう。
　アジアのリーダー的役割を期待される日本だが、アジ
ア各国ではオリンピックとパラリンピックの統括団体の
窓口が一つでないことが多く、活動実態が見えにくいこ
とにも頭を悩ませている。IPC が「地域的な隔たりのあ
るスポーツ」と見れば、パラリンピック競技への復活は
遠のいてしまう。そのことを危惧したアジアセーリング
連盟 *3は、2021 年 2 月にパラセーリング委員会を発足。
日本、香港、タイが中心となって各国の実態把握に努め
ている。また 2022 年 10 月には観音マリーナを拠点にハ
ンザ級の「パラワールドセーリング選手権」と「アジア
パシフィック選手権」の開催が決定している。
　2028 年大会の採用競技は 2023 年 1 月に決定される。
広島で開催される 2つの大会がパラリンピックへの復活
の布石となるのだろうか。

2022 年にパラワールドを開催

車椅子セーラーが船に乗り込むた
めのリフトが設置されたマリーナ

若洲ヨット訓練所で開催された第 22 回東京都障害者スポーツ大会 
オープン競技障害者セーリングの参加者たち

写真提供：JSAF 障がい者セーリング推進委員会
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*1　ワールドセーリング（World Sailing）。セーリングを統括する国際競
技団体。IYRU（International Yacht Racing Union）、ISAF（International 
Sailing Federation）を経て現名称に。本部はイギリス。世界 145 か国・
地域の競技団体が登録しており、日本からは日本セーリング連盟（JSAF）
が加盟している。
*2　日本セーリング連盟（Japan Sailing Federation）。日本国内のセーリ

ングを統括する競技団体。日本ヨット協会と日本外洋帆走協会が統合し
1999 年に発足した。都道府県ヨット連盟や地域別外洋団体、艇種別団体
など 139 団体が加盟している。
*3　アジアセーリング連盟（Asian Sailing Federation）。WSの下部組織
でアジア地区を統括する。本部はシンガポール。32 か国・地域が加盟し
ている。

体験セーリングを通して普及活動に力を入れる
会員数 170 人のセイラビリティ江の島

　国内で普及しているハンザ級は、1999 年にオースト
ラリアから日本へと紹介された。船体重心が低く重い
ため転覆の心配がなく、前向きに座ったまま、舵と連
動したジョイスティックを操るだけでセーリングでき
るバリアフリーのヨットだ。1999 年 8 月には 100 人
以上の障がい者スポーツの関係者が参加し、日本初の
体験会が大阪北港マリーナ（大阪府大阪市）で行われ
ている。
　ハンザ級は誰でもセーリングを楽しめる手軽さが魅
力で、2002 年にはセイラビリティジャパンが設立さ
れ、翌年にはセイラビリティ湘南が立ち上がり江の島
での体験会もスタートした。しかし体験会を継続して
行うにはインストラクターが必要だ。そこで活動の恒
久化と発展のため 2003 年からインストラクター養成
講座が始まり、2004 年には 1964 年の東京五輪セーリ
ング競技に選手として出場した松本富士也氏が中心と
なって「セイラビリティ江の島」を発足。2006 年には
NPO法人化し、現在に至っている。
　誰もがセーリングを楽しめるようにという理念から
活動を続けるセイラビリティ江の島は、江の島ヨット

ハーバーを拠点
に①セーリング
体験②インスト
ラクター養成を
中心に活発に活
動を行ってい
る。年間の活動日数は約 100 日。セーリング体験の対
象も、子どもから高齢者、そして障がい者と幅広い。セー
リング体験でヨットの魅力に開眼し、インストラクター
になる人もたくさんいる。インストラクターの一人、
曽根陽子さんは琵琶湖でのセーリング体験がきっかけ
でヨットに夢中になり、アテネパラリンピックにも参
加。江の島だけでなく、東京や関西などでもセーリン
グを楽しむなど実にアクティブなセーラーだ。
　この 2年はコロナ禍で活動の自粛を強いられたが、
2019 年時点の会員数は 18 ～ 87 歳まで 176 人（うち
女性 42人）と、国内最大規模のセイラビリティ団体と
なった。自粛期間中には豊富な人材の力を借り体系的
な活動マニュアルを制作。コロナ後に向けた準備は万
端である。

活動自粛のコロナ禍中
に作成したマニュアル

2021 年 12 月にセイラビリティ江の島の
活動に参加した皆さん

アテネパラリンピックに参加した
経験を持つ曽根陽子さん
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1 総合海洋政策

意見書の菅総理大臣への手交の様子
（出典：内閣府）

「海の日プロジェクト2021」の特設サイト画面
（出典：国土交通省）

1 海 洋 政 策
1 総 合 政 策
2021．1．26 総合海洋政策本部は、第54回総合海洋政策本部参与会議をオンラインで開催した。各分科

会（PT/SG）の検討状況などについて議論が行われた。総合海洋政策本部参与会議意見書
のとりまとめに向けて、第55回が3月22日、第56回が4月13日に開催された。

2021．5．14 超党派の国会議員などによる「海洋基本法戦略研究会」の第19回会合が開催され、カーボ
ンニュートラルに関する海洋施策について話し合われた。引き続き、6月3日に海洋資源
関連の取組みをテーマに第20回会合が開催された。

2021．6．18 今後取り組む経済政策を盛り込んだ成長戦略実行計画が閣議決定された。脱炭素社会の実
現に向けて、温室効果ガス（GHG）を排出しない「ゼロエミッション船」の実用化が掲
げられ、水素やアンモニアの供給拡大なども明記された。

2021．6．23 総合海洋政策本部は、第57回総合海洋政策本部参与会議をオンラインで開催した。2021年
度参与会議の進め方について議論が行われた。2021年は、12月1日の第61回まで開催され、
第4期海洋基本計画の策定や、経済安全保障、新型コロナウイルス感染症対策について議
論が行われた。

2021．6．29 総合海洋政策本部参与会議の田中明彦座長か
ら、総合海洋政策本部長の菅義偉内閣総理大
臣へ、「総合海洋政策本部参与会議意見書」
が手交された。

2021．7．20 首相官邸は、菅内閣総理大臣・総合海洋政策
本部長による「海の日」を迎えるにあたって
の内閣総理大臣メッセージを発表した。

2021．7．20 国土交通省は、総合海洋政策本部、日本財団、
海事関係団体の協力のもと、海と日本プロ
ジェクトの一環として、オンラインイベント
「海の日プロジェクト2021」の特設サイトを公開した。

GHG
Greenhouse Gas

日本の動き
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2021．9．30 国土交通省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、環境省が内閣府総合海洋政策推進事
務局の協力を得て実施している「海洋立国推進功労者表彰」について、2021年の受賞者が
決定された。

2021．10．3 40回目となる「全国豊かな海づくり大会」の式典が、宮城県石巻市で開かれ、両陛下が皇
居の「御所」からオンラインで参加された。

2021．11．16 超党派議連の海事振興連盟が総会を開催した。2022年度海事税制に関する決議を行った。

2021．12．24 日本海洋政策学会と日本沿岸域学会は、共同提言「海洋・沿岸域の総合的管理の実現に向
けたアピール ～第4期海洋基本計画への政策提言～」を発表した。

2 各省等の動き
2021．2．1 外務省は、「水産資源の持続可能な利用及び持続可能な開発目標（SDGs）」ゴール14の推

進をはじめとする持続可能で豊かな海の実現に向けた取組みを促進することを目的とし
て、水産資源と海洋の分野で活躍しているさかなクン（東京海洋大学名誉博士）に対し、
「海とさかなの親善大使」としての業務を委嘱した（委嘱期間：2021年2月1日から同年
12月31日まで）。

2021．2．5 「海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案」（海事産業強化法）
が閣議決定された。5月14日の参議院本会議での全会一致の可決・成立を経て5月21日に
公布された。なお、附帯決議としてカボタージュ規制（国内海上輸送の自国籍船限定）の
堅持など6項目が盛り込まれている。

2021．2．26 「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法律案」が閣議決定された。瀬戸内海の
それぞれの海域の実情に応じて水質を管理できるようにする（6月9日公布）。

2021．3．2 大型の台風直撃が予想される場合に船舶などを湾内と湾内の一定の海域から退去を勧告、
命令できる「海上交通安全法等の一部を改正する法律案」が閣議決定された（6月2日公
布）。

2021．3．9 プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理に至るまでのライフサイクル全般でのプラス
チック資源循環の取組みを促進するため、「プラスチックに係る資源循環の促進等に関す
る法律案」が閣議決定された（6月11日公布）。

2021．3．26 「重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関す
る法律案」が閣議決定された（6月23日公布）。

2021．3．26 今後5年間の科学技術政策の基本方針となる「科学技術・
イノベーション基本計画」が閣議決定された。

2021．4．27 外務省は、『外交青書2021』をまとめ閣議に報告した。中
国による海洋進出などについて「安全保障上の強い懸念」
と危機感を示したうえで、沖縄県の尖閣諸島周辺で中国海
警局の船が領海侵入を繰り返していることなどを「国際法
違反」と初めて明記した。

2021．4．28 気象庁は、2020年の日本と世界の大気、海洋等の観測およ
び監視結果などを、『気候変動監視レポート2020』として
公表した。

2021．5．12 海上保安庁が、過去1年間の取組みなどを収録した『海上
保安レポート2021』を発行した。

『外交青書2021』
（出典：外務省）
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新たにまとめられた『科学技術・
イノベーション白書』

（出典：文部科学省）

「輝け！フネージョ★」プロジェ
クト「海事産業における女性活
躍推進の取組事例集」

（出典：国土交通省）

2021．5．14 防衛省は、気候変動が安全保障に与える影響などを議論するため、省内に新たに「気候変
動タスクフォース」を立ち上げ、初会合を開いた。

2021．5．26 2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする目標が盛り込まれた「地球温暖化対
策の推進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定された（6月2日公布）。

2021．6．4 資源エネルギー庁の、2020年度エネルギーに関する年次報告『エネルギー白書2021』が閣
議決定された。

2021．6．4 水産庁の、令和2年度『水産白書』が閣議決定された。

2021．6．8 環境省が、令和3年版『環境白書』『循環型社会白書』『生物多様性白書』を公表した。

2021．6．8 科学技術の政府の取組みをまとめる文部科学省の『科学技
術白書』が、関連する法律の改正に伴って、新たに『科学
技術・イノベーション白書』としてまとめられた。

2021．6．11 超党派議員連盟が議員立法として提出した、災害時に船舶
を活用した医療体制整備を推進する「病院船法案」が、参
議院本会議で可決され成立した。

2021．7．13 国土交通省は、2021年「海の日」海事関係功労者大臣表彰
の受賞者を発表した。158人、29団体が受賞した。

2021．7．13 港湾整備促進法に基づく、「令和3年度 特定港湾施設整
備事業基本計画」が、閣議決定された。

2021．7．29 国土交通省は、海事産業における女性の活躍を応援する「輝
け！フネージョ★」プロジェクトを推進している。女性が
働きやすい職場環境整備に取り組む企業等を紹介する「海
事産業における女性活躍推進の取組事例集」について第4
弾を公表した。

2021．8．19 海上保安庁は、日本で海洋調査から海図作製までを一貫し
て行う水路業務が始まって150周年となる2021年に新しい
海図シリーズの発行を開始した。11月25日には、「海図150
周年記念講演会」をオンライン形式で開催した。

2021．10．22 「第6次エネルギー基本計画」が閣議決定され、同日、経
済産業大臣が談話を発表した。

2021．10．22 「気候変動適応法に基づく気候変動適応計画」が閣議決定
され、環境庁が「気候変動適応計画（骨子案）」に対する
意見募集（パブリックコメント）の結果について発表した。

2021．10．22 「地球温暖化対策計画」および「パリ協定に基づく成長戦略としての長期戦略」が閣議決
定され、「日本のNDC（国が決定する貢献）」が地球温暖化対策推進本部において決定さ
れた。また、環境省が、「地球温暖化対策計画（案）」、「パリ協定に基づく成長戦略として
の長期戦略（案）」「日本のNDC（国が決定する貢献）（案）」に対する意見募集（パブリッ
クコメント）の結果について発表した。

2021．10．27 農林水産省は、「農林水産省地球温暖化対策計画」および「農林水産省気候変動適応計画」
を改定した。
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登野城尖閣の郵便番号表示

新たな行政標柱完成の記者発表の様子
（出典：石垣市）

2021．11．16
～18

日本財団と海上保安庁は、「第2回世界海上保安機関実務者会合」をオンラインで開催し
た。

2021．11．18
～12．17

環境省は、第204回通常国会において、「瀬戸内海環境保全特別措置法の一部を改正する法
律」が成立したこと等を踏まえ、「瀬戸内海環境保全基本計画（案）」について、パブリッ
クコメントを実施した。

2021．12．24 政府は、海上保安体制の強化に向けて関係閣僚会議を開いた。岸田文雄内閣総理大臣は、
関係省庁が力を結集し、海洋の安全確保に全力を尽くすよう指示した。

2 領土・領海・排他的経済水域（EEZ）・大陸棚
1 尖 閣 諸 島
2021．1．20 日中高級事務レベル海洋協議団長間協議がテレビ会議で実施された。東シナ海をはじめと

する海洋・安全保障分野のさまざまな課題について率直な対話を行った。2021年はその後、
6月3日、11月10日に同協議が開催された。また、日中高級事務レベル海洋協議が、2月
4日と12月20日に開催された。

2021．3．25 日本郵便（株）の八重山郵便局は、2020
と の し ろ

年10月に尖閣諸島の字名が登野城から
登野城尖閣に変更されたことを受け
て、郵便番号を設定した。

2021．3．29 日中防衛当局がテレビ会議方式で、日
中海空連絡メカニズムの第3回年次会
合・専門会合を実施した。尖閣諸島周
辺海空域を含む東シナ海情勢に関する
わが国の立場について伝えた。

2021．3．30 環境省は、沖縄県・尖閣諸島の南小島に生息する絶滅危惧種アホウドリについて、人工衛
星が撮影した画像を用いた生息調査の中間報告を発表した。

2021．4．16 菅義偉内閣総理大臣と米国のバイデン大統領が、日米首脳会談を行った。共同声明では、
尖閣諸島が日米安全保障条約第5条の適用対象であることが再確認された。

2021．7．19 尖閣諸島の日本の領海のすぐ外側にある接続水域を航行していた中国海警局の船が19日の
午後10時すぎまでに接続水域から出た。中国海警局の船が接続水域で航行を続けた日数は
157日間となり、日本政府が尖閣諸島を国有化して以降、最も長くなった。

2021．8．24 尖閣諸島の字名が登野城から登野城尖
閣に変更されたことに伴い、石垣市が
製作に取り組んでいた新たな行政標柱
が完成した。

2021．8．25 第十一管区海上保安本部は、11月12日
にヘリコプター搭載型の巡視船「あさ
づき」が就役し、同本部石垣海上保安
部に新たに配備されると発表した。「海
上保安体制強化に関する方針」（2016
年12月の海上保安体制強化に関する関
係閣僚会議の決定）に基づいて整備さ
れたものである。
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「北方領土の日」の住民大会の様子
（出典：根室市）

2021．12．31 海上保安庁は、中国公船による尖閣諸
島接近（接続水域入域・領海侵入）状
況を日々公表している。領海侵入に限
れば、1月は3日6隻、2月は6日14
隻、3月は2日6隻、4月は4日10隻、
5月は5日14隻、6月は6日16隻、7
月は4日10隻、8月は4日12隻、9月
は1日4隻、10月は1日4隻、11月は
1日4隻、12月は3日10隻で、2021年
は合計40日のべ110隻の中国公船が侵
入した。

2 竹 島
2021．2．22 島根県が条例で定める「竹島の日」の記念式典が、島根県の主催により松江市で開かれた。

政府から和田義明内閣府政務官が出席した。

2021．6．15 外務省の船越健裕アジア大洋州局長は、韓国軍が竹島に関する軍事訓練を実施したことが
判明したことを受けて、在京韓国大使館次席公使に、また、相馬弘尚在韓国日本国大使館
総括公使が韓国外交部アジア太平洋局長に対し強く抗議した。

2021．8．17 外務省の船越アジア大洋州局長は、韓国の国会議員が島根県の竹島に上陸したことを受け
て、在京韓国大使館次席公使に、また、相馬在韓国日本国大使館総括公使が韓国外交部ア
ジア太平洋局長に対し強く抗議し、再発防止を求めた。韓国の国会議員が竹島に上陸した
のは、およそ2年ぶり。

2021．11．16 韓国警察庁のキム・チャンリョン長官が、島根県の竹島に上陸した。これに対して、日本
政府は韓国側に厳重に抗議した。

3 北 方 領 土
2021．2．7 根室市で「北方領土の日」の住民大会

が開催された。コロナ禍の影響で、初
めて一般の参加者を入れず、来賓など
およそ20人だけで行われ、その様子が
オンラインで配信された。

2021．2．8 外務省は、2月7日に開催された「令
和3年北方領土返還要求全国大会」に
おける、茂木敏充外務大臣の挨拶を発
表した。

2021．4．19 外務省は、北方四島における共同経済
活動に関し、ゴミ処理に関する専門家会合をテレビ会議形式により開催した。

2021．7．26 ロシアのミシュスチン首相が北方領土の択捉島を訪問した。これに対し、外務省の森健良
事務次官はロシアのガルージン駐日大使に対し、北方領土に関する日本の一貫した立場と
相いれないなどとして強く抗議を行った。ロシアの首相の北方領土訪問は、2019年8月の
メドベージェフ首相（当時）以来。

2021．10．6 北方四島を元島民らが訪問する交流事業が新型コロナウイルス感染症の影響ですべて中止
になったことを受け、北海道道東の羅臼町で、元島民らが船から慰霊する「洋上慰霊」が
行われた。洋上慰霊は9日に別海町でも行われた。17日には根室市の北方領土資料館で慰
霊祭が開催された。

石垣海上保安部に配備された巡視船「あさづき」
（出典：海上保安庁）
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流氷の先に見える国後島

違法設置されたかにかご漁具の調査
（出典：水産庁）

2021．10．9 第二次世界大戦まで北海道根室市と北
方領土の国後島を結んでいた通信用海
底ケーブルの中継拠点「根室国後間海
底電信線陸揚施設」で、市などによる
調査が行われ、ケーブルの一部が地中
から発見された。

2021．12．2 ロシア国防省が、北方領土の北東にあ
まつわとう

る千島列島の松輪島に新型の地対艦ミ
サイルシステム「バスチオン」を配備
し、運用を始めたと発表した。ロシア
は、この地域の軍事力を一層、強化す
る姿勢を鮮明にしている。

4 領海・排他的経済水域（EEZ）・大陸棚
2021．1．11 海上保安庁の測量船「昭洋」が、日本の排他的経済水域（EEZ）の長崎県の五島列島の女

島の西140キロ付近で調査していたところ、韓国海洋警察庁の船から無線で調査を中止す
るよう要求された。海上保安庁は、外務省を通じて韓国に抗議した。

2021．1．22 海上保安庁の測量船「拓洋」が、日本の EEZ の長崎県の五島列島の女島の西163キロ付近
で調査を始めたところ、韓国海洋警察庁の船から無線で調査を中止するよう断続的に要求
された。海上保安庁は、外務省を通じて韓国に抗議を行った。

2021．3．12 水産庁は、2020年の外国漁船取締実績
について発表した。

2021．3．19 海上自衛隊の新たなイージス戦闘シス
テム搭載護衛艦「はぐろ」が就役した。
「防衛計画の大綱」で掲げられた8隻
体制が整った。

2021．4．19 防衛省のまとめによると、航空自衛隊
の戦闘機が2020年度に行ったスクラン
ブル（緊急発進）は725回と前の年度
より222回減少した。中国機へのスク
ランブルが458回と前の年度より217回減少したのが主な要因で、ロシア機へのスクランブ
ルは258回と前年度より10回減少した。

2021．5．2 第十一管区海上保安本部によると、中国の海洋調査船「海洋地質十二号」が、沖縄県の波
照間島の南およそ189キロの日本の EEZ 内で海中にワイヤーのようなものを入れているの
を海上保安本部の巡視船が確認し、無線を使って活動の中止を求めた。

2021．5．12 哨戒中の海上保安庁航空機が、沖ノ鳥島の南南東296キロの日本の EEZ 内を航行中の中国
調査船「海洋地質九号」がワイヤーのようなものを海中へ延ばしているのを確認し、無線
で中止を要求した。

2021．8．24 中国海軍のルーヤン III 級ミサイル駆逐艦、ルーヤン II 級ミサイル駆逐艦、ジャンカイ II
級フリゲートの合計3隻が、東シナ海から宮古海峡を通過して西太平洋へ進出した。同日、
レンハイ級ミサイル駆逐艦、ルーヤン III 級ミサイル駆逐艦、フチ級補給艦、ドンディア
オ級情報収集艦の合計4隻が、日本海から宗谷海峡を通過して西太平洋へ進出した（注1）。

2021．9．10 奄美大島の東の接続水域を、中国海軍のものとみられる潜水艦1隻が浮上しないまま北西
に向けて航行しているのを、海上自衛隊の護衛艦と哨戒機が確認し、追尾にあたった。

注1
第4章参照
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屋久島から見る口永良部島

へ

2021．9．15 北朝鮮から発射された短距離弾道ミサイルについて、政府は、落下地点は能登半島沖の舳
ぐらじま

倉島の北約300キロ程度の EEZ の内側と推定されると発表した。同月12日、13日に行われ
た長距離巡航ミサイルの発射実験など、北朝鮮によるミサイル発射実験が相次いだ。

2021．10．17
～23

日本海、西太平洋、東シナ海の海域で、中国とロシアの海軍が初めて合同で巡視活動を行っ
た。中ロ両国の海軍から駆逐艦など合わせて10隻の艦艇と艦載ヘリコプター6機が参加し
た。

2021．11．2 哨戒中の海上保安庁航空機が、沖ノ鳥島の北東約150キロの日本の EEZ 内で漂泊中の中国
海洋調査船「深海一号」が右舷側からワイヤーのようなものを海中へ延ばしているのを確
認し、無線で中止を要求した。

2021．11．3 哨戒中の海上保安庁航空機が、沖ノ鳥島の南南西約137キロの日本の EEZ 内で、11月2日
と同様に、漂泊中の「深海一号」が右舷側からワイヤーのようなものを海中へ延ばしてい
るのを確認し、無線で中止を要求した。

2021．11．17
～18

中国海軍の測量艦1隻が、屋久島の南
の接続水域から領海に向けて西進し、

くちのえらぶじま

その後、口永良部島の西の接続水域を
西に向かって航行しているのが確認さ
れた。防衛省では同艦がわが国の領海
を航行したと判断した。

2021．11．19 中国軍のH―6K爆撃機2機と、ロシ
ア軍の Tu―95爆撃機2機が、日本海か
ら東シナ海、西太平洋の上空を共同で
飛行した（注2）。

2021．12．9 沖縄本島から東におよそ360キロ離れた北大東島の北大東村の村議会で、島に自衛隊の配
備を求める意見書が議員から提案され、全会一致で可決された。

2021．12．16 中国海軍の空母「遼寧」が3隻の艦艇とともに沖縄本島と宮古島の間を通過し、東シナ海
から太平洋に出たのを海上自衛隊の艦艇や航空機が確認した。中国の空母がこの海域を通
過するのが確認されたのは、2021年4月以来、8回目。領海への侵入はなかった。

5 西之島の拡大
2021．7．6

～16
環境省は、自然環境や生態系の専門家を中心とした調査団を小笠原諸島の西之島の海域に
派遣し、船上からドローン等による陸上生物および海洋生物の調査を行った。

2021．9．1
～10

環境省は、生物、地質、観測技術の専門家を中心とした調査団を小笠原諸島の西之島の海
域に派遣し、船上からドローンによる陸上生物および地質の調査を行った。

2021．9．17 環境省が「令和3年度西之島総合学術調査（9月調査）」の結果概要を発表した。

6 福徳岡ノ場の噴火
ふくとくおか の ば

2021．7．8 小笠原諸島の硫黄島の南にある海底火山の「福徳岡ノ場」で、周辺の海域に影響を及ぼす
噴火が発生するおそれがあるとして、気象庁は「噴火警報（周辺海域）」を発表した。

2021．8．13 11年ぶりに噴火が確認された福徳岡ノ場で直径1キロほどの島ができているのが海上保安
庁の調査で確認された。

2021．8．25 国土地理院は、福徳岡ノ場の火山活動によって生じた新島について、だいち2号の観測デー
タの解析結果を掲載した。

注2
第4章参照
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浮いて漂い広がる軽石

西之島の火山活動は2019年末の噴火以降、活発化し
ている。2020年は断続的な噴火が起き、2021年は8月
14日に気象衛星が噴火を検知した。環境省は、噴火の
合間を縫うように、2019年9月と2021年7月と9月に
西之島の生物調査を実施した。調査チームは、無人航
空機（UAV）を駆使して、上陸せずに撮影やサンプル
の採取を成功させた。2021年9月の時点で植物は見当
たらず、巣の材料が少ないこともあって海鳥の繁殖成
功率は極めて低かった。それでも、幼鳥を含むカツオ
ドリの群れなど数種の海鳥が観察された。また、内陸
に設置した粘着トラップには、小さなカニやハエがか
かっていた。自律型海中ロボット（AUV）やダイビン
グによる海中調査も実施した。沿岸で採取した海水に
ついては、環境DNA分析が進められている。このよ
うに、西之島は、生態系の成立過程を最初から観察で
きる貴重な研究フィールドとなっている。
2021年に西之島で噴火が検知された前日の8月13
日、同じ小笠原諸島に属する海底火山「福徳岡ノ場」
が11年ぶりに噴火し、西之島から南に335km、南硫黄
島から北北東に5kmの位置に新たな島が現れた。し
かし、溶岩でできた西之島と異なり火山砕屑物が堆積
してできた福徳岡ノ場の新島はもろく、1904年、1914
年、1986年に形成された島も波に削られて間もなく海
没している。今回も噴火から5か月で、ほぼ海上から
姿を消した（図1）。
福徳岡ノ場の噴火では、マグマが急冷されてできる

軽石の大量放出が問題となる。1986年の噴火では、約
4か月後に西方2，000km以内の琉球諸島に軽石が漂
着している（加藤、1988）。2021年の噴火はより大規
模で、噴火2日後には海上保安庁が、新島から北西方
向に60kmほど蛇行する「大量の軽石と思われる浮遊
物」の帯を航空機から確認していた。

軽石は、噴火2か月後の2021年10月中旬までに沖
縄・奄美諸島に漂着し、やがて伊豆諸島や関東にも達

した。養殖魚の大量死や漁港の閉鎖、船舶のエンジン
トラブルや出漁の見合わせなど、沖縄県の漁業を中心
に被害が広がった。それを受けて、（国研）海洋研究
開発機構（JAMSTEC）付加価値情報創生部門アプリ
ケーションラボは11月30日までの海流シミュレーショ
ンを行い、関東付近への軽石の漂着を10月中旬には予
測していた。日本沿岸を流れる黒潮には、太平洋に抜
けて時計回りに大回りしてフィリピン東方付近で黒潮
に戻る循環と、日本近くで小回りして沖縄付近で黒潮
に戻る「黒潮再循環流」と呼ばれる循環がある。沖縄
周辺への軽石の漂着は、この黒潮再循環流による。ま
た、黒潮が紀伊半島のあたりで日本を離れるように湾
曲する「黒潮大蛇行」が続いている特異的な状況下で
もあったため、今回の軽石は近畿地方を飛び越えるよ
うにして伊豆諸島や関東地方に漂着した。
その後 JAMSTEC は、より精緻なシミュレーション
を行うため、（国研）宇宙航空研究機構（JAXA）と協
力して人工衛星で発見した軽石の実際の位置情報を漂
流モデルに組み込んだ。また、軽石の海面から突き出
た部分が風で吹き流される効果や、潮の満ち引きも加
味した。その結果は JAMSTEC ホームページに「福徳
岡ノ場の噴火と海流による影響について」として11月
16日に公開され、その後も動画を更新している（図2）。
このように、2021年の福徳岡ノ場噴火に伴う軽石の漂
着予想には、海洋研究の現場で日頃から磨かれていた
海流予測技術や、国内の研究機関が培ってきた協力体
制などが生かされた。地道な海の研究が有事の際に社
会の役に立った好例と言える。 （瀬戸内 千代）

コラム 12 西之島のその後と福徳岡ノ場の軽石

※本コラムの「浮いて漂い広がる軽石」の節は、美山透（2022年）『Ocean
Newsletter』第516号「日本各地に漂着する軽石を追う」の記載内容を
利用し作成した。

図2 JAMSTEC アプリケーションラボの YouTube
チャンネル「APL_JAMSTEC」より。風の有無や
強弱によって黒、赤、青に色分けされた軽石の
流路予測を動画で見ることができる。

図1 福徳岡ノ場。8月16日（左）に「かっこ形」だった島は徐々
に浸食され、12月27日（右）には白波が立つばかりとなった。
三角形の島は南硫黄島。（出典：海上保安庁）
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軽石回収の様子
（出典：国土交通省）

2021．9．12 海上保安庁は、航空機により福徳岡ノ
場の観測を行った。噴火で生まれた二
つの新島のうち東側が海没しているこ
とが確認された。

2021．10．4 沖縄県の北大東島の海岸に大量の軽石
が流れ着き、海岸に積もっているのが
確認された。

2021．10．22 （国研）産業技術総合研究所（産総研）
地質調査総合センターは、「福徳岡ノ
場火山2021年噴火と漂流軽石災害情
報」の特設ウェブサイトを開設した。
噴火規模は明治以降の国内の火山噴火
としては、1914年の桜島の「大正の大
噴火」に次ぐもので、最大クラスだっ
たとしている。

2021．10．27 福徳岡ノ場での噴火によって噴出され
た大量の軽石が沖縄本島などに漂着
し、漁業への被害や、マリンレジャー
など観光業への影響が出ていることを
受け、沖縄県は、部局横断的に対応に
あたるため緊急の対策チームを設置
し、初会合を開いた。環境部や漁港を
所管する農林水産部のほか、土木建築
部などの担当者を集めて構成された。

2021．11．16 国土交通省は、「漂流軽石の回収技術
に関する中間取りまとめ」を発表した。

2021．11．17 国土交通省は、海底火山の噴火に伴う
漂流軽石の回収技術の充実化に向け
て、民間事業者等が有する技術やアイ
デアを募集した。

2021．11．23 東京都は、伊豆諸島の三宅島と伊豆大島で、軽石が広い範囲で漂着しているのを確認した。
伊豆諸島の一部でまとまった量の漂着が始まったとみて警戒を強めた。

2021．11．30 国土交通省港湾局は、「漂流軽石回収
技術検討ワーキンググループ」での議
論を踏まえて漂流軽石の効果的な回収
技術等を整理した「漂流軽石の回収技
術に関する取りまとめ」を公表した。

2021．12．5 金子恭之総務大臣が、全国各地の海岸
に漂着している軽石回収への財政支援
を強化する考えを表明した。

2021．12．10 国土交通省港湾局は、海底火山の噴火
に伴う漂流軽石の回収技術を充実させ
るため、民間事業者などから募集した
技術やアイデアを「漂流軽石回収に関する技術・アイデア集」としてとりまとめて公表し

西之島と福徳岡ノ場の位置
（出典：「海しる」海域火山データベースより作成）

福徳岡ノ場の噴煙の様子
（出典：海上保安庁）
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「津波フラッグは避難の合図」の映像画面
（出典：気象庁）

「オンライン東京湾大感謝祭2021」のサイト画面
（出典：東京湾大感謝祭実行委員会事務局）

2 海 洋 環 境

た。

2021．12．27 海上保安庁は、航空機により福徳岡ノ場の観測を行った。新島は縮小しており、波浪によ
り陸地が見え隠れしている状況が確認された。

3 沿岸域管理・防災

2021．3．30 気象庁と（公財）日本ライフセービング協会
は、海水浴場等で津波警報等の伝達に用いら
れる「津波フラッグ」の一層の周知・普及を
図るため、共同で映像資料「津波フラッグは
避難の合図」を制作した。

2021．6．6 東日本大震災による宮城県内の被害の様子や
震災の教訓などを伝える施設「みやぎ東日本
大震災津波伝承館」が、宮城県石巻市でオー
プンし、記念の式典が開かれた。

2021．8．27 環境省は、9月16日に実施予定の令和3年度東京湾環境一斉調査について、東京湾再生推
進会議モニタリング分科会等で参加機関を募集したところ、115機関からの応募を得たこ
とを発表した。

2021．9．3 （国研）産業技術総合研究所（産総研）が、千葉県九十九里浜地域において、過去の津波
の痕跡である津波堆積物を2層発見したと発表した。2層のうち古いほうの津波堆積物は
約1000年前に堆積しており、歴史上知られていない津波の痕跡であることがわかった。

あ わ の せ じま と しま お たけ

2021．9．26 鹿児島県・トカラ列島の諏訪之瀬島十島村の御岳で午前7時11分に噴火があり、噴煙が火
口から5，400メートルまで上がった。2003年の観測開始以来、御岳で5，000メートルを超え
たのは初めて。

2021．10．16 国土交通省が参画する「東京湾
再生官民連携フォーラム」は、
東京湾の魅力や恵みを楽しく体
験・発見してもらい東京湾のた
めにできることを考え、行動を
始めるきっかけとなることを目
的に、「オンライン東京湾大感
謝祭2021」を開催した。

1 生物多様性（自然再生含む）

2021．2．9 環境省は、国土交通省、農林水産省と「第5回水辺からはじまる生態系ネットワーク全国
フォーラム」をオンラインにて開催した。

2021．3．2 環境省は、第7回「次期生物多様性国家戦略研究会」をオンラインで開催した。5月17日
に第8回、6月21日に第9回が開催され、7月30日に研究会からの提言として「次期生物
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オンライン締結式の様子
（出典：沖縄県）

多様性国家戦略研究会報告書」がとりまとめられた。

2021．3．22 環境省は、「サンゴ礁生態系保全行動計画2016―2020最終評価会議」をオンラインで開催し
た。

2021．3．19 環境省は、日本の生物多様性・生態系サービスの現状と、特に、生物多様性の損失を止め
て回復に向かわせるための「社会変革」のあり方に関して科学的知見を提供することを目
的として、「生物多様性及び生態系サービスの総合評価2021（注3）」をとりまとめた。

2021．3．19 環境省は、小泉進次郎環境大臣、二宮雅也経団連自然保護協議会会長出席の下、第11回「国
連生物多様性の10年日本委員会（UNDB―J）」をオンラインで開催した。ポストUNDB―J
の方向性などについて議論した。

2021．3．30 環境省は、「有明海・八代海等総合調査評価委員会（第46回）」をオンラインで開催した。

2021．7．6 米軍普天間飛行場（沖縄県宜野湾市）の名護市辺野古への移設工事に伴うサンゴの移植を
めぐり、防衛省沖縄防衛局の許可申請を認めるよう農林水産大臣が知事に指示したのは違
法だとして、沖縄県が指示の取消しを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷は、
県側の上告を棄却した。

2021．7．26 第44回世界遺産委員会拡大会合（オンライン形式）において、わが国が世界遺産に推薦し
ていた「奄美大島、徳之島、沖縄島北部及び西表島」の審議が行われ、世界遺産一覧表へ
の登録が決定された。

2021．8．5 米軍普天間基地の名護市辺野古沖への移設工事をめぐり、沖縄防衛局が始めたサンゴの移
植作業について、沖縄県が、移植を許可した際の条件に従っていないとして、許可を撤回
したことに対し、農林水産省が、撤回の効力を一時停止する決定をした。

2021．8．19 （国研）国立環境研究所、沖縄県、琉球大学、
沖縄科学技術大学院大学、（国研）森林研究・
整備機構森林総合研究所、林野庁、環境省が、
世界自然遺産に登録された沖縄島北部と西表
島の保全管理を目的とした連携協定を締結
し、オンラインでの締結式が行われた。

2021．10．1 環境省は、第三期サンゴ礁生態系保全行動計
画策定検討会の第1回検討会をオンラインで
開催した。サンゴ礁生態系保全行動計画2016
―2020に最終評価会議の結果を踏まえ、新た
に今後5年間のサンゴ礁生態系保全の計画を策定するための議論を行った。第2回は12月
7日に開催された。

2021．11．1 環境省は、産官民の連携・協力によって「ポスト2020生物多様性枠組」「国連生態系回復
の10年」などの国際目標や国内目標の達成に貢献するため、UNDB―J の後継組織として
「2030生物多様性枠組実現日本会議（J―GBF）」を設立した。

2 気 候 変 動

2021．2．4 （国研）新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）は、2050年カーボンニュートラ
ルの実現を目指して革新的な技術開発に取り組む企業等を支援する「グリーンイノベー
ション基金事業」のコンセプト動画を公開した。

注3
JBO3 : Japan Biodive-
rsity Outlook 3
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2021．2．25 気象庁は、2021年の日本沿岸の
平均海面水位が、平年（1981～
2010年の平均値）より87ミリ高
くなり、統計を開始した1906年
以降、最も高くなったと発表し
た。黒潮の大蛇行なども影響し
ている。

2021．3．18 国土交通省は、「カーボンニュー
トラルポート（CNP）」の一環
として、「ジャパンブルーエコ
ノミー技術研究組合（JBE）」が、藻場・干潟等を対象としたブルーカーボン・オフセット
制度の試行を行った藻場の保全活動により創出された CO2吸収量について、「Jブルークレ
ジット」証書交付式を開催した。

2021．3．30 環境省は、「気候変動適応推進会議」において、2019年度に実施した施策のフォローアッ
プを行い、「気候変動適応計画の令和元年度施策フォローアップ報告書」としてとりまと
めた。

2021．5．24 経済産業省で開かれた産業構造審議会の「第1回産業構造転換分野ワーキンググループ」
において、経済産業省や国土交通省が、水素やアンモニアなどを燃料とする次世代船舶の
研究開発目標や国の2兆円のグリーン基金の活用に向けた今後の方向性を盛り込んだ計画
案を示した。

2021．7．16 国土交通省は、グリーンイノベーション基金を用いて実施予定の「次世代船舶の開発」プ
ロジェクトの内容をまとめた研究開発・社会実装計画を策定した。

2021．10．7 国土交通省は、2021年度「第1回地球温暖化防止に貢献するブルーカーボンの役割に関す
る検討会」を開催した。12月23日に第2回が開催され、全国の港湾区域における CO2吸収
量の試算などについて議論が行われた。

2021．10．26 国土交通省は、2050年カーボンニュートラル目標に向けて、NEDOに造成された「グリー
ンイノベーション基金」のうち「次世代船舶の開発」プロジェクトについて、水素燃料船
やアンモニア燃料船等について、4つの具体的なテーマおよび実施者（民間企業）を選定
した。

3 海ごみ・漂着物

2021．1．26 環境省、経済産業省、農林水産省、文部科学省は、合同で持続可能なバイオプラスチック
の導入を目指した「バイオプラ
スチック導入ロードマップ」を
策定した。

2021．3．2 環境省は、経済産業省、（一社）
日本経済団体連合会とともに、
「循環経済パートナーシップ」
を立ち上げた。

2021．3．22 日本財団と環境省は、2020年に
引き続き、増加し続ける海洋ご
み対策を目的として、全国一斉
清掃キャンペーン「海ごみゼロ

「グリーンイノベーション基金事業」のコンセプト動画
（出典：NEDO）

「海ごみゼロウィーク2021」のサイト画面
（出典：日本財団）
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「マイクロプラスチックの削減に
向けたグッド・プラクティス集」

（出典：環境省）

展示会にて漁網由来のかばんを手に取る小泉環境大臣
（出典：日本財団）

ウィーク2021」と、国内の対策事例を募集・発信する「海ごみゼロアワード2021」を共同
で実施し、両取組みの申込み受付を開始した。

2021．3．30 環境省は、2020年度に実施した、全国10か所の海岸における漂着ごみ調査、東京湾、石狩
湾、玄界灘ならびにわが国周辺の沖合海域における漂流および海底ごみ調査、マイクロプ
ラスチック調査などの結果を公表した。

2021．5．13 環境省は、マイクロプラスチックの削減に向けて、日本企
業が有する技術・ノウハウを国内外に広く発信・普及する
ため、グッド・プラクティス集をとりまとめた。

2021．6．29 環境省は、プラスチックごみを含む海洋ごみの発生抑制に
向けて、内陸から河川を経由して海洋へ流出するごみの
量・組成等を経年的に把握するため、地方公共団体や研究
機関等で活用してもらうための調査ガイドラインや事例集
等を、ホームページで公表した。

2021．7．1 沖縄美ら海水族館は、1990年から2019年までの30年間にわ
たって、沖縄本島の沿岸に死んだ状態で漂着した484頭の
ウミガメを調査し、全体の2割にあたるおよそ90頭の胃な
どからロープや釣り糸などのごみが見つかった。その結果
をとりまとめた論文が英文専門誌に掲載された。

2021．7．4 日本財団は、「瀬戸内オーシャンズ X」キックオフシンポジウムを香川県高松市で開催し
た。

2021．7．20 海のプラスチックごみの問題の解決を
目指して、企業およそ30社が参画して
いる（一社）アライアンス・フォー・ザ・
ブルーと日本財団は、廃棄漁網由来の
再生原料を用いて開発したかばんの発
表会と展示会を東京都内で開催した。

2021．8．3 海上保安庁は、5月30日～6月30日の
「海洋環境保全推進月間」の活動結果
を発表した。「未来に残そう青い海」
をスローガンに、海浜清掃活動などを
全国各地で展開し、訪船指導は754隻、
海洋環境保全教室は29回で参加人数1，347人、漂着ごみ回収量は8，519袋（30リットルごみ
袋換算）に上った。

2021．10．1 川崎汽船（株）は、東京海洋大学と海洋プラスチックの共同研究を開始することに合意し
て共同研究契約を締結した。世界中の多くの海域を航行する同社の運航船をプラスチック
片のサンプル採取に活用する。

2021．10．1 （国研）産業技術総合研究所（産総研）イノベーション推進本部が、産総研コンソーシア
ムとして「海洋生分解性プラスチック標準化コンソーシアム」を設立した。

2021．10．7 環境省と日本財団は、国内における海洋ごみ対策の優れた取組みを募集・表彰して発信す
る「海ごみゼロアワード2021」の受賞者を発表した。

2021．10．13 日本財団、岡山市、倉敷市、（株）セブン―イレブン・ジャパンは、限りある資源の有効な
活用と海洋プラスチックごみ対策を目的としたペットボトル回収事業を開始した。
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2021．10．21 日本財団は、海洋プラスチックごみの発生抑制を目的として、2020年12月～2021年5月に、
岡山・広島・香川・愛媛の瀬戸内4県の中で人口が集中する280の河川・用水路流域にお
いて、海洋ごみの大規模な発生実態調査を実施し、本調査に関する報道関係者向け説明会
を開催した。

4 水 質

2021．1．22 環境省は、中央環境審議会水環境部会瀬戸内海環境保全小委員会（第25回）をオンライン
で開催した。

2021．2．10
～23

環境省は、中央環境審議会水環境部会総量削減専門委員会において、「第9次水質総量削
減の在り方について（総量削減専門委員会報告案）」をとりまとめ、パブリックコメント
を実施した。

2021．4．13 政府は、廃炉・汚染水・処理水対策関係閣僚等会議において、「多核種除去設備等処理水
（いわゆる ALPS 処理水）の処分に関する基本方針」を決定した（注4）。

2021．4．13 2020年度に実施した水環境における放射性物質のモニタリングの結果を公表した。

2021．4．16 東京電力福島第一原子力発電所（東電福島第一原発）の事故で発生したトリチウムなどの
放射性物質を含む処理水を、国の基準を下回る濃度に薄めて海に放出する方針を決めたこ
とについて、内閣府の担当者が福島県漁業組合連合会を訪れて説明した。県漁連は、改め
て反対を伝えるとともに、今後、各地の漁協で対話を続けるよう求めた。

2021．5．31 処理水を基準を下回る濃度に薄め、海に放出する方針を政府が決定したことを受けて、風
評対策などを議論する国の「ワーキンググループ」の初会合が福島市で開かれた。

2021．6．18 IAEA の幹部らは、経済産業省を訪れ、トリチウムなどを含む処理水の具体的な放出過程
や環境影響などの調査に向けた会合を開いた。

2021．7．6 2019年から相次いでいる宇和海での真珠養殖用アコヤガイの大量死が、2021年も確認され
た。愛媛県漁協や県、沿岸3市町などの関係機関でつくるアコヤガイへい死対策協議会は、
検討会を開いて今後の対応を協議した。

2021．7．8 日本政府は、国際原子力機関（IAEA）との間で、東電福島第一原発 ALPS 処理水の取扱い
に係る IAEA との協力の枠組みに関する付託事項（TOR）に署名した。今後 IAEA は、TOR
に基づいて協力事業を計画・実施していく。

2021．8．6 環境省は、「ALPS 処理水に係る海域モニタリング専門家会議」（第1回）を開催した。そ
の後、第2回を8月6日に、第3回を12月14日に開催した。

2021．9．28 環境省は、東日本大震災に係る海洋環
境モニタリング調査検討会での検討結
果を踏まえ、2020年度の調査結果につ
いて公表した。

2021．10．7 過去に例のない大規模な赤潮被害が発
生している北海道太平洋沿岸16市町の
首長らは、道庁を訪れ、鈴木直道知事
に対し、「地域漁業の存続も危うくな
る懸念がある」として、①赤潮発生の
原因究明、②持続可能な漁業経営に向

注4
コラム05参照

赤潮によって大量死したウニ
（出典：釧路町）



154 2 海 洋 環 境

「ESG地域金融実践ガイド2．0」（愛媛銀行の養殖漁業に関するモデル事例）
（出典：環境省）

けた支援について緊急要望した。

2021．10．21 北海道は、太平洋沿岸漁業被害対策会議の初会合を開き、赤潮による全道の漁業被害額が
約76億円に拡大したと発表した。

2021．11．10
～11

IAEA は、福島県沖の水産物の採取および処理の確認を行った。今回は、IAEA 環境研究所
の2名に加え、信頼性確保のため第三国研究機関のフランス、韓国、ドイツから各1名の
計5名が参加した。

2021．12．22 外務省は、東電福島第一原発の ALPS 処理水の現状に関する在京外交団等向け説明会をテ
レビ会議形式で実施し、38の国・地域・機関から45名が参加した。同説明会は、東電福島
第一原発事故以降112回目。

5 政 策

2021．2．24
～25

環境省は、インドネシア国海事・投資調整府と共催で「ASEAN海洋プラスチックごみワー
クショップ（ASEAN地域における海洋プラスチックごみの取組共有を通じた海洋プラス
チックごみ削減と廃棄物管理の能力強化のためのワークショップ）」を開催した。

2021．3．8
～12

環境省と国連環境計画（UNEP）は、共同でアジア太平洋地域の気候変動適応の知見共有
と理解の促進を目的とした第7回アジア太平洋適応ネットワーク（APAN）フォーラムを
オンラインで開催した。

2021．3．22 日本政府は、国連気候変動枠組条約（UNFCCC）事務局に対して、脱炭素技術普及のため
のプロジェクトを支援するため、2020年度補正予算により約1億円（90万9，090米ドル）
の拠出を行った。

2021．3．30 環境省は、地域の持続性の向上や地域循環共生圏の創出に資する ESG金融促進を図るべ
く、2020年度「地域 ESG金融促進事業」により ESG地域金融に取り組もうとする金融機
関向けの手引きとして「ESG地域金融実践ガイド」を策定した。2020年度、同事業で11の
金融機関の支援を実施した。その支援結果から同ガイドの改訂版として「ESG地域金融実
践ガイド2．0」をとりまとめた。


